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   第３章 開発許可基準 

 

 開発行為に関する許可基準は、技術基準と市街化調整区域における立地基準の２つから成ります。 

法第 33 条並びにこれに基づく政省令の基準は、良好な市街地を形成するために必要な一定水準

の施設を確保するよう開発行為を規制する目的で、開発行為者の整備すべき公共施設等の他、環境

の保全、災害の防止、都市的便益施設の確保等の見地から技術的な基準を規定したもので、許可権

者は、これらの基準に適合すると認めるときには許可をしなければならないこととされています。 

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるので、法第 33 条に定める技術基準に適合しな

ければならないことに加え、スプロール防止の観点から法第 34 条の立地基準を設定して、許可し

得るものを限定しています。そして、許容される開発行為は、スプロール対策上支障がないか、支

障を容認すべき特別の必要性のあるものに限られます。したがって、市街化調整区域内の開発行為

については、法第 33 条の技術基準に適合するとともに、法第 34 条の各号のいずれかに該当するも

のでなければ許可されないこととなります。 

 

 第１節 技術基準 

技術基準については、技術基準編を参照してください。 

 

第２節 立地基準 

 

法律 

（開発許可の基準） 

第 34 条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二種特定工作物

の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請に係る開発行為及びそ

の申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれ

かに該当すると認められる場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 

(1)～(14) 略（p.121～166 参照） 

運用指針 

Ⅰ－６（第 14 号以外） 

Ⅰ－６－１ 一般的事項 

  本条は、市街化調整区域及び居住調整地域において例外的に認められる開発行為を規定したも

のであり、開発許可制度のポイントをなす規定であるので、その適正な運用について特に留意す

ることが重要である。各号の運用に関しての考え方は、次のとおりであるが、処分に当たって

は、各号該当の有無について、十分慎重な審査を行うことが望ましい。 

 

⑴ 法第 34 条の趣旨 

   市街化調整区域内の開発行為は、第１は「スプロール対策上特段の支障がないと認められる

もの」、第２は「スプロール対策上支障があるが、これを忍容すべき特別の必要性の認められ

るもの」、第３は「スプロール対策上支障があり、これを忍容すべき特別の必要性の認められ
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ないもの」の３つに類別されますが、本条においては、第１及び第２の類型の開発行為につい

て許可し得るものとし、第３のものについては、許可すべきでないとしたものです。 

   なお、第二種特定工作物については、その性格上直接市街化の要因になるものではなく、ま

た、スプロール化を促進するものではないため、本条の立地基準は適用されません。 

   また、本市においては、第 10 号によるものを除き、原則、自己用（自己居住用、自己業務

用）を許可対象としております。 

 ⑵ 市街化調整区域と他の区域にわたる開発行為 

   一体の開発行為であれば、一個のものとして許可することになります。したがって、本条の

立地基準は、開発区域全体に適用されます。 

 

１ 公共公益施設又は日常生活のために必要な物品の販売、加工、修理等を営む店舗等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑴ 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公

益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、若しくは修理そ

の他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開

発行為 

 政令 

第 29 条の５ 法第 34 条第１号（法律第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）の政令

で定める公益上必要な建築物は、第 21 条第 26 号イからハまで掲げる建築物とする。 

第 21 条第 26 号（略） 

  イ 学校教育法第１条に規定する学校、同法第 124 条に規定する専修学校又は同法第 134 条第

１項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物 

  ロ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは

事業所内保育事業、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）による社会福祉事業又は更生保護

事業法（平成 7年法律第 86 号）による更生保護事業の用に供する施設である建築物 

  ハ 医療法（昭和 23 条法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定

する診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所の用に供する施設である建築物 

  ニ・ホ（略）  

 

 運用指針 

Ⅰ－６－２ 第１号関係 

 (1) 本号は、その趣旨から、当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサー

ビス対象とすると認められるものに限定すべきものと解されるので、著しく規模の大きい店舗

等は、この点からチェックすることが望ましい。 

(2) 本号に該当する公共公益施設としては、いわゆる生活関連施設である公共公益施設が想定

され、例えば、主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所、学校、（大学、専修学校及

び各種学校を除く。）や、主として周辺の居住者が利用する診療所、助産所、通所系施設であ
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る社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設又は更生保護事業法第２条第１

項に規定する更生保護事業の用に供する施設（以下「社会福祉施設」という。）等が考えられ

る。入所系施設である社会福祉施設については、主として当該開発区域の周辺の地域に居住す

るもの、その家族及び親族が入所するための施設である建築物などが考えられる。 

 (3) 本号に該当する店舗等として、日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容

業等が考えられるが、当該地域の市街化の状況に応じて、住民の利便の用に供するものとして

同種の状況にある地域においては通常存在すると認められる建築物の用に供する開発行為は、

許可の対象として取り扱って差し支えないものと考えられる。したがって、はり、きゅう、あ

ん摩等の施設である建築物、ガソリンスタンド、自動車専用液化石油スタンド及び水素スタン

ド（主としてその周辺の市街化調整区域内に居住する者の需要に応ずるとは認められないも

の、例えば、高速自動車国道又は有料道路に接して設置されるガソリンスタンド、自動車用液

化石油スタンド及び水素スタンド等を除く。）、自動車修理工場、農林漁業団体事務所、農機具

修理施設、農林漁家生活改善施設等は、本号に該当するものとして取り扱うことが可能である

と考えられる。 

 (4) 本号に該当するもののうち令第 22 条第６号に該当するものは、許可が不要であるので留意

すること。 

 (5) 本号の運用に当たり、市街化区域からの距離要件、同業種間の距離要件、業種ごとの支持世

帯数、集落の隣近接要件、建築物に係る敷地規模、建築物の規模制限等を設けている例がある

が、本号は、当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住している者を主たるサービス対象と

すると認められるものに許可を与える趣旨であり、これら基準を一律に適用した場合、合理性

を欠くことになるおそれがあるので、その運用が硬直的にならないよう留意するとともに、特

に市街化区域からの距離を一律に定め運用している例、同業種間の距離を一律に定め運用して

いる例については、法の趣旨に照らして行き過ぎた運用とならないよう基準自体の見直しを検

討することが望ましい。 

 

 

⑴ 本号の趣旨 

   本号は、市街化調整区域に居住している者の日常生活が健全に営まれるよう配慮することが

必要であることから、主として開発区域の周辺地域に居住する者の利用に供する生活関連施設

である公共公益施設又はこれらの者を主たるサービスの対象とする日常生活に必要な物品の小

売業又は修理業、理容業、美容業、はり・灸・按摩業、自動車修理工場等に限定して許可し得

ることとしたものです。 

   また、当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサービス対象とすると認

められるものに限定されますので、著しく規模の大きい店舗等は認められません。 

   なお、コンビニエンスストアも、その位置、規模並びに周辺の集落の状況を考慮して当該市

街化調整区域の住民を対象としたものであれば本号で許可対象として取り扱います。コンビニ

エンスストアは、その業務形態から幹線道路沿線に立地する傾向があること、郊外に立地する

ものは通過交通による利用者が多いこと等から、法第 34 条第９号の沿道サービス施設に該当

するか問題となっていますが、同号で許可される沿道サービス施設としての休憩所とは、一定
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の交通量がある道路における道路使用者の休憩のための施設であるため、駐車場の設備や休憩

のための座席等のスペースが備わったものであり、いわゆるコンビニエンスストアはなじまな

いものであると考えられます。 

⑵ 該当要件 

 ① 周辺の市街化調整区域内の居住者を主なサービス対象としていること。また、公益上必要な 

  施設は都市計画法施行令第 29 条の５に規定される建築物であり、次の（１）又は（２）のい

ずれかに該当するものであること。 

    （１） 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住している者が利用する次に掲げ 

     る施設である建築物 

    ａ．学校（小学校、中学校、幼稚園） 

    ｂ．診療所 

    ｃ．助産所 

    ｄ．保育所等通所系施設である社会福祉法第 2条に規定する社会福祉事業の用に供する施 

      設 

  （２） 入所系施設である社会福祉施設の用に供する建築物で、主として当該開発区域周辺の 

     市街化調整区域に居住している者、その家族及び親族が入所するためのものであること。 

 ② 市街化区域から道程でおおむね１km 以上離れていること。ただし、地形、地勢等の自然的条 

  件及び学校、支所等の公益施設、交通施設等の社会的条件からみて、明らかに市街化区域と異 

  なる日常生活圏を構成していると認められる地域で、当該地周辺の市街化調整区域の居住者を 

  サービス対象と限定すると認められる適切な位置に建築される場合はこの限りではない。     

 ③ 申請地を中心として半径 500ｍの円内に 50 戸以上の人家（世帯）が存すること。ただし、自 

  動車修理工場等（修理業）当該店舗の支持世帯の範囲を広げる必要があると考えられる場合に 

  ついては、半径１km の円内に 250 戸以上の人家（世帯）が存すること。 

   また、農機具販売店舗及び農機具修理施設については、農業従事者（農家世帯）の日常生活 

  のための必要な施設と判断されるため、農家（世帯）に限定すること。 農業従事者（農家世 

  帯）とは、10ａ（1,000 ㎡）以上の市街化調整区域内の農地を 60 日以上自ら耕作の業務に従事

している者（世帯）をいいます。ただし、10ａ未満の農地を、若しくは自ら耕作の業務に従事

している日数が 60 日未満である者であっても、当該店舗の設置について同意を得た農業従事

者（農家世帯）がいる場合には、上記の支持世帯に含めてもよいものとする。当該地域に同種

施設が既に立地している場合は、その施設を中心とする同様の円を描き、円が重複する部分に

ついては、当該部分に存する人家数（世帯数）を重複する円の数で除して得た数がその部分の

人家数（世帯数）として計算すること。「同種施設」とは、主たる取扱い品目に着目し、日本

標準産業分類の細分類により区分を行うものとする。なお、本要件は、立地位置に関する要件

であり、これをもって上記①の要件を判断する趣旨ではありません。     

 ④ 申請地は、技術基準による幅員以上の国県市町村道に４ｍ以上接していること。     

 ⑤ 都市計画法施行令第 29 条の５に規定される建築物の敷地面積は 3，000 ㎡以内、それ以外の

敷地面積は 1,000 ㎡以内とし、建築物の面積は過大でないこと。     

 ⑥ 業務の用に供する部分の床面積は、建築物全体の延べ面積の２分の１以上であること。  

  ⑦ 予定建築物が、将来にわたって計画される営業に限定して使用されるものであること。ただ 

  し、都市計画法施行令第 29 条の５に規定される建築物については、関係部局との調整がとれ

たもの、もしくは確実にとれる見込みであるもの。 
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 ⑧ 都市計画法施行令第 29 条の５に規定される学校施設については、上記②及び⑤の基準によ

らない。 

⑶ 本号に該当する旨を証する図書 

      ① 公益上必要な施設：事業計画書及び社会福祉法に係る各関係部局との協議書（開設の見 

              込みが確認できるもの） 

     店   舗  等：日常生活に必要な店舗等の建築に関する申立書及び販売、加工、 

              修理等の業務の内容（商品名・業務内容、規模、計画する販売対象 

              区域等）を説明する書類 

   ② 周辺建築物用途別現況図（半径１kmの範囲のもの。ただし、自動車修理工場等当該

店舗の支持世帯の範囲を広げる必要があると考えられる場合については、半径２km の

もの。なお、円内に 50 戸（又は 250 戸）以上の人家を表示すること。） 

   ③ 将来にわたって計画される運営若しくは営業に限定して使用する旨の誓約書 

④ 運営若しくは営業を実施する上で必要な免許証等の写し 

⑤ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

 

令第 22 条第６号及び法第 34 条第１号に該当する業種 

大分類  卸売・小売業 

中分類 小分類 細分類 説明 内容例示（店、商品等） 

令第

22 条

第６号 

法第 34

条第１

号 

各種商

品卸売

業 

各種商品

卸売業 

各種商品卸売業 従業員が常時 100

人以上のもの 

 
× × 

その他の各種商品卸売

業 

  
× × 

繊維・

衣服等

卸売業 

繊維品卸

売業（衣

料、身の

回り品を

除く。） 

生糸・繭卸売業   × × 

繊維原料卸売業 生糸・繭を除

く。 

 
× × 

糸卸売業   × × 

織物卸売業 室内装飾繊維品

を除く。 

 
× × 

 衣服・身

の回り品 

男子服卸売業   × × 

婦人・子供服卸売業   × × 

下着類卸売業   × × 

寝具類卸売業   × × 

靴卸売業   × × 

履物卸売業 靴を除く。  × × 

かばん・袋物卸売業   × × 

その他の衣服・身の回

り品卸売業 

  
× × 

飲食料

品卸売

業 

農畜産物

・水産物

卸売業 

米麦卸売業   × × 

雑穀・豆類卸売業   × × 

野菜卸売業   × × 

果実卸売業   × × 

食肉卸売業   × × 

生鮮魚介卸売業   × × 

その他の農畜産物・水

産物卸売業 

  
× × 

 食料・飲 砂糖卸売業   × × 
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料卸売業 味噌・醤油卸売業   × × 

酒類卸売業   × × 

乾物卸売業   × × 

缶詰・瓶詰食品卸売業 気密容器入りの

もの 

 
× × 

菓子・パン類卸売業   × × 

  飲料卸売業 別掲を除く。  × × 

  茶類卸売業   × × 

  その他の食料・飲料卸

売業 

  
× × 

建築材

料、鉱

物・金

属材 

建築材料

卸売業 

木材・竹材卸売業   × × 

セメント卸売業   × × 

板ガラス卸売業 

 

  
× × 

料等卸

売業 

 その他の建築材料卸売

業 

  
× × 

 化学製品

卸売業 

塗料卸売業   × × 

染料・顔料卸売業   × × 

油脂・ろう卸売業   × × 

その他の化学製品卸売

業 

  
× × 

 鉱物・金

属材料卸

売業 

石油卸売業   × × 

鉱物卸売業 石油を除く。  × × 

鉄鋼卸売業   × × 

非鉄金属卸売業   × × 

 再生資源

卸売業 

空瓶・空缶等空容器卸

売業 

  
× × 

鉄スクラップ卸売業   × × 

非鉄金属スクラップ卸

売業 

  
× × 

古紙卸売業   × × 

その他の再生資源卸売

業 

  
× × 

機械器

具卸売

業 

一般機械

器具卸売

業 

農業用機械器具卸売業   × × 

建設機械・鉱山機械卸

売業 

  
× × 

金属加工機械卸売業   × × 

事務用機械器具卸売業   × × 

その他の一般機械器具

卸売業 

  
× × 

 自動車卸

売業 

自動車卸売業 二輪自動車を含

む。 

 
× × 

自動車部分品・附属品

卸売業 

中古品を除く。  
× × 

自動車中古部品卸売業   × × 

 電気機械

器具卸売

業 

家庭用電気機械器具卸

売業 

  
× × 

電気機械器具卸売業 家庭用電気機械

器具を除く。 

 
× × 

 その他の

機械器具

卸売業 

輸送用機械器具卸売業 自動車を除く。  × × 

精密機械器具卸売業   
× × 

  医療用機械器具卸売業 歯科用機械器具

を含む。 

 
× × 

その他

の卸売

業 

家具・建

具・じゅ

う器等卸

家具・建具卸売業   × × 

荒物卸売業   × × 

畳卸売業   × × 
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売業 室内装飾繊維品卸売業   × × 

  陶磁器・ガラス器卸売

業 

  
× × 

  その他のじゅう器卸売

業 

  
× × 

 医薬品・

化粧品等

卸売業 

医薬品卸売業   × × 

医療用品卸売業   × × 

化粧品卸売業   × × 

合成洗剤卸売業   × × 

 他に分類

されない

卸売業 

紙・紙製品卸売業   × × 

金物卸売業   × × 

肥料・飼料卸売業   × × 

スポーツ用品・娯楽用

品・がん具卸売業 

  
× × 

たばこ卸売業   × × 

ジュエリー製品卸売業   × × 

代理商、仲立業   × × 

他に分類されないその

他の卸売業 

  
× × 

各種商

品小売

業 

百貨店総

合スーパ

ー 

百貨店、総合スーパー 衣食住にわたる
各種商品の販売
従業員が常時 50
人以上のもの 

デパートメントストア、
総合スーパー 

× × 

その他の

各種商品

小売業 

その他の各種商品小売

業 

衣食住にわたる
各種商品の販売
従業員が常時 50
人未満のもの 

よろず屋 

× × 

織物・

衣服・

身の回

り品小

売業 

呉服・服

地・寝具

小売業 

呉服・服地小売業  呉服店、和服、反物、
帯、服地、小切、裏地、
らしゃ 

○ ○ 

寝具小売業  ふとん、毛布、ふとん
地、敷布、蚊帳、ふとん
綿、丹前、ナイトガウ
ン、まくら、マットレ
ス、パジャマ 

× × 

男子服小

売業 

男子服小売業 製造小売を含
む。 

洋服店、注文服店、テー
ラーショップ、既製服、
学生服、オーバーコー
ト、レインコート、ジャ
ンパー、作業服、ズボン 

○ ○ 

 婦人・子

供服小売

業 

婦人服小売業 既製、注文を問
わない。 

婦人服仕立業、婦人用事
務服、洋裁店、レインコ
ート、毛皮コート、ブラ
ウス 

○ ○ 

子供服小売業 既製、注文を問
わない。 

子供服仕立業、洋裁店、
ベビー服 ○ ○ 

 靴・履物

小売業 

靴小売業  ゴム靴、合成被革靴、プ
ラスチック成形靴、布製
靴、地下足袋、靴附属
品、注文靴、靴ひも、靴
墨 

○ ○ 

  履物小売業 靴を除く。 履物、げた屋、草履、ス
リッパ、サンダル ○ ○ 

 その他の

織物・衣

服・身の

回り品小

売業 

かばん・袋物小売業  かばん、トランク、ハン
ドバック、袋物、かばん
・袋物小売修理業 

○ ○ 

洋品雑貨・小間物小売

業 

 洋品店、装身具、化粧道
具、シャツ、セーター、
Ｔシャツ、ワイシャツ、
帽子、ネクタイ、ハンカ
チーフ、ふろしき、手ぬ
ぐい、タオル、足袋、半
えり、靴下、扇子、うち
わ、紋章、ベルト、バッ
クル、裁縫用品、補整
着、小間物、下着、手

○ ○ 
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袋、毛糸 

  他に分類されない織物

・衣服・身の回り品小

売業 

 洋傘、和傘、ステッキ、
白衣、かつら ○ ○ 

飲食料

品小売

業 

各種食料
品小売業 

各種食料品小売業  各種食料品店、食料雑貨
店 ○ ○ 

酒小売業 酒小売業  酒屋 ○ ○ 

 食肉小売

業 

食肉小売業 卵、鳥肉を除
く。 

肉屋、精肉、獣肉、塩蔵
肉、冷凍肉、肉製品（ハ
ム、ソーセージ等）、魚肉
ハム・ソーセージ、馬肉
屋 

○ ○ 

卵・鳥肉小売業  卵、鳥肉、鶏肉 ○ ○ 

 鮮魚小売

業 

鮮魚小売業  魚屋、貝類、かき、川
魚、食用かえる、冷凍
魚、海藻（生もの）、うな
ぎ、どじょう、鯨肉 

○ ○ 

 野菜・果
実小売業 

野菜小売業  八百屋 ○ ○ 

果実小売業  果物屋 ○ ○ 

 菓子・パ

ン小売業 

菓子小売業 製造小売 洋菓子、和菓子、干菓
子、だ菓子、せんべい、
あめ、ケーキ、まんじゅ
う、もち、焼いも屋、甘
栗、アイスクリーム、ア
イスキャンデー、ドーナ
ツ、和生菓子、洋生菓
子、豆菓子、甘納豆、今
川焼 

× × 

菓子小売業 製造小売でない

もの 

○ ○ 

  パン小売業 製造小売 菓子パン × × 

  パン小売業 製造小売でない

もの 

 
○ ○ 

 米穀類小
売業 

米穀類小売業  米麦、雑穀、豆類 
○ ○ 

 その他の

飲食料品

小売業 

コンビニエンスストア 飲食料品を中心
とするものに限
る。 

 
○ ○ 

牛乳小売業  牛乳スタンド ○ ○ 

飲料小売業 別掲を除く。  ○ ○ 

  茶類小売業  こぶ茶、コーヒー、ココ
ア、豆茶、麦茶、紅茶、
中国茶 

○ ○ 

  料理品小売業  総菜屋、折詰、揚物、仕
出弁当屋、駅弁売店、給
食センター、調理パン
（サンドイッチ、ハンバ
ーガー等）、おにぎり、す
し、煮豆、ハンバーガー
店（持ち帰りのもの）、持
ち帰り弁当屋、ピザ（宅
配・持ち帰り用）、弁当、
お好み焼き、たこ焼き 

○ ○ 

  豆腐・かまぼこ等加工

食品小売業 

製造小売 豆腐、こんにゃく、納
豆、つくだ煮、漬物、た
い味噌、ちくわ、おでん
材料、かまぼこ 

× × 

製造小売でない

もの ○ ○ 

  乾物小売業  乾物屋、干魚、干ぴょ
う、麩、乾燥野菜、乾燥
果物、高野豆腐、干しの
り、くん製品、海藻（乾
燥したもの）、塩干魚介
類、するめ、干ししいた
け、かつお節、寒天 

○ ○ 

  他に分類されない飲食

料品小売業 

  
○ ○ 

自動車

・自転

自動車小

売業 

自動車（新車）小売業   × × 

中古自動車小売業   × × 
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車小売

業 

自動車部分品・附属品

小売業 

 自動車タイヤ、カーアク
セサリー、カークーラ
ー、カーステレオ、自動
車バッテリー 

× × 

  二輪自動車小売業 原動機付自転車

を含む。 

オートバイ、スクータ 
× × 

 自転車小

売業 

自転車小売業  自転車店、リヤカー、自
転車部分品･附属品、自転
車タイヤ・チューブ、中
古自転車 

○ ○ 

家具・

じゅう

器・機

械器具

小売業 

家具・建

具・畳小

売業 

家具小売業  洋家具、和家具、いす、
机、卓子、ベット、衝
立、屏風、浴槽、額縁、
本箱、鏡台、絨毯、カー
テン、火鉢（陶磁器製を
除く。）、流し台、調理
台、カーペット、家具小
売修理業 

× × 

建具小売業  木製建具、金属製建具、
建具屋（個人の注文によ
り製造し取り付けるも
の） 

× × 

畳小売業  ござ、花むしろ、畳屋、
畳表、上敷 × × 

宗教用具小売業  仏具、神具 × × 

 機械器具

小売業 

電気機械器具小売業  テレビジョン受信機、家
庭用電気洗濯機、電気ス
トーブ、電気アイロン、
電気冷蔵庫、電気掃除
機、電球、電気音響機械
器具（ステレオ、テープ
レコーダー等）、扇風機、
家庭用電気医療機械器
具、電気井戸ポンプ、電
気毛布、ホットカーペッ
ト、家庭用電熱器、電気
照明器具 

× ○ 

  電気事務機械器具小売

業 

 ワードプロセッサ、パー
ソナルコンプュータ、Ｃ
Ｄプレーヤ、ビデオテー
プレコーダ、ビデオカメ
ラ、フレキシブルディス
ク、録音・録画テープ
（記録されていないも
の）、電話機 

× ○ 

  その他の機械器具小売

業 

 ガス器具、家庭用ミシ
ン、編機・同部分品、石
油ストーブ、度量衡器、
タイプライタ、金庫、家
庭用浄水器、石油コン
ロ、ふろ釜（ガス・石油
式のもの）、太陽熱利用温
水装置、消火器、シャワ
ー器具 

× ○ 

 その他の

じゅう器

小売業 

金物小売業  金物店、刃物、そり刃、
くぎ、ほうろう鉄器、鉄
器、アルミニウム製品、
錠前、魔法瓶、ふろ釜
（ガス・石油式を除く。）
ストーブ（鋳物製） 

○ ○ 

  荒物小売業  荒物屋、日用雑貨（荒物
を主とするもの）、ほう
き、ざる、箸、ふるい、
たわし、竹篭、バスケッ
ト、竹細工、藁製品、
縄、しゅろ細工、蝋燭、
マッチ、行李、ポリバケ
ツ、ガムテープ、荷造
紐、農業用ビニールシー

○ ○ 
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ト、手桶 

  陶磁器・ガラス器小売

業 

 瀬戸物、焼物、土器、陶
器、磁器、ガラス器、食
器（陶磁器製及びガラス
製のもの）、花器（陶磁器
製及びガラス製のもの） 

○ ○ 

  他に分類されないじゅ

う器小売業 

 漆器、茶道具、花器（陶
磁器製・ガラス製のもの
を除く。）、プラスチック
製食器、華道具 

× × 

その他

の小売

業 

医薬品・

化粧品小

売業 

医薬品小売業 調剤薬局を除
く。 

薬局、調剤薬局、薬店、
ファーマシイ、ドラッグ
ストア、漢方薬、生薬、
医薬品配置、紙おむつ、
アルコール（医療 

○ ○ 

    用）、薬草、黒焼、朝鮮人
参、湯の花、もぐさ、薬
用酒、衛生材料、氷の
う、包帯、脱脂綿 

  

  調剤薬局  薬局（調剤を主とするも
の）、調剤薬局、ファーマ
シイ（調剤を主とするも
の） 

○ ○ 

  化粧品小売業  化粧品、香水、香油、お
しろい、整髪料、石鹸
（化粧、洗顔、薬用のも
の）、歯磨、シャンプー、
白髪染 

○ ○ 

 農耕用品

小売業 

農業用機械器具小売業  農機具、すき・くわ・か
は、鳥獣害防除器具、畜
産用機器、養蚕用機器、
耕運機、ハンドトラク
タ、コンバイン、農業用
噴霧器、脱穀機、稲こき
機、除草機、農具 

× ○ 

  苗・種子小売業  種苗、苗木、種子、きの
こ菌 × ○ 

  肥料・飼料小売業  肥料（化学肥料、有機質
肥料、複合肥料等）、飼
料、ペットフード、小鳥
飼料、園芸用土、農薬、
石炭窒素、過りん酸石
炭、カリ肥料、硫安、化
成肥料、骨粉、配合肥
料、糠、油粕類 

× ○ 

 燃料小売

業 

ガソリンスタンド  給油所、液化石油ガス
（ＬＰＧ）スタンド × ○ 

  燃料小売業 ガソリンスタン

ドを除く。 

薪炭、練炭、豆炭、ＬＰ
ガス、石炭、プロパンガ
ス、灯油、木炭、コーク
ス 

○ ○ 

 書籍・文

房具小売

業 

書籍・雑誌小売業  書店、洋書取次店、古本
屋、楽譜、雑誌、カレン
ダー 

× ○ 

新聞小売業  新聞販売店、新聞取次店 × ○ 

  紙・文房具小売業  洋紙、板紙、和紙、襖
紙、障子紙、帳簿類、ノ
ート、万年筆、鉛筆、ペ
ン、インキ、硯、筆、朱
肉、製図用具、そろば
ん、手工材料、絵画用品
（水彩絵具、毛筆、パレ
ット、画架等）、アルバ
ム、絵具、文房具店 

○ ○ 

 スポーツ

用品・が

ん具・娯

楽用品・

スポーツ用品小売業  運道具、ゴルフ用品、釣具、

狩猟用具、スポーツ用靴（ス

キー靴、登山靴、スパイクシ

ューズ等）、運動衣（野球用

ユニホーム、剣道着、柔道着

× ○ 
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楽器小売

業 

等）ジェットスキー、サーフ

ボード、登山用品（登山ザッ

ク、登山用テント等） 

  がん具・娯楽用品小売

業 

 おもちゃ屋、人形、模型玩

具、教育玩具、羽子板、娯楽

用品（囲碁、将棋、マージャ

ン、トランプ、花札、かるた

等）、レーザーディスク、テ

レビゲーム機、ゲーム用ソフ

ト、プラモデル、幼児用乗り

物 

○ ○ 

  楽器小売業  洋楽器、ピアノ、和楽器、三

味線、楽器小売修理業、レコ

ード・ミュージックテープ、

コンパクトディスク（音楽用

のもの） 

× × 

 写真機・写

真材料小売

業 

写真機・写真材料小売

業 

 写真機、撮影機、映写機、写

真感光材料、写真フィルム × ○ 

 時計・眼鏡

・光学機械

小売業 

時計・眼鏡・光学機械

小売業 

 時計屋、時計小売修理業、眼

鏡、コンタクトレンズ、双眼

鏡、望遠鏡 
○ ○ 

 他に分類

されない

小売業 

たばこ・喫煙具専門小

売業 

 たばこ、・喫煙具専門小売

店、パイプ、ライター ○ ○ 

花・植木小売業  花屋、フローリスト、切花、

植木、盆栽 
× ○ 

  建築材料小売業  木材、セメント、板ガラス、

ブロック、プラスチック建材 
× × 

  ジュエリー製品小売業  宝石、金製品、銀製品、白金

製品、装身具（貴金属製のも

の） 
× × 

  ペット・ペット用品小

売業 

 愛玩用動物、観賞用魚 
× × 

  骨とう品小売業  骨董品 × × 

  中古品小売業 骨董品を除く。 中古衣服、古道具、中古家

具、古建具、古楽器、古写真

機、古運道具、中古靴、古レ

コード、中古家庭用電気機械

器具、リサイクルショップ、

古物商 

× × 

  他に分類されないその

他の小売業 

 美術品（骨董品を除く。）、絵

画、名刺、印章、印判、帆

布、造花、標本、旗竿、物干

し竿、碑石・墓石、石工業

（個人の注文によって彫刻、

仕上げを行い販売するも

の）、古切手、古銭、郵趣品

（記念切手類、同収集品）、

荷車（中古品を含む。）合成

洗剤、石鹸（化粧、洗顔、薬

用以外のもの）コンパクトデ

ィスク（音楽用以外のも

の）、録画テープ（記録済の

もの）、教育用磁気テープ、

学習用磁気テープ、ブロマイ

ド、金、銀、白金地金、日用

大工用品（DIY 用品）、温泉

湯、漁具、漁網、葬儀用品、

ゴム手袋 

× × 

○は該当する例ですが、×は該当しない例です。 

 

大分類 Ｍ 飲食店、宿泊業 

 

中分類 小分類 細分類 説明 内容例示（店、商品等） 

令第

22 条

第６号 

法第 34

条第１

号 
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一般飲

食店 

食堂、レ

ストラン 

一般食堂 主食の飲食店 食堂、大衆食堂、お好み食堂 × ○ 

日本料理店 特定の日本料理

を飲食させる。 

てんぷら料理店、うなぎ料理

店、川魚料理店、精進料理

店、鳥料理店、釜飯屋、お茶

漬屋、にぎり飯屋、沖縄料理

店、とんかつ料理店、郷土料

理店、かに料理店、牛丼店、

ちゃんこ鍋店、しゃぶしゃぶ

店、すき焼き店 

× × 

  西洋料理店  西洋料理店、グリル、レスト

ラン、フランス料理店、ロシ

ア料理店、イタリア料理店、

ステーキハウス 

× × 

  中華料理店  中華料理店、上海料理店、北

京料理店、台湾料理店、餃子

店 
× × 

中華そば店、ラーメン店 × ○ 

  その他の食堂、レスト

ラン 

 東洋料理店、朝鮮料理店、印

度料理店、カレー料理店、焼

肉店（朝鮮料理） 
× × 

 そば・う

どん店 

そば・うどん店  そば・うどん店、そば屋、う

どん店 × ○ 

 すし店 すし店  すし店、すし屋 × × 

 喫茶店 喫茶店  喫茶店、フルーツパーラー、

音楽喫茶、スナック（喫茶を

主とするもの）、純喫茶、コ

ーヒーショップ 

× ○ 

 その他の

一般飲食

店 

その他の一般飲食店  大福屋、今川焼屋、ところ天

屋、氷水屋、甘酒屋、汁粉

屋、お好み焼屋、ドライブイ

ン（飲食店であって主たる飲

食料品が不明なもの）、ハン

バーガー店（その場所で飲食

させるもの） 

× ○ 

遊興飲

食店 

料亭 料亭  料亭、割烹店、待合、割烹料

理店 
× × 

バー、キ

ャバーナ

イトクラ

ブ 

バー、キャバー、ナイ

トクラブ 

 バー、キャバレー、ナイトク

ラブ、スナックバー、キャバ

レー、ナイトクラブ、スタン

ドバー、サロン、ディスコ、

洋酒喫茶、プールバー 

× × 

 酒場、ビ

ヤホール 

酒場、ビヤホール  酒場、ビヤホール、大衆酒

場、焼鳥屋、おでん屋、もつ

焼屋、酒蔵、小料理屋、居酒

屋 

× × 

宿泊業 旅館、ホ

テル 

旅館、ホテル  旅館、ホテル、観光ホテル、

宿屋、温泉旅館、割烹旅館、

国民宿舎、民宿、モーテル、

ビジネスホテル、国民旅館、

カーテル、ヨッテル、ペンシ

ョン 

× × 

 簡易宿所 簡易宿所  簡易宿泊所、ベッドハウス、

山小屋、カプセルホテル、ス

キー小屋 
× × 

 下宿業 下宿業  下宿屋 × × 

 その他の

宿泊業 

会社・団体の宿泊所  会員宿泊所、共済組合宿泊

所、共済組合会館（宿泊設備

を有するもの）、保養所、ユ

ースホステル、会社の宿泊

所、ＹＭＣＡホテル 

× × 

  リゾートクラブ  リゾートホテル × × 

  他に分類されない宿泊

業 

 会社の寄宿舎、会社の独身

寮、学生寮、キャンプ場 × × 

○は該当する例ですが、×は該当しない例です。 
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大分類 Ｑ 複合サービス事業 

中分類 小分類 細分類 説明 内容例示（店、商品等） 

令第

22 条

第６号 

法第 34

条第１

号 

郵便局

（別掲

を除

く。） 

郵便局 郵便局  郵便局、特定郵便局 × 〇 

郵便局受

託業 

簡易郵便局  簡易郵便局 × 〇 

その他の郵便局受託業  郵便切手類販売所、郵便物配

達請負業、印紙売り裁き所

（収入、自動車重量税、特

許、登記） 

× 〇 

協同組

合 

（他に

分類さ

れない

もの） 

農林水産

業協同組

合（他に

分類され

ないも

の） 

農業協同組合 他に分類されな

いもの 

農業協同組合（各種の事業を

行うもの）、農業協同組合連

合会（各種の事業を行うも

の）、農業協同組合中央会

（各種の事業を行うもの） 

× ○ 

漁業協同組合 他に分類されな

いもの 

漁業協同組合（各種の事業を

行うもの）、漁業協同組合連

合会（各種の事業を行うも

の） 

× ○ 

  水産加工業協同組合 他に分類されな

いもの 

水産加工業協同組合（各種の

事業を行うもの）、水産加工

業協同組合連合会（各種の事

業を行うもの） 

× ○ 

  森林組合 他に分類されな

いもの 

森林組合（各種の事業を行う

もの）、森林組合連合会（各

種の事業を行うもの） 
× ○ 

 事業協同

組合 

事業協同組合 他に分類されな

いもの 

事業協同組合（各種の事業を

行うもの）、事業協同組合連

合会（各種の事業を行うも

の）、織物協同組合（各種の

事業を行うもの）、ニット工

業協同組合（各種の事業を行

うもの）、青果物商業協同組

合（各種の事業を行うも

の）、日本輸出家具協同組

合、商店街協同組合 

× ○ 

○は該当する例ですが、×は該当しない例です。 

 

大分類 Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

中分類 小分類 細分類 説明 内容例示（店、商品等） 

令第

22 条

第６号 

法第 34

条第１

号 

専用サ

ービス

業 

（他に

分類さ

れない

もの） 

法律事務

所、特許事

務所 

法律事務所  法律事務所、弁護士事務所、

法律相談所 
× × 

特許事務所  特許事務所、弁理士事務所、

特許出願代理業 
× × 

公証人役

場、司法書

士事務所 

公証人役場、司法書士

事務所 

 公証人役場、司法書士事務所 

× × 

公認会計士

事務所、税

理士事務所 

公認会計士事務所  公認会計士事務所、外国公認

会計士事務所、会社設立決算

事務引受業 
× × 

税理士事務所  税理士事務所 × × 

 獣医業 獣医業  家畜診療所、犬猫病院、動物

病院、ペットクリニック 
× × 

 土木建築

サービス

業 

建築設計業  建築設計事務所、設計監督

業、建物設計製図業、建物コ

ンサルタント業、国・地方公

共団体工事事務所（直営工事

を行わないもの）、試すい業

（鉱山用を除く。） 

× × 

  測量業  測量業、地質調査業 × × 

  その他の土木建築サー  貯水池建設事務所（地方公共

団体）、土地改良区（直営工
× × 
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ビス業 事を行わないもの） 

 デザイン

・機械設

計業 

デザイン業  工業デザイン事務所、クラフ

トデザイン業、インテリアデ

ザイン事務所、商業デザイン

事務所、服飾デザイン業、テ

キサスタイルデザイン事務

所、パッケージデザイン事務

所、グラフィックデザイン

業、インダストリアルデザイ

ン業 

× × 

機械設計業  機械設計製図業 × × 

 著述・芸

術家業 

著述家業  著述家業、作家業、シナリオ

ライター業、文芸批評家業、

歌人集、評論家業、戯曲著述

家業 

× × 

  芸術家業  芸術家業、美術家業、彫刻家

業、鋳金家業、作曲家業、声

楽家業、ピアニスト業、映画

監督業、演出家業、ポスター

画家業、イラストレーター

業、能楽師業 

× × 

 写真業 写真業 商業写真業を除

く。 

一般写真業、写真撮影業、写

真館、街頭写真業、記念撮影

業（観光地）、 
× × 

  商業写真業  商業写真業、宣伝写真業、出

版写真業、広告写真業、芸術

写真業 
× × 

 その他の

専門サー

ビス業 

興信所  信用調査所、商業興信所、秘

密探偵社、私立探偵社 
× × 

社会保険労務士事務所   × × 

経営コンサルタント業  経営管理事務所、経営管理診

断事務所、経営管理指導研究

事務所、経営管理相談所、経

営士事務所、中小企業診断

士、経営管理診断研究指導事

務所、経営管理指導所、財務

管理研究指導事務所、労務管

理研究指導事務所、生産管理

研究指導事務所、販売管理研

究指導事務所、事務管理研究

指導事務所 

× × 

  翻訳業 著述家業を除く。 翻訳業 × × 

  通訳業、通訳案内業  通訳業、通訳案内業 × × 

  広告制作業  広告制作プロダクション × × 

  不動産鑑定業  不動産鑑定業 × × 

  行政書士事務所  行政書士事務所 × × 

  他に分類されない専門

サービス 

 鑑定業、司会業、簿記業、計

理士事務所、コピーライター

業、土地家屋調査士業、海事

代理士業、投資顧問業（証券

・商品投資を除く。）、美術品

鑑定業、広告文案作成業、中

古車価格査定業、骨董品鑑定

業 

× × 

学術・

開発研

究機関 

自然科学

研究所 

理学研究所  理学研究所、地震研究所、国

立天文台、ふく射線研究所、

触媒研究所、有機合成科学研

究所、醗酵研究所、防虫化学

研究所、地磁気研究所、地震

観測所、気象研究所、通信総

合研究所（支所）、日本放送

協会放送技術研究所、電子航

法研究所、高層気象台、地磁

気観測所・主張所、地質調査

所、気象測器工場、日本原子

力研究所 

× × 
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  工学研究所  工業技術試験所、機械技術研

究所、染色試験所、窯業試験

所、鋳物試験所、金属材料研

究所、軸受研究所、建設技術

研究所、産業安全研究所、船

舶技術研究所、港湾技術研究

所、交通安全公害研究所、日

本電信電話株式会社通信網総

合研究所、物質工学工業技術

研究所、電子技術総合研究

所、産業技術融合領域研究

所、計量研究所、生命工学工

業技術研究所、地域工業技術

試験所、資源環境技術総合研 

究所、運輸技術研究所、鉄道

総合技術研究所 

× × 

  農学研究所  農業研究センター、農業生物

資源研究所、農業環境技術研

究所、畜産試験所、草地試験

所、果樹試験所、野菜・茶業

試験所、農業工学研究所、農

業試験所、農業総合研究所、

蚕糸・昆虫農業技術研究所、

家畜衛生試験所、食品総合研 

× × 

    究所、熱帯農業研究センタ

ー、水産庁水産研究所、養殖

研究所、水産工学研究所、醸

造試験場、森林総合研究所 

  

  医学・薬学研究所  伝染病研究所、結核研究所、

温泉治療学研究所、腐敗研究

所、体質医学研究所、微生物

病研究所、薬化学研究所、義

肢研究所、衛生研究所（試験

所）、健康・栄養研究所、予

防衛生研究所、医科学研究

所、放射線影響研究所、産業

医学総合研究所 

× × 

 人文・社

会科学研

究所 

人文・社会科学研究所  国立教育研究所、国立国語研

究所、国立文化財研究所、東

洋文化研究所、社会科学研究

所、日本放送協会放送文化研

究所、社会保障研究所、人口

問題研究所、電気通信政策総

合研究所、郵政研究所 

× × 

洗濯・

理容・

美容・

浴場業 

洗濯業 普通洗濯業  洗濯業、クリーニング業、ラ

ンドリー業、クリーニング工

場 
○ ○ 

洗濯物取次業  洗濯物取次業、クリーニング

取次業 
× × 

リネンサプライ業  貸おむつ業、貸おしぼり業、

貸雑巾業、貸モップ業、貸タ

オル業 
× × 

 理容業 理容業  理髪店、床屋、理容院、理容

所、バーバー、ヘアサロン

（理容） 
× ○ 

 美容業 美容業  美容室、美容院、髪結業、美

顔術業、マニュキュア業、ペ

ディキュア業、ビューティサ

ロン、ビューティドッグ、全

身美容業、エセテティックサ

ロン、相撲髪結業、ヘアサロ

ン（美容）、衣装着付業 

× ○ 

 公衆浴場

業 

公衆浴場業  銭湯業、湯屋業、風呂屋業 
× ○ 

 特殊浴場

業 

特殊浴場業  温泉浴場業、蒸し風呂業、砂

湯業、サウナ風呂業、鉱泉浴

場業、ソープランド業、ラド
× × 
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ン風呂業 

 その他の

洗濯・理

容・美容

・浴場業 

洗濯・染物業  洗張業、張物業、湯のし業、

染抜業、染物業、染物屋、京

染屋、丸染屋、染直し業、色

揚業、染物取次業 

× × 

エスティック業   × × 

その他の洗濯・理容・

美容・浴場業 

 コインシャワー業、寝具消毒

・乾燥業、コインランドリー

業 
× × 

その他

の生活

関連サ

ービス

業 

旅行業 旅行業 旅行業者代理業

を除く。 

 
× × 

旅行業者代理業   × × 

家事サー

ビス業 

家事サービス業 住込みのもの  × × 

家事サービス業 住込みでないもの  × × 

衣服裁縫

修理業 

衣服裁縫修理業  衣服裁縫業（材料個人もちの

もの）、衣服修理業、更生仕

立直し業、裏返し業、和・洋

服裁縫業（材料個人もちのも

の）、かけはぎ業 

○ ○ 

 物品預り

業 

物品預り業  手荷物預り業、荷物一時預り

業、自転車預り業、コインロ

ッカー業 

 

× ○ 

 火葬・墓

地管理業 

火葬業  火葬場 × × 

墓地管理業  霊園管理事務所、納骨堂、霊

園分譲業 
× × 

 冠婚葬祭

業 

葬儀業  葬儀屋、斎場 × × 

結婚式場業   × × 

冠婚葬祭互助会   × × 

 他に分類

されない

生活関連

サービス

業 

食品賃加工業  小麦粉賃加工業、菓子賃加工

業、精米賃加工業、穀類賃加

工業、精米業（農家の家庭消

費用として精米を行うもの） 

× × 

結婚相談業・結婚式場

紹介業 

 結婚相談所（営利的なも

の）、結婚紹介業、結婚式場

紹介業 
× × 

  写真現像・焼付業  カラー写真現像・焼付業、写

真修正業、ＤＰＥ取次業、Ｄ

ＰＥ（現像、焼付、引伸）

業、写真フィルム複写業 

× × 

  他に分類されないその

他の生活関連サービス

業 

 易断所、観相業、観光案内業

（ガイド）、靴磨き業、ドッ

グビューティサロン、犬猫霊

園管理事務所、ドッグホテ

ル、運転代行業、便利屋、不

用品交換所（古物商でないも

の）、古錦打直し業、綿打直

し仲介業 

× × 

娯楽業 映画館 映画館  映画劇場、野外映画劇場、映

画館賃貸業、ミニ・シアタ

ー、ビデオ・シアター 
× × 

 興行場

（別掲を

除く。）、

興行団 

劇場  劇場附属の劇団、劇場附属の

オーケストラ、劇場附属の歌

劇団、劇場附属のダンシング

チーム、劇場を持つ劇団、劇

場賃貸業 

× × 

興行場  寄席、演芸場、見世物興行

場、曲芸・軽業興行場、相撲

興行場、ボクシング場、野球

場（プロ野球興行用）、サー

キット場（プロのレース興行

用） 

× × 

  劇団  劇団（独立のもの）、歌劇団

（独立のもの）、俳優業（フ

リーのもの）、演劇興行請負
× × 
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業、芸能プロダクション、コ

ンサート・ツアー業、テレビ

タレント業（フリーのもの） 

  楽団、舞踏団  楽団（独立のもの）、バンド

（独立のもの）、舞踊団（独

立のもの）、歌謡歌手業（フ

リーのもの）ミュージックバ

ンド（独立のもの） 

× × 

  演芸・スポーツ等興行

団 

 寄席出演業、見世物業、曲芸

・軽業団、相撲部屋、ボクシ

ングジム、浪曲興行、プロ野

球団、プロレス協会、落語家

業、音曲業、漫才業、プロサ

ッカー団、サーカス団 

× × 

 競輪・競

馬等の競

走場、競

技団 

競輪場  市営競輪場、民営競輪場、競

輪場管理組合、競輪場施設賃

貸業 
× × 

競馬場 

 

 県営競馬場、競馬場（日本中

央競馬会所属）、競馬場施設

会社 
× × 

  自動車・モータボート

の競走場 

 市営モーターボード等の競争

場、市営小型自動車競走場、

競艇場施設会社、小型自動車

競走施設会社 

× × 

  競輪競技団  市競輪事業部、全国競輪施行

者協議会、日本自転車振興

会、自転車競技会、競技選手

団 

× × 

  競馬競技団  市競馬事務局、日本中央競馬

会、地方競馬全国協会、競馬

きゅう舎、トレーニングセン

ター（日本中央競馬会） 

× × 

  自動車・モータボート

の競技団 

 日本小型自動車振興会、小型

自動車競走会、小型自動車選

手団、市競艇事業部（課）、

全国モータボート競走会、全

国モータボート競走施行者協

議会 

× × 

 スポーツ

施設提供

場 

スポーツ施設提供業 別掲を除く。 陸上競技場、運動広場、バレ

ーボール場、卓球場、クレー

射撃場、スケートリンク、ア

イススケート場、ローラスケ

ート場、サッカー場、プー

ル、公営野球場、公営運動場

管理事務所、スポーツ施設賃

貸業、乗馬クラブ、フィール

ドアスレチック場、柔道場、

弓道場、剣道場、アーチェリ

ー場 

× × 

  体育館  武道館 × × 

  ゴルフ場 ショートコースを

含む。 

 
× × 

  ゴルフ練習場   × × 

  ボウリング場  ボウリングセンター × × 

  テニス場   × × 

  バッティング・テニス

練習場 

 バッティングセンター、テニ

ス練習場 × × 

 公園、遊

園地 

公園  庭園、公園管理事務所 × × 

遊園地 テーマパークを除

く。 
遊園場 

× × 

  テーマパーク   × × 

 遊戯場 ビリヤード場   × × 

囲碁・将棋所  碁会所、囲碁センター、将棋

集会所、将棋センター 
× × 

  マージャンクラブ  マージャン荘 × × 
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  パチンコホール  パチンコ店、アレンジボール

店、雀球店、パチンコ店 
× × 

  ゲームセンター   × × 

  その他の遊戯場  ビンゴゲーム場、射的場、ス

ロットマシン場、パターゴル

フ場 
× × 

 その他の

娯楽業 

ダンスホール  ダンス教習所、ダンス教室、

ダンスホール賃貸業、社交ダ

ンス教授所 
× × 

  マリーナ業  ヨットハーバー × × 

  遊漁船業  釣船業、瀬戸船業、船宿（釣

船業） 
× × 

  芸妓業  置場、検番、三業組合 × × 

  カラオケボックス業   × × 

  娯楽に附帯するサービ

ス業 

 場外馬券売場、場外車券売

場、演劇俳優斡旋業、競輪・

競馬等予想業、共同馬主クラ

ブ 

× × 

  他に分類されない娯楽

業 

 釣堀業、金魚すくい場、ヘル

スセンター、ジュークボック

ス業、海水浴場 
× × 

廃棄物

処理業 

一般廃棄

物処理業 

し尿収集運搬業  し尿汲取り業、し尿中継業 × × 

し尿処分業  し尿海洋投入業 × × 

浄化槽清掃業   × × 

  浄化槽保守点検業   × × 

  ごみ収集運搬業  ごみ中継業、道路メンテナン

ス業、塵芥収集業 
× × 

  ごみ処分業  

 

ごみ焼却業、ごみ埋立業、粗

大ごみ破砕・圧縮業、ごみ高

速堆肥化業、一般廃棄物海洋

投入業 

× × 

  清掃事務所  市町村清掃事務所、東京都清

掃事務所 
× × 

 産業廃棄

物処理業 

産業廃棄物収集運搬業  船舶廃油収集運搬業、産業廃

棄物中継業、動物の糞尿・死

体収集運搬業（畜産農業から

生じたもの） 

× × 

  産業廃棄物処分業  汚泥処理業、廃酸・廃アルカ

リ処理業、廃油処理業、廃プ

ラスチック類処理業、産業廃

棄物海洋投入業、船舶廃油処

理業、産業廃棄物埋立業、ガ

ソリンスタンド廃油処理業 

× × 

  特別管理産業廃棄物収

集運搬業 

 特別管理汚泥収集運搬業、特

別管理廃油収集運搬業、感染

性産業廃棄物収集運搬業、廃

石綿等収集運搬業 

× × 

  特別管理産業廃棄物処

分業 

 特別管理汚泥処分業、特別管

理廃油処分業、感染性産業廃

棄物処分業、廃石綿等処分

業、特別管理産業廃棄物海洋

投入処分業、特別管理産業廃

棄物埋立業 

× × 

 その他の

廃棄物処

理業 

死亡獣畜取扱業  死亡獣畜産取扱所 × × 

他に分類されない産業

物処理業 

 放射性廃棄物収集運搬業、放

射性廃棄物処理業 × × 

自動車 自動車整 自動車一般整備業  自動車整備業、自動車修理

業、オートバイ整備修理業 
× ○ 
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整備業 備業 その他の自動車整備業  自動車車体修理業、自動車再

塗装業、自動車溶接業（自動

車修理のもの）、自動車板金

修理業、自動車板金塗装業、

自動車蓄電池修理業、点火装

置整備修理業、自動車タイヤ

修理業、自動車再生業、自動

車エンジン再生業、自動車工

場（自動車・自動車エンジン

の再生を主とするもの）、自

動車ブレーキ修理業、自動車

清掃業、自動車部品整備業、

自動車エンジン修理業、自動

車洗車業、コイン洗車業 

× × 

機械等

修理業

（別掲

を除

く。） 

機械修理

業（電気

機械器具

を除く。） 

一般機械修理業 建設・鉱山機械

を除く。 

機械修理業、内燃機関修理

業、航空機整備業、ミシン修

理業、光学機械修理業、映写

機修理業、農業用トラクタ修

理業、ガーデントラクタ修理

業、フォークリフト整備業、

エレベータ修理業、船舶機関

修理業、電子複写機修理業、

エレベータ保守業 

× × 

  建設・鉱山機械整備業  建設機械整備業、建設機械修

理業、鉱山機械整備業、鉱山

機械修理業、建設用トラック

修理業 

× × 

 電気機械

器具修理

業 

電気機械器具修理業  ラジオ修理業、テレビ修理

業、電気冷蔵庫修理業、変圧

器修理業、発電子巻替業、真

空管修理業、電子計算機修理

業、電動機修理業 

× ○ 

 表具業 表具業  表装業、経師業、屏風張業、

襖張業、障子張業 
× × 

 その他の

修理業 

家具修理業  椅子修理業、箪笥更生業 × × 

時計修理業  電気時計修理業 ○ ○ 

履物修理業  靴修理業、革靴修理業、ゴム

靴修理業、ズック靴修理業、

下駄修理業 
○ ○ 

  かじ業  手工鍛造業、農業用器具修理

業（手工鍛造によるもの） 
× ○ 

  他に分類されない修理

業 

 金物修理業、楽器数理業、ピ

アノ調律・修正業、オルガン

調律・修正業、三味線修理

業、三味線・太鼓張替業、鞍

・馬具修理業、鞄・袋物修理

業、洋傘修理業、装身具修理

業、鋸目立業、研ぎ屋、はさ

み・包丁研ぎ業、樽・桶修理

業、ゴム製品修理業（自動車

タイヤの修理を除く。）メタ

リコン修理業、眼鏡修理業、

計量器修理業、自転車修理

業、自転車タイヤ修理業、ト

ランク修理業、鍵修理業、建

具修理業 

○ ○ 

物品賃

貸業 

各種物品

賃貸業 

総合リース業  総合物品賃貸業 × × 

その他の各種物品賃貸

業 

 各種物品レンタル業 
× × 

 産業用機

械器具賃

貸業 

産業用機械器具賃貸業 建設機械器具を

除く。 

産業機械器具賃貸業、通信機

械器具賃貸業、電話交換機賃

貸業、医療機械器具賃貸業、

鉱山機械器具賃貸業、金属工

作機械賃貸業、金属加工機械

賃貸業、プラスチック成形加

工機械賃貸業、電動機賃貸

業、計測器賃貸業、自動販売

機（コインオペレータ）賃貸

業、冷蔵陳列棚賃貸業、荷役

× × 
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運搬機械設備賃貸業、コンテ

ナ賃貸業、パレット賃貸業、

ボウリング機械設備賃貸業、

娯楽機械賃貸業、ショーケー

ス賃貸業 

  建設機械器具賃貸業  土木機械器具賃貸業、パワー

ショベル賃貸業、建設用クレ

ーン賃貸業、掘削機械賃貸

業、整地機械賃貸業、整地機

械賃貸業、ロードローラ賃貸

業、ランマ賃貸業、アスファ

ルト舗装機械賃貸業、鋼矢板

賃貸業、 

× × 

 事務用機

械器具賃

貸業 

事務用機械器具賃貸業 電子計算機を除

く。 

電子式複写機賃貸業、会計機

械賃貸業、金銭登録機賃貸

業、ファイリングシステム用

器具賃貸業、タイプライタ賃

貸業、タイムレコーダ賃貸

業、電動計算機賃貸業 

× × 

  電子計算機・同関連機

器賃貸業 

 電子計算機賃貸業、電子計算

機関連機器賃貸業、コンピュ

ータ賃貸業 
× × 

 自動車賃

貸業 

自動車賃貸業  レンタカー業、自動車リース

業 × × 

 スポーツ

・娯楽用

品賃貸業 

スポーツ・娯楽用品賃

貸業 

 スポーツ用品賃貸業、スキー

用品賃貸業、スケート靴賃貸

業、貸自転車業、運動会用具

賃貸業、貸テント業、貸ヨッ

ト業、貸モータボート業、貸

馬業、貸ボート業、レンタサ

イクル業 

× × 

 その他の

物品賃貸

業 

映画・演劇用品賃貸業  映画用諸道具賃貸業、演劇用

諸道具賃貸業、映写機賃貸

業、映画フィルム賃貸業 
× × 

音楽・映像記録物賃貸

業 

別掲を除く。 レンタルビデオ業、レコード

賃貸業、ミュージックテープ

・ＣＤ賃貸業 
× × 

  貸衣装業 別掲を除く。 レンタルブティック × × 

  他に分類されない物品

賃貸業 

 貸電気洗濯機業、貸テレビ

業、貸本屋、貸楽器業、貸美

術品業、貸布団業、貸植木

業、貸花環業、貸馬車業、貸

ピアノ業、葬祭用具賃貸業 

× × 

広告業 広告代理

業 

広告代理業  広告業（広告の代理業を主と

するもの）、新聞広告代理

業、車両内広告代理業、電柱

広告代理業 

× × 

 その他の

広告業 

屋外広告業  掲示案内業、アドバルン業、

ビラ張り業 
× × 

他に分類されない広告

業 

 広め屋、チンドン屋、引札配

布業、郵便広告業、サンプル

配布業、ダイレクトメール業 
× × 

その他

の事業

サービ

ス業 

速記・ワ

ープロ入

力・複写

業 

速記・ワープロ入力業  速記業、筆耕業、タイプライ

ティング請負業、謄写印刷

業、宛名書業、タイプ孔版印

刷業、ワープロ入力請負業、

孔版印刷請負業 

× × 

複写業  複写加工業、青写真業、地図

複製業、マイクロ写真業、コ

ピーサービス業 
× × 

 商品検査

業 

商品検査業  計量検定所、繭検定所、通商

産業検査所 × × 

 計量証明

業 

一般計量証明業  質量計量証明業、長さ・面積

等計量証明業 × × 

  環境計量証明業  環境測定分析業、作業環境測

定分析業、土壌汚染測定分析

業、水質汚濁測定分析業、浮

遊粉塵測定業、放射能等測定

× × 
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分析業 

  その他の計量証明業  金属・鉱物分析業、貨物以外

の質量証明業、環境以外の濃

度計量証明業 
× × 

 建物サー

ビス業 

ビルメンテナンス業  ビルサービス業、ビル総合管

理業、建物総合管理 × × 

  その他の建物サービス

業 

 床磨き業、ガラス拭き業、煙

突掃除業、住宅消毒業、害虫

駆除業、ビル清掃業、建築物

飲料水管理業、排水管清掃業

（産業用設備洗浄業を除

く。）、電車清掃業、船舶清掃

業、船内燻蒸業、船内ねずみ

駆除業、給水用タンク洗浄業

（産業用設備洗浄業を除

く。）、高架水槽清掃業（産業

用設備洗浄業を除く。）、建物

あく洗業 

× × 

 民営職業

紹介業 

民営職業紹介業  看護婦紹介所、家政婦紹介

所、家政婦会、派出婦会、派

出看護婦会、マネキン紹介

所、配膳人紹介所、労働者供

給業、労働者募集業、従業員

募集事務所、内職斡旋業、船

員斡旋所、シルバー人材セン

ター、高齢者事業団 

× × 

 警備業 警備業  警備保障業、ガードマン業、

夜警業 × × 

 他に分類

されない

事業サー

ビス業 

ディスプレイ業   × × 

産業用設備洗浄業  プラント洗浄業、産業用配管

洗浄業、産業用タンク洗浄

業、産業用上下水道管洗浄業 
× × 

非破壊検査業   × × 

看板書き業  看板屋（看板書きを行うもの

で単純な加工を行うものを含

む。）、ペンキ屋（看板書きを

主とするもの）、ペンキ塗装

業（主として看板書きを行う

もの） 

× × 

  労働者派遣業   × × 

  他に分類されないその

他の事業サービス業 

 新聞切抜業、鉄くず破砕請負

業、船舶解体請負業、集金

業、取立業、陸送業（陸送す

る車を自ら運転するもの）、

商品展示所、パーティ請負

業、レッカー車業、温泉供給

業、箔押し業（印刷物以外の

ものに行うもの）、圧縮ガス

充填業、液化ガス充填業、液

化石油ガス（ＬＰＧ）充填

業、 

× × 

    プリペイドカード等カードシ

ステム業、トレーディングス

タンプ業、メーリングサービ

ス業、電気保安協会、 

  

    自家用自動車管理業、貸スタ

ジオ業（録音用）、公営内職

斡旋所、縫製品箱詰請負業、 
  

    包装業、菓子袋詰包装業、貸

画廊業、ディーラーヘルプ

業、著作権管理業、選果場・

選別業（業者からの委託によ

るもの）、巻糸業（販売業者

よりの請負のもの）、廃車処

理業（解体のみ）、農業改良

普及所 

  

政治・

経済・

経済団体 実業団体  商工会議所、経済団体連合

会、日本経営者団体連盟、経

済同友会、全国商工会連合
× × 
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文化団

体 

会、全国中小企業団体中央会 

同業団体  全国銀行協会連合会、日本証

券業協会、証券団体協議会、

生命保険協会、日本損害保険

協会、抵当証券業協会、日本

投資顧問業協会、日本乳製品

協会、日本百貨店協会、石油

鉱業連盟、日本製紙協会、板

硝子協会、日本造船工業会、

日本プラスチック工業連盟、

日本産業機械工業会、日本鉄

鋼連盟、日本電機工業会、日 

本電子工業会、日本自動車工

業会、日本化学工業協会、石

油化学工業会、セメント協

会、日本紡績協会、日本化学

繊維協会、日本陶業連盟、日

本鉱業協会、石油連盟、軽金

属協会、金融先物取引業協

会、電気事業連合会、日本瓦 

  

   斯協会、日本水道協会、日本

製薬団体連合会、日本医療機

器関係団体協議会、日本医師

会、日本歯科医師会、日本薬

剤師会、日本看護協会、日本

弁護士連合会、銀行協会、信

用金庫協会、信用組合協会、

日本電子機械工業会、日本有

線放送電話協会、有線放送電 

× × 

    話協会（有線放送電話事業を

営まないもの） 
  

 労働団体 労働団体  労働組合、職員組合、日本労

働組合総連合会、全国労働組

合総連合、全国労働組合連絡

協議会、全日本金属産業労働

組合協議会、全日本自動車産

業労働組合総連合会、全日本

自治体労働組合、ゼンセン同

盟 

× × 

 学術・文

化団体 

学術団体  日本学術振興会、日本地理学

会、日本学士院、日本医学

会、日本薬学会 
× × 

  文化団体  日本芸術院、日本児童文学者

協会、国際文化協会、芸術写

真連盟 
× × 

 政治団体 政治団体  自由民主党、公明党、保守

党、民主党、社会民主党、自

由党、日本共産党等 
× × 

 他に分類

されない

非営利的

団体 

他に分類されない非営

利的団体 

 新聞クラブ、学士会、同好

会、親交会、納税協会、ＰＴ

Ａ事務所、居留民団体連合

会、日本体育協会、育英会、

囲碁連盟、将棋連盟、ＹＭＣ

Ａ、自家用自動車協会、消費

者団体連合会、日本野鳥の

会、青年会議所、ライオンズ

クラブ、ロータリークラブ、

交通安全協会、後援会事務所 

× × 

宗教 神道系宗

教 

神社、神道教会  神宮、護国神社、稲荷神社、

八幡宮、天満神社、宗像神

社、御嶽教教会、金光教教

会、黒住教教会、大本教教

会、禊教教会、三五教総主会

等 

× × 

  教派事務所  神社本庁、黒住教教務本庁、

金光教本部教庁、三五教総本

部等 
× × 

 仏教系宗

教 

寺院、仏教教会  曹洞宗寺院、浄土真宗本願寺

派寺院、浄土宗寺院、日蓮宗

寺院、高野山真言宗寺院、天
× × 
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台宗寺院、立正佼成会教会、

創価学会会館、霊友会教団教

会等 

  宗派事務所  天台宗宗務庁、日蓮宗宗務

院、高野山真言宗宗務所、浄

土真宗本願寺宗務所、臨済宗

妙心寺派宗務本所、曹洞宗宗

務庁、立正佼成会教庁等 

× × 

 キリスト

教系宗教 

キリスト教教会、修道

院 

 カトリック教会、日本基督教

団教会、日本聖公会教会、ト

ラピスト修道院等 
× × 

教団事務所  カトリック中央協議会事務

局、カトリック東京大司教区

事務所、日本基督教団事務

局、日本聖公会教務院、日本

ホーリネス教団本部事務所、

救世軍本営等 

× × 

 その他の

宗教 

その他の宗教の教会  生長の家支部、天理教分教

会、ピエール教団教会、円応

教教会、善隣教教会等 
× × 

その他の宗教の教団事

務所 

 生長の家本部、天理教教庁、

ピエール教団総務局、円応教

本部、善隣教本部事務局、ほ

んみち本部、世界救世教等 

× × 

その他

のサー

ビス 

集会場 集会場  県民会館、文化会館、公会

堂、勤労会館、公会堂管理事

務所、婦人会館、市民会館 
× × 

と畜場 と畜場  と殺業、と畜請負業 

 
× × 

 他に分類

されない

サービス

業 

他に分類されないサー

ビス業 

 中央卸売市場、地方卸売市

場、動物検疫所、植物防疫

所、家畜保健衛生所 × × 

外国公

務 

外国公館 外国公館  大使館、領事館、領事代理事

務所、外国政府代表部 × × 

 その他の

外国公務 

その他の外国公務  国際連合広報センター、国際

連合開発計画東京連絡事務

所、アジア生産性機構、国際

労働事務局東京支局、国連大

学、国際連合軍施設、在日ア

メリカ合衆国軍施設 

× × 

○は該当する例ですが、×は該当しない例です。 

 

 

２ 鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑵ 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又

は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

運用指針 

Ⅰ－６－３ 第２号関係 

 ⑴ 「鉱物資源の有効な利用上必要な建築物」には、鉱物の採掘、選鉱その他の品位の向上処理

及びこれと通常密接不可分な加工並びに地質調査、物理探鉱などの探鉱作業及び鉱山開発事業

の用に供するもの、すなわち、日本標準産業分類Ｄ－鉱業に属する事業及び当該調整区域にお

いて産出する原料を使用するセメント製造業、生コンクリート製造業、粘土かわら製造業、砕
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石製造業等に属する事業に係る建築物が該当し、鉄鋼業、非鉄金属製造業、コークス製造業、

石油精製業等は該当しないものと考えられる。 

 ⑵ 「観光資源の有効な利用上必要な建築物」には、当該観光資源の鑑賞のための展望台その他

の利用上必要な施設、観光価値を維持するため必要な施設、宿泊又は休憩施設その他これらに

類する施設で、客観的に判断して必要と認められるものが該当するものと考えられる。 

 ⑶ 「その他の資源」には、水が含まれるので、取水、導水、利水又は浄化のための必要な施設

は、本号により許可することが考えられる。なお、当該水を原料、冷却用水等として利用する

工場等は、原則として本号には該当しないが、当該施設で取水する水を当該地域で使用しなけ

ればならない特別の必要があると認められるものは、本号に該当するものと考えられる。 

 ⑴ 本号の趣旨 

   市街化調整区域に産出する鉱物資源、存する観光資源及びその他の資源を有効に利用するこ

とが国土の均衡ある発展を図るために必要なことであり、また、実際上も資源が利用される場

所が特定され、弊害が少ないことから許可し得ることとしたものです。 

 ⑵ 該当要件 

本号の資源は当該市街化調整区域内にある資源に限定されますが、有効な利用という観点か

らあまり資源の産地から距離のあるものは認められません。 

ア 鉱物資源の有効利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

    鉱物の採鉱、選鉱その他の品位の向上処理及びこれと通常密接不可分な加工並びに地質調

査、物理探鉱等の探鉱作業及び鉱山開発事業の用に供するものが該当します。加工施設等に

ついては、原料のすべてを当該市街化調整区域からの産出物に限定する必要はありませんが、

立地の合理性が乏しい場合は該当しません。 

   ① 該当する事業 

ａ 日本標準産業分類Ｄ－鉱業に属する事業に属する事業 

 ｂ 当該市街化調整区域において産出する原料を使用する製造業に属する事業 

ⓐ セメント製造業 

ⓑ 生コンクリート製造業 

ⓒ 粘土かわら製造業 

ⓓ 砕石製造業 

   ② 該当しない事業 

ａ 鉄鋼業、非鉄金属製造業、コークス製造業、石油精製業等に属する事業 

  イ 観光資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

    「観光資源」とは、史跡、名勝、文化財、温泉、すぐれた自然の風景地等当該市街化調整

区域内に現存するものをいいますが、その鑑賞のため又は観光価値を維持するために必要な

ものが該当します。しかし、当該観光資源に関係ある施設がすべて該当する訳ではなく、本

市の観光開発計画等に適合するなど客観的に判断して必要と認められるものに限られます。 

   ① 該当する施設 

ａ 当該観光資源の鑑賞のための展望台その他の利用上必要な施設 

ｂ 観光価値を維持するため必要な施設 

ｃ 宿泊又は休憩施設その他これらに類する施設 
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   ② 該当しない施設 

 ａ 観光資源と称する施設（ヘルスセンター等のレジャー施設） 

  ウ その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

    「その他の資源」には水等がありますが、取水、導水、利水又は浄化のため必要な施設の

ための開発行為は、本号に該当しますが、当該水を原料、冷却用水等として利用する工場等

は、該当しません。 

 ⑶ 本号に該当する旨を証する図書等 

    ア 鉱物資源の有効利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

① 事業計画書（利用目的、利用方法、利用対象等） 

   ② 鉱物資源の埋蔵、分布等の状況を示す図面 

   ③ 鉱物資源については、採掘権等を証するもの 

   ④ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

  イ 観光資源の有効利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

① 事業計画書（利用目的、利用方法、利用対象等） 

   ② 観光資源の位置関係、分布等の状況を示す図面 

   ③ 温泉については、温泉掘削許可書、通知書及び温泉分析書の写し 

   ④ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

⑤ その他市長が必要と思われるもの 

  ウ その他の資源の有効利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

① 事業計画書（利用目的、利用方法、利用対象等） 

   ② 当該資源の分布等の状況を示す図面 

   ③ その他市長が必要と思われるもの 

④ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

 

３ 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

⑶ 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物

又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又

は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   湿度、温度、空気等に関する特別の自然的条件に支配される事業（例えば醸造業）について

は、そのような特別の自然的条件を一種の広義の資源として認めようとするものであるが、現

在の工業技術水準では、人工的に温度、湿度等の条件を容易に調節することが可能であること

から政令は制定されておりません。 
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４ 農林漁業用施設、農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑷ 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第 29 条第１項第２号の政令で定める建築物

以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農作物、林産物若しくは水産物の

処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に

供する目的で行う開発行為 

運用指針 

Ⅰ－６－４ 第４号関係 

  農産物等の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物としては、当該市街化調整区域における生産物

を主として対象とする次のような業種の用に供するための開発行為が該当するものと考えられ

る。 

  畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜かん詰・果実かん詰・農産保存食料品製造業、動

植物油脂製造業、精穀・製粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、でん粉製造業、一般製

材業、倉庫業 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   市街化調整区域内においては、農業等の第１次産業が継続して営まれると見込まれるため、

都市計画と農林漁業との適正な調整の見地から、法第 29 条第１項第２号の規定により適用除

外となるもの以外でも許可し得ることとしたものです。 

   なお、農林漁業の範囲については、法第 29 条第１項第２号を参照してください。 

 ⑵ 該当する施設 

 ア 農林漁業の用に供する建築物で法第 29 条第２号により規制対象外とされた令第 20 条第１

号から第５号までの建築物以外の建築物、すなわち令第 20 条第１号から第４号に掲げる建

築物以外の農林漁業の用に供する建築物で、建築面積 90 ㎡を超える建築物 

 イ 農業従事者及び農地所有適格法人以外のものが行う令第 20 条第１項から第５号までの建

築物 

  ウ 当該市街化調整区域における農林水産物の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物等 

    市街化調整区域内から産出する農林水産物を処理、貯蔵又は加工するものは、一律本号に

該当するものではなく、当該処理、貯蔵又は加工をするための施設が市街化調整区域内に建

築される必要性、あるいは農林水産物の処理、加工を産地においてすみやかに行う必要性等

を検討しなければなりません。 

   ① 農林水産物等の処理又は加工施設 

ａ 当該市街化調整区域内において産出される農林水産物を主原材料として処理、加工を

当該産地において行う合理的理由があること。 

     ・ 畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品製造

業、動植物油脂製造業、精穀・製粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、澱粉

製造業、一般製材業、水稲わらを原料とする縄の製造加工業 
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ｂ 処理又は加工に伴い排出される廃物及び汚水の処理について衛生上及び環境上支障が

ないこと。 

  ・ 牛糞、もみ殻を主たる原料とする堆肥の製造業 

   ② 農林水産物等の貯蔵用の倉庫業の倉庫等で次に該当する施設 

    ａ 農林水産物等の当該生産地において貯蔵する必要性があること。 

ｂ 農林水産物等の集出荷及び貯蔵のため継続的に使用されること。 

⑶ 本号に該当する旨を証する図書等 

     ① 事業計画書（利用目的、利用方法、利用対象等） 

   ② 生産地との関係及び取扱量に関する調書 

   ③ 処理又は加工施設については生産者との取引台帳の写し 

   ④ その他市長が必要と思われるもの（耕作証明書等） 

   ⑤ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

 

５ 農林業等活性化基盤施設である建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑸ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年

法律第 72 号）第９条第１項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところ

によつて設定され、又は移転された同法第２条第３項第３号の権利に係る土地において当該所

有権移転等促進計画に定める利用目的（同項第２号に規定する農林業等活性化基盤施設である

建築物の建築の用に供するためのものに限る。）に従つて行う開発行為 

 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 

（平成５年法律第 72 号） 

 （定義等） 

第２条 この法律において「特定農山村地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件

が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者等からみて農林業が重要な事業であ 

る地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。 

２ 略 

３ この法律において「農林業等活性化基盤整備促進事業」とは、この法律で定めるところによ

り、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 

 ⑴ 次に掲げる農林業その他の事業の活性化を図るための措置の実施を促進する事業 

 イ 新規の作物の導入その他生産方式の改善による農業経営（食用きのこその他の林産物の生

産を併せ行うものを含む。以下同じ。）の改善及び安定に関する措置 

ロ 農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保に関する措置 

  ハ 需要の開拓、新商品の開発その他の地域特産物の生産及び販売に関する措置 

  ニ 都市住民の農林業の体験その他の都市等との地域間交流に関する措置 

 ホ その他地域における就業機会の増大に寄与する措置 
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⑵ 前号に掲げる措置を実施するために必要な農業用施設、林業用施設その他主務省令で定める

施設（以下「農林業等活性化基盤施設」という。）の整備を促進する事業 

⑶ 農林地（農用地及び林地をいう。以下同じ。）の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保 

及び農林業等活性化基盤施設の円滑な整備の確保を図るため、農林地等を対象として、所有 

権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転（以下「所 

有権の移転等」という。）を促進する事業（以下「農林地所有権移転等促進事業」という。） 

⑷ 農林業その他の事業を担うべき人材の育成及び確保その他農林業その他の事業の活性化を

促進するために必要な事業 

 （所有権移転等促進計画の作成等） 

第８条 計画作成市町村は、第５条の認定を受けた団体若しくはその参加構成員又は前条の認定を

受けた者から第５条の認定に係る計画又は前条の認定に係る事業計画に従って農林地等について

所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるときその他の農林地所有権

移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定

を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。 

２～３ 略 

４ 農業委員会は、第６項第１号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画について第１項の

決定しようとするとき（当該所有権移転等促進計画に係る同号に規定する農用地の全部又は一部

が３０アールを超える農地（耕作の目的に供される土地をいう。）であるときに限る。）は、あら

かじめ、農業委員会等に関する法律第４３条第１項に規定する都道府県機構（次項において｢都

道府県機構｣という。）の意見を聴かなければならない。ただし、同法第４２条第１項の規定によ

る都道府県知事の指定がされていない場合については、この限りではない。 

５ 前項に規定するもののほか、農業委員会は、次項第１号に掲げる要件に該当する所有権移転等

促進計画について第１項の決定をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴

くことができる。 

６ 計画作成市町村は、第１項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合におい

て、当該所有権移転等促進計画が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該所有権等移

転促進計画について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府

県知事の承認を受けなければならない。 

(1) 第２項第２号に規定する土地の全部又は一部が農用地（当該農用地に係る所有権の移転等の内

容が農地法第５条第１項本文に規定する場合に該当するものに限る。）であること。 

(2) 第２項第２号に規定する土地の全部又は一部が、市街化調整区域（都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）第７条第１項の規定による市街化調整区域をいう。）内にあり、かつ、所有権の

移転等が行われた後において、農林業等活性化基盤施設の用に供されることとなること（同法

第２９条第１項又は第４３条第１項に規定による許可を要する場合に限る。）。 

７ 計画作成市町村が農地法第４条第１項に規定する指定市町村である場合における第３項及び前

項の規定の適用については、第３項中｢要件に｣とあるのは｢要件及び第６項第１号に掲げる要件に

該当する場合であっては周辺の農用地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないと認められる湖

とその他の農林水産省令で定める要件に｣と、前項中｢次に掲げる要件のいずれか｣とあるのは｢第２

号に掲げる要件｣とする。 
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 （所有権移転等促進計画の公告） 

第９条 計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令・国土交通省令

で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 

 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 

（平成５年総理府・農林水産・通商産業・建設・自治省令第１号） 

 （農林業等活性化基盤施設） 

第１条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（以下

「法」という。）第２条第３項第２号の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設（これらの施

設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。）とする。 

⑴ 農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき

人材を育成するための施設 

⑵ 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設、生産施設、加工施設、展示施設及び販売施 

  設 

 ⑶ 都市等との地域間交流を図るために設置される次に掲げる施設 

イ 農林業体験施設 

ロ 教養文化施設 

ハ スポーツ又はレクリエーション施設 

ニ 休養施設 

ホ 宿泊施設 

⑷ その他地域における就業機会の増大に寄与すると認められる次に掲げる施設 

イ 工場 

ロ 商業施設 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（以下「特

定農山村法」という。）第８条第４項の規定により、あらかじめ都道府県知事の承認を受けて

市町村により作成・公告された所有権移転等促進計画に沿って行われる農林業等活性化基盤施

設に係る開発行為を許可し得ることとしたものです。 

郡山市においては、都市計画区域内の同法に基づく農山村地域として、指定している箇所は

ありません。（指定している箇所は、都市計画区域外の一部のみ） 

 ⑵ 特定農山村法の制定の目的 

   特定農山村法は、地勢等の地理的条件が悪い中山間地域（特定農山村地域）において、地域

の特性に即した農林業その他の事業の活性化のための基盤の整備を促進するための措置を講ず

ることにより、これらの事業の振興を図り、豊かで住みよい農山村の育成に寄与することを目

的として制定されています。 

 ⑶ 該当する施設 

    本号に該当する施設は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進

に関する法律施行規則第１条の規定に基づく農林業等活性化基盤施設です。 
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６ 中小企業の事業の共同化、集団化のための建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑹ 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の

行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の

用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   中小企業の振興を図るため、中小企業の事業の共同化又は工場、店舗等の集団化に寄与する

開発行為は、中小企業の振興の重要性を考慮し、また、県等の指導によるスプロール化の防止

対策上の措置が期待されるため、許可し得ることとしたものです。 

   しかし、このような開発行為は、原則的に市街化区域で行うべきであり、市街化調整区域で

はやむを得ない場合に限り、例外的に認められるものです。なお、あくまでも中小企業振興の

重要性に基づく例外であることから、当該開発区域内に大企業が進出するようなものは本条の

趣旨から認められません。 

しかしながら、中小企業基盤整備機構の工場等集団化事業の融資制度においては、以前から

大企業の持つ知識、経験、英知が組合および組合員の発展に役立つ場合には大企業の参加を認

めていること、また、近時、商業地域振興の観点からの要望も出ていることから慎重な取り扱

いが必要となります。 

⑵ 該当要件 

   本号に該当する事業は、都道府県が国又は中小企業基盤整備機構と一体となって助成を行う

ものに限られます。「都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助

成する事業」とは、その資金として県と中小企業基盤整備機構から中小企業高度化資金の貸付

を受けて行われる事業とします。したがって、具体的な事業内容は中小企業高度化資金貸付制

度の中で規定されるところによることとします。 

 ⑶ 本号に該当する旨を証する図書 

      ① 全体計画図 

   ② 事業概要説明書 

   ③ 組合結成に関する調書 

 

７ 既存の工場と密接な関連を有する建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑺ 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連

を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図る

ため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に

供する目的で行う開発行為 
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運用指針 

Ⅰ－６－５ 第７号関係 

 ⑴ 本号は、市街化調整区域内の既存の工場における事業と密接な関連を有する事業の用に供す

る建築物等で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築等をする

ことが必要なものについては、その建築等のための開発行為を特別の必要があるものとして許

可し得ることとしたものであるが、事業活動の効率化の判断に際しては、既存の事業の質的改

善が図られる場合のみにならず事業の量的拡大を伴う場合も含め許可の対象として取扱って差

し支えない。 

 ⑵ 「密接な関連を有する」とは、市街化調整区域に立地する既存工場に対して自己の生産物の

５割以上を原料又は部品として納入している場合であって、それらが既存工場における生産物 

の原料又は部品の５割以上を占める場合等具体的な事業活動に着手して、生産、組立て、出荷

等の各工程に関して不可分一体の関係にある場合が考えられる。 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   市街化調整区域内の申請の時点で現に立地している工場における事業と密接な関連を有し、

当該工場の事業活動の効率化を図るため必要と認められる事業用建築物等のための開発行為に

ついては、許可し得ることとしたものです。 

しかし、既存の工場の増設は、該当しません。 

 ⑵ 該当要件 

ア 密接な関連を有する事業 

    「密接な関連」とは、人的関連や資本的関連をいうものではなく、具体的な事業活動に着

目した関連をいい、「密接な関連を有する」とは、市街化調整区域内に立地する既存工場に

対して自己の生産物の原料又は部品の５割以上を依存し、あるいは自己の生産物の５割以上

を原料又は部品として納入する等の場合をいいます。 

  イ 事業の効率化を図るためのもの 

① 既存の事業の質的改善を図るためのもの 

   ② 既存の事業の量的拡大を伴うもの 

 ⑶ 本号に該当する旨を証する図書 

      ① 既存工場及び申請工場に関する調書（業種、業態、工程、原料、製品名等） 

   ② 既存工場及び申請工場の事業活動における密接な関連に関する調書 

   ③ 既存工場及び申請工場の取引高と全体の取引高との比率に関する調書 

   ④ 原材料、製品等の輸送計画に関する調書 

   ⑤ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

８ 危険物の貯蔵、処理に供する建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

⑻ 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内
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において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の

用に供する目的で行う開発行為 

政令 

 （危険物等の範囲） 

第 29 条の６  法第 34 条第８号（法第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）の政令で定める危険物は、火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号)第２条第１項の火

薬類とする。 

２  法第 34 条第８号の政令で定める建築物又は第１種特定工作物は、火薬類取締法第 12 条第１項

の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。 

運用指針 

Ⅰ－６－６ 第８号、第９号関係 

 次号参照。 

火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号） 

 （定義） 

第２条 この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 

 ⑴ 火薬 

  イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 

  ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 

ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産

業省令で定めるもの 

 ⑵ 爆薬 

  イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬 

  ロ 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主と

する爆薬 

  ハ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用に供せられるその他の硝酸エステル 

  ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬 

  ホ 爆薬の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニ

トロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、

トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を３以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを

主とする爆薬 

  ヘ 液体酸素爆薬その他の液体爆薬 

  ト その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経

済産業省令で定めるもの 
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 ⑶ 火工品 

  イ 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管 

  ロ 実包及び空包 

  ハ 信管及び火管 

  ニ 導爆線、導火線及び電気導火線 

  ホ 信号焔管及び信号火せん 

  ヘ 煙火その他前２号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品（経済産業省令で定めるものを

除く。） 

２ この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他これに類する煙火

であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 

 （火薬庫） 

第 12 条 火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業

省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、火薬庫の構

造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りで

はない。 

２ 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅

滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による許可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、

位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなけ

れば、許可をしてはならない。 

 

⑴ 本号の趣旨 

   危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物は、その態様からして、市街化

調整区域内に立地することを否定すべきものともいえないため、火薬類取締法により厳格な規

制を受けている火薬庫は、許可し得ることとしたものです。なお、立地位置は、市町村の将来

の土地利用計画上支障とならないものでなければなりません。 

 ⑵ 該当する施設 

   本号で許可し得る建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第 12 条に規定する火薬庫

に限定されています。 

⑶ 本号に該当する旨を証する図書 

      ① 周辺建築物用途別現況図（半径 500ｍ以内のもの） 

   ② 火薬の種類、数量の調書 

③ 火薬類取締法による許可書の写し 

④ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

８-２ 災害危険区域等からの移転 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 
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⑻-2 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でな

い区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物（い

ずれも当該区域外において従前の建築物建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供

されることとなるものに限る。）の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為  

政令 

 （市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域） 

第29条の７  法第三十四条第八号の二（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。）

の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等（法第三十三条

第一項第八号に規定する災害危険区域等をいう。）及び急傾斜地崩壊危険区域とする。 

 

 

⑴ 本号の趣旨 

   市街化調整区域内の災害レッドゾーン※内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災

害レッドゾーン以外の土地に移転する場合、特例により災害リスクを軽減するために行う

開発行為については、許可し得ることとしたものです。 

   ※災害危険区域（建築基準法）、地すべり防止区域（地すべり等防止法）、土砂災害特別

警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）及び

急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律）が該当しま

す。 

 

９ 特殊な建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑼ 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は

建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築

又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

政令 

（市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等） 

第 29 条の８  法第 34 条第９号（法第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）の政令で定

める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。 

⑴ 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油

所等である建築物又は第一種特定工作物 

⑵ 火薬類取締法第２条第１項の火薬類の製造所である建築物 

運用指針 

Ⅰ－６－６ 第８号、第９号関係 

 令第 29 条の６及び第 29 条の７に基づく建築物等は、火薬類取締法に基づく火薬類の製造所、

火薬庫である建築物等、道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施
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設、休憩所又は給油所等である建築物等である。 

 なお、上記の「給油所等」には水素スタンドが含まれるものと解される。 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   建築物等の用途からみて特別の立地を必要とするもので、特に市街化区域、市街化調整区域

の区域区分に関係なく、限られた範囲内に立地することによりその機能を果たす建築物等を目

的とした開発行為については、許可し得ることとしたものです。 

   本号で許可し得るものとして定めた建築物等は、令第 29 条の７において、沿道サービス施

設  （同条第１号）及び火薬類製造所（同条第２号）です。 

 ⑵ 沿道サービス施設 

   沿道サービス施設は、車両の通行上必要不可欠な施設をいい、下記のものが該当します。 

ア 道路管理施設 

高速自動車国道等において、その道路の維持、修繕その他の管理を行うために道路管理者

が設置するものが該当します。 

イ 休憩施設 

自動車運転者の休憩のための施設（宿泊施設を含まない。）であり、いわゆるドライブイ

ンで適切なものが該当します。市街化区域内において立地するドライブインは、近年の社会

経済状況の変化の中で、サービス業の業態及び形態は複合化し、単純に判断することが困難

なケースが多いため、令第 29 条の５第１号に該当するか否かは単に業種の名称にとらわれ

るのではなく、実態として判断し、当該申請にかかる業種が令第 29 条の７の趣旨に合致す

るものであるか判断する必要があります。したがって、沿道サービス施設としてのドライブ

インの条件（十分な沿道の交通量、駐車場等の設備等）を備えたものであれば、仮に名称が

レストランであっても許可の対象として取り扱います。 

ウ 給油施設 

燃料を補給できる給油施設、いわゆるガソリンスタンドであり、それに類する自動車用液

化石油ガススタンド等も含まれます。 

 ⑶ 火薬類の製造所である施設 

   火薬類取締法第２条第１項に規定する火薬類製造所が該当します。 

 ⑷ 該当要件 

   ア 道路管理施設 

   ① 市街化区域からの距離が、道程でおおむね 500ｍ以上離れていること。ただし、用途地

域への適合等により当該市街化区域に建築することが不可能である場合は、市街化区域内

の申請地に最も近い建築可能な土地からの距離とする。 

② 対象とする道路は、原則として高速自動車国道、一般国道及び主要地方道である県道で

あること。ただし、当該道路と同等以上の規格等の構造、自動車交通量を有するその他の

県道及び市道で、沿道系の土地利用を図ることが特に支障とならないと判断できる道路に

ついては、対象として差し支えないこと。 

③ 敷地面積及び建築面積が過大でないこと。 
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  イ 休憩施設 

①  上記アの①及び②に該当すること。 

   ② 同種施設間（休憩施設、給油施設、道路管理施設の別とする。）の距離が、道程でおお

むね 500ｍ以上離れていること。ただし、４車線以上の道路又は分離帯の設置されている

道路においては上下線を別の路線とみなし、道路の片側についておおむね 500ｍ以上離れ

ていればよいものとする。 

③ 敷地面積が 500 ㎡以上であること。 

   ④ 建築物は平屋建てとし、延べ面積は 150 ㎡以上とすること。 

⑤ 休憩施設には、手洗い所、便所を設けること。 

⑥ 休憩施設には、座席数を 20 席以上確保すること。 

⑦ 駐車スペースは、客席２に対し１以上設けること。また、大型バス等の駐車スペースを

十分考慮した土地利用計画であること。 

⑧ 休憩施設の建物内部における物品の販売等については、施設の一部を利用して物品の販

売を行うもので、販売対象が施設利用者に限定されること。物品の販売等に係る床面積は、

建築物全体の延べ面積の２分の１未満とする。 

  建物内部に農産物直売所を併設する場合は、農産物直売所に係る床面積は、物品の販売

等に係る床面積を含めて、建築物全体の延べ面積の２分の１未満とする。 

⑨ 休憩施設の建物内部において物品の販売等を行う場合、物販の棚・保冷庫については、

それらを利用するために必要な通路として、その前面に６０センチ幅以上の通路を確保し

て、店舗の延床面積に算入すること。 

   ⑩ 建築物は一体の構造で、外観上単独の物品の販売等に係る店舗と見える構造は認めない。 

   ⑪ 休憩施設の建物内部において物品の販売等を行う場合において、休憩に係る部分の出入

口は、独立したものが設置されていること。 

⑫ 休憩施設（ドライブイン）であることがわかる看板を設置する計画が確認できること。 

⑬ 農産物直売所は、主に周辺地域で生産された農作物を販売し、かつ、開発許可申請者が

直接販売を行うものであること。 

ウ 給油施設 

   ① 上記アの①及び②に該当すること。 

   ② 敷地面積が 500 ㎡以上であること。 

③ 建築物は、平屋建てとすること。 

 ⑸ 本号に該当する旨を証する図書 

      ① 周辺建築物用途別現況図（半径 500ｍ以内のもの） 

   ② 沿道サービス施設にあっては、施設の建築に関する申立書 

   ③ 火薬類製造所にあっては、火薬類取締法による許可書の写し 

④ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 
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10 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑽ 地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区

域に限る。）内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物

又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域に限る。）又は集落地域整備法に基づ

く集落地区計画の区域（集落地区整備計画が定められている区域に限る。）内においては、当

該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する開発行為について許可し得ることと

したものです。 

   これは、都市郊外部における良好な居住環境の提供が求められていることなどに鑑み、地区

計画又は集落地区計画に定められた内容に適合して開発行為が行われるのであれば、スプロー

ルの弊害もないことから許可することができることとしたものです。 

   なお、「内容に適合する」とは、地区計画又は集落地区計画に定められた内容に正確に一致

している場合に限られます。 

 ⑵ 地区計画又は集落地区計画との適合 

地区計画又は集落地区計画との適合については、法第 33 条第５号を参照してください。 

 ⑶ 地区計画の決定区域 

   現在のところ市街化調整区域内において開発行為の許可を受けた区域以外には定められた地 

  区はありません。 

 ⑷ 集落地区計画の決定区域 

   現在のところ片平地区が定められています。 

 

参考：県中都市計画片平地区集落地区計画 

名    称 片平地区集落地区計画 

位    置 郡山市片平町字天王、字天王裏、字北地の岡、字北田、字大笠松、字大根田、 

  字西大町、字南中町、字上町、字新町、字愛宕裏、字中町裏、字

西戸城、字東戸城、字下舘、字中町、字大町、字梅木平、字北町

東、字北大町及び字南田の全部 

 郡山市片平町字南万楷、字南万会、字観音前、字福内、字小林、字サラメキ、 

  字外堀、字新堀、字並西勝、字水上、字地の岡、字南樋下、字門

口、字町南、字中舘、字上舘、字畑鉾、字南前、字寺前、字樋

下、字町東、字小中田、字中道、字大桑及び字大町東の各一部 

面    積 約 49.8ha 

 集落地区計画の目標  当地区は、本市の中心部から西へ約 7.5 ㎞に位置する集落地域である。 
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   既存の集落及び周辺地域における無秩序な宅地開発等、住環境の悪化を防止

し、魅力的な田園景観、さらには地域振興を図るため、集落地域整備法に基づ

く集落地区計画を定め、地域住民の利便性に配慮した地区施設を整備しつつ、

農村地域にふさわしい住宅地の形成を促進し、自然環境と調和した秩序ある集

落の形成を図る。 

区
域
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

その他当該区域の整備 

及び保全に関する方針 

 土地利用については、区域内の樹林地を保全し、田園景観に優れた環境を維

持しつつ、集落地域にふさわしい良好な居住環境の形成を図る。 

 このため、区域内の沿道地区には、日用品小売店舗等の立地を認めながら住

宅地の形成を促進し、また、新たな住宅地については、ゆとりある低層住宅地

の形成を図るため、敷地規模の最低限度を設け、さらに敷地内の緑化に努め、

既存住宅と調和のとれた緑豊かな環境の形成を図る。 

 集落地区施設については、当地区が歴史ある集落であることから、地区の枢

要な路線を地区施設として位置付けし、魅力ある街並みが保存できるように辻

等を生かした道路（14ｍ、９ｍ、６ｍ、４ｍ）の整備を図ることとする。 

 このため、集落の南に位置する県道河内郡山線を交通軸として、地域の中央

部に２本の補助幹線道路を配置し、一体的な集落の形成と快適性及び安全性を

確保する。さらに、地区内の歴史的要素に配慮した良好な住環境が図られるよ

う区画道路を配置する。 

   また、公園については、地区内住宅の利便性に配慮し、地区の西側に適切に

配置する。 

 

  建築物等については、周辺の自然環境に調和した住環境を維持するため、用

途の制限、建ぺい率、壁面の位置の制限、高さの最高限度及び形態または意匠

の制限を定め、また、屋外広告物についても制限を定める。 

   さらに、塀又はさくについては、防災への配慮、緑化の推進及び良好な景観

の形成に資するため、構造について制限を定める。 

 集落地区施設の 

配置及び規模 

道路 １ 補助幹線道路 幅員 14ｍ 延長約 950ｍ 

２ 補助幹線道路 幅員９ｍ 延長約 730ｍ 

３ 区画道路   幅員６ｍ 延長約 1,010ｍ 

４ 区画道路   幅員４ｍ 延長約 5,220ｍ 

  公園 公園 １ヶ所 約 1,600 ㎡ 

  地区の 

区分 

地区の名称 Ａ地区（沿道地区） Ｂ地区（沿道以外の地区） 

  地区の面積 約 7.8ha 約 42.0ha 

集
落
地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途の

制限 

 新築する建築物については、第二種

低層住居専用地域に建築することがで

きる建築物以外は建築してはならな

い。 

 次に掲げる建築物以外の建築物は建

築してはならない。 

１ 住宅、共同住宅 

２ 学校（大学、高等専門学校、専修

学校及び各種学校を除く。）、図書館

その他これらに類するもの 

３ 巡査派出所、公衆電話所その他こ

れらに類する公益上必要な建築物で

建築基準法施行令第 130 条の４で定

めるもの 

４ 前各号の建築物に付属するもの

（建築基準法施行令第 130 条の５で

定めるものを除く。） 

    ただし、既存建築物において同じ用途で建築する場合はこの限りでない。 

  建築物の建ぺい率

の最高限度 
50／100 ※建築物の容積率の最高限度は 200／100 
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  建築物の敷地面積

の最低限度 

 250 ㎡ 

 ただし、既存の建築物の敷地については、形状を変更しない場合は適用しな

い。 

  壁面の位置の制限  建築物の壁面またはこれに代わる柱の面から道路、公園及び隣地境界線まで

の距離を 1.5ｍ以上とする。※ ただし、建築物又は建築物の部分が、建築基準

法施行令第 135 条の 20 第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、この限

りではない。 

  建築物等の高さの

最高限度 

 10ｍ 

 ただし、公共公益的な施設についてはこの限りでない。 

  建築物等の形態又

は意匠の限度 

１ 屋根、外壁の色彩は、周辺の自然環境に調和したものとし、原色の使用は

極力避け、集落内の色彩の統一性に配慮したものとする。 

   ２ 屋外広告物は、郡山市屋外広告物条例に基づく禁止地域の基準に準じ、か

つ、表示面積（表示面積が２面以上のときは、その合計）は５㎡以下とす

る。 

  かき又はさくの構

造の制限 

 敷地に設けるかき又はさくについては、原則として生垣や植栽とする。 

また、フェンス等を設ける場合は、敷地内に生垣等を行い、緑化を図る。 

コンクリートブロック等の使用は、極力避けることとし、使用する場合には

植栽等により、コンクリートが見えないようにするなど景観に配慮するものと

する。 

備    考 ※建築物の用途の制限について、Ａ地区とＢ地区にまたがる場合は、建築基準

法第 91 条の規定を準用する。 

附則 平成 10 年７月 28 日郡山市告示第 69 号都市計画決定 

平成 14 年 12 月 16 日郡山市告示第 82 号都市計画変更決定 

 

11 市街化区域に近隣接する土地の区域内における開発行為 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑾ 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日

常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね 50 以上の建築物（市街化区域内

に存するものを含む。）が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政

令で定める基準に従い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該

指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）の条例で指定する土地

の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域にお

ける環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しな

いもの 

政令 

 （法第 34 条第 11 号の土地の区域を条例で指定する場合の基準） 

第 29 条の９ 法第 34 条第 11 号（法第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）の政令で

定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる土地の区域を含ま

ないこととする。 

 １ 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第三十九条第一項の災害危険区域 

２ 地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域 

３ 急傾斜地崩壊危険区域 
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４ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十

七号）第七条第一項の土砂災害警戒区域 

５ 水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第十五条第一項第四号の浸水想定区域のうち、土

地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案し

て、洪水、雨水出水（同法第二条第一項の雨水出水をいう。）又は高潮が発生した場合には建

築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあ

ると認められる土地の区域 

６ 前各号に掲げる区域のほか、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域 

 （都市計画基準） 

第８条 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める

土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。 

  イ 略 

  ロ 溢
いつ

水、湛
たん

水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 

  ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域 

  ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保存し、水源を涵
かん

養し、土砂の流出を防備する

等のため保全すべき土地の区域 

 ⑶ 略 

２ 略 

 

省令 

（令第 29 条の 9第 5号の国土交通省令で定める事項） 

第 27 条の 6  令第 29 条の 9第 5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 １ 土地利用の動向 

 ２ 水防法施行規則（平成 12 年建設省令第 44 号）第 2条第 2号、第 5条第 2号又は第 8条第 2

号に規定する浸水した場合に想定される水深及び同規則第 2条第 3号、第 5条第 3号、第 8条

第 3号に規定する浸水継続時間 

 ３ 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況 
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運用指針 

Ⅰ－６－８ 第 11 号関係 

⑴ 本規定は、市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構

成していると認められ、かつ、おおむね 50 戸以上の建築物が連たんしている区域は、既に相

当程度公共施設が整備されており、又は、隣接、近接する市街化区域の公共施設の利用も可能

であることから開発行為が行われたとしても、積極的な公共投資は必ずしも必要とされないと

の考えで設けられたものである。区域の設定にあっては市街化区域に隣接又は近接しているこ

と、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められること、おおむね

50 戸以上の建築物が連たんしていること、これらの要件すべてを満たす区域を設定する必要が

あり、いずれかの要件のみ満たすだけの区域設定は行うことができない。また、市街化調整区 

域が用途地域等、都市施設の都市計画決定、市街地開発事業が予定されないという基本的な性 

格を踏まえて、開発が行われることによりスプロールが生じることのないよう、開発区域の周

辺の公共施設の整備状況や市街化調整区域全域における土地利用の方向性等を勘案して適切な

区域設定、用途設定を行うことが望ましい。 

 ⑵ 市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成してい

ると認められ、かつおおむね 50 戸以上の建築物が連たんしている区域の判断については次に

掲げる事項に留意することが望ましい。 

  ① 「市街化区域に隣接」する地域とは、市街化区域に隣りあって接している地域であるこ

と。 

  ② 「市街化区域に近接」する地域とは、当該市街化調整区域の規模、奥行きその他の態様、

市街化区域との位置的関係、集落の形式の状況に照らし判断されるものであるが、市街化区

域との境界線からの距離をもって判断する場合は、少なくとも、当該距離が数百ｍ程度の範

囲内の区域は近接する地域に含まれること。 

  ③ 「自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる

地域」とは、地形、地勢、地物等の状況及び文教、公益、利便、交通施設等の利用状況等に

照らし、市街化区域と一体的な関係をもった地域をいうこと。 

④ 「自然的条件」については、河川、山林、高速道路等が存し、かつ、明らかに日常生活圏

が分断されているか否かという観点から判断すること。 

⑤ 「社会的条件」については、同一の字、町内会組織、小学校区等の生活圏単位のほか、住

民の日常生活に密接に関連する生活利便施設、公益的施設又は利用交通施設の利用形態の共

通性等に照らし、総合的に判断すること 

 ⑥ 「おおむね 50 以上の建築物が連たん」する区域を条件とすることについては、建築物が

一定程度集積し市街化が進んでいること、また、公共施設の整備もある程度進んでいると考

えられる区域であるからである。これに対し、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自

然的社会的諸条件から市街化区域と一体的日常生活圏を構成していると認められる地域であ

っても、建築物が一定程度集積していない地域においては、一般的に公共施設の整備がそれ

ほど進んでいないと考えられ、このような地域において開発行為を原則容認していくこと

は、新たな公共投資を要する可能性を生じさせるものであり、このような区域を対象とする

ことは、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域の趣旨に反するものであること。 
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⑶ 令第 29 条の８において、市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的

な日常生活圏を構成していると認められ、かつおおむね 50 以上の建築物が連たんしている区

域には、原則として、優良な農地等、優れた自然の風景を維持する等のため保全すべき区域、

災害の発生のおそれがある区域を含まないこととされている。 

具体的には、農業振興地域の整備に関する法律（以下「農振法」という。）に規定する農用

地区域（以下「農用地区域」という。）、農地法に基づく農地転用が見込まれない農地（甲種農

地及び第一種農地）、森林法に規定する保安林、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区

域等の区域が考えられる。また、当該区域は市街化調整区域の他の地域への影響が大きいもの

であることに鑑み、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都市計画区域マスター

プラン」という。）等との整合を図りつつ環境の保全にも配慮した運用を行うことが望まし

く、関係部局との調整を含め適切な運用を行うことが望ましい。 

   この他、区域指定に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

① 条例で区域を指定する際に、農地等が含まれる場合には、農林漁業との健全な調和を図

り、また、農地転用許可事務と相互の事務処理の円滑化を図る観点から、開発許可担当部局

と農地転用部局の間において十分連絡調整を行うことが望ましいこと。 

  ② 条例で指定する区域には、原則として、森林は含めないことが望ましいが、例外的に含ま

れる場合であっても、その森林は宅地に介在する森林に限ること。なお、当該区域にやむを

得ず森林が含まれることとなる場合には、都道府県の開発許可担当部局は林務担当部局と十

分調整を行うこと。また、やむを得ず国有林野及び公有林野等官公造林地が含まれることと

なる場合には、都道府県の開発許可担当部局は関係森林管理局と十分調整を行うこと。 

  ③ 条例で区域を指定する際に、土砂災害防止法第６条第１項に規定する土砂災害警戒区域が

含まれる場合には、開発許可担当部局と砂防部局の間において、土砂災害特別警戒区域の指

定のための調査の実施状況等について十分連絡調整を行うこと。また、条例により指定した

区域内の土地が土砂災害特別警戒区域として指定された場合には、当該区域の見直しを検討

することが望ましい。 

⑷ 当該区域の指定に当たっては、技術基準の強化や建ぺい率、容積率等の建築規制等を併せて

実施することによりスプロールのおそれが生じない場合にも区域に編入することは可能と考え

るが、この場合には、法第 43 条の建築許可の際に公共施設の整備を求めることができないこ

とに留意することが望ましい。 

⑸ また、環境上支障がある用途については、隣接又は近接する市街化区域の用途を参考に定め

ることも考えられるが、周辺の区域の状況、まちづくりの方針等に照らして適切に定めること

が望ましく、用途の概念については、法及び建築基準法で定められている用途地域等における

定め方を参考にすることが望ましい。また、商工行政との整合性の確保の観点から、関係部局

と十分連絡調整を行うとともに、商工関係者等住民からも幅広く意見を求めることが望まし

い。 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的条件から市街化区域と一体的な日常

生活圏を構成していると認められ、かつ、おおむね 50 以上の建築物が連たんしている区域は、



 - 163 -

既に相当程度公共施設が整備されており、また、隣接し、又は近接する市街化区域の公共施設

の利用も可能であることから、開発行為が行われたとしても、積極的な公共投資は必ずしも必

要とされず、スプロール対策上支障がないと考えられるため、政令で定める基準に従い、都道

府県（当該指定都市又は事務処理市町村）の条例で指定した区域の土地において行う開発行為

で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと

認められるものを許可し得ることとしたものです。 

なお、本市においては、現時点で条例は制定されておりません。 

⑵ 条例で指定する区域 

条例で指定する区域は、市街化区域に隣接し、又は近接していること、自然的社会的諸条件

から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められること、市街化区域内に存す

るものを含めておおむね 50 以上の建築物が連たんしている地域であること、これらの要件す

べてを満たす区域を政令で定める基準に従い指定する必要があり、いずれかの要件のみ満たす

だけの区域設定は行うことができません。 

ア 市街化区域に隣接し、又は近接している地域 

   ① 市街化区域に隣りあって接している地域であること。 

 ② 当該市街化調整区域の規模、奥行きその他の態様、市街化区域との位置的関係、集落の

形式の状況に照らし判断される地域であること。 

イ 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地

域 

① 地形、地勢、地物等の状況及び文教、公益、利便、交通施設等の利用状況に照らし、市

街化区域と一体的な関係をもった地域であること。 

② 河川、山林、高速道路等が存し、かつ、明らかに日常生活圏が分断されているか否かと

いう観点から判断すること。 

③ 同一の字、町内会組織、小学校区等の生活圏単位のほか、住民の日常生活に密接に関連

する生活利便施設、公益的施設又は利用交通施設の利用形態の共通性等に照らし、総合的

に判断すること。 

  ａ 日用品店舗、サービス店舗等の生活利便施設 

  ｂ 児童公園、地区集会所、郵便局等の公益施設 

  ｃ 鉄道、バス、道路等利用の交通施設 

ウ 市街化区域内に存するものを含めておおむね 50 以上の建築物が連たんしている地域 

    建築物が一定度集積し市街化が進んでおり、公共施設の整備もある程度進んでいると考え

られる地域が該当します。なお、「おおむね 50 以上の建築物が連たんしている地域」の要件

の判断については、具体的に以下のとおりです。 

   ① 「おおむね 50 以上の建築物」については、原則として 50 戸以上を要しますが、集落と

しての集積の程度が高い場合、その他特にやむを得ない場合にあっては 40 戸以上の連た

んをもって足りることとします。この場合において、当該おおむね 50 以上の建築物が所

在する範囲に関しては、日常生活圏を一体にする限りにおいて、市街化区域に存するもの

も含めて取り扱うことができます。また、当該おおむね 50 以上の建築物には、車庫、物
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置その他の附属建築物は含みませんが、工場、学校等の住宅以外の建築物を含めて取り扱

うことができます。 

   ② 連たんの状況を間隔をもっては判断する場合は、通常原則として 50ｍ程度の隣棟間隔を

もって判断することとします。この場合において「隣棟間隔」については、建築物の敷地

相互間の間隔によるものとし、附属建築物を伴うものにあっては、これらを含む全体の敷

地により判断することとします。 

   ③ 連たん状況を一定の区域の範囲内における建築物の集中の程度をもって判断する場合に

は、当該一定の区域としては、通常原則として少なくとも半径 100ｍまでの区域又は狭く

とも３ha までの区域を対象として取り扱います。 

 ⑶ 政令で定める基準 

令第 29 条の９において、条例で指定する区域には、原則として、優良な集団農地その他長

期にわたり農用地として保存すべき土地の区域、優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保

持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域、溢水、湛水、津

波、高潮等による災害の発生のおそれがある土地の区域を含まないこととされています。 

条例で指定する土地の区域については、開発が抑制されている市街化調整区域内で開発が可

能となる区域であることから、新市街地と同様の性格を有する区域であり、市街化区域に含め

ないこととしている令第８条第１項第２号ロからニまでに規定する区域を含まないこととされ

ています。 

 ⑷ 環境の保全上支障があると認められる用途 

隣接又は近接する市街化区域の用途を参考に定めることも考えられますが、周辺の区域の状

況、まちづくりの方針等に照らして適切に定めることとします。 

また、用途の概念については、都市計画法及び建築基準法で定められている用途地域等にお

ける定め方とします。 

 

12 市街化を促進するおそれがないと認められる一定の開発行為 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

 ⑿ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内に

おいて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事

情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途

を限り定められたもの 

政令 

（開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準） 

第 29 条の 10 法第 34 条第 12 号（法第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）の政令で

定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる土地の区域を含まな

いこととする。 
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運用指針 

Ⅰ－６－９ 第 12 号関係 

 ⑴ 開発審査会の審査基準のうち定型的なものは原則条例化することが可能であり、実務の積み

重ねがあるものは条例化の対象となるものと考えられる。 

  条例の内容は、区域、目的、予定建築物等の用途の組合せで定められるが、開発審査会の基

準に技術基準等に関する特別な条件を設けている場合は、これらの条件についても条例等によ

り明示することが望ましい。 

 条例の制定は、開発許可基準の明確化と開発許可手続の迅速化、簡素化に資するものである

ことから、開発審査会で包括承認等の取扱いを行っている開発行為については積極的に条例の

対象とすることが望ましい。 

 ⑵ 審査基準として定められているものの他にも定型的なものであれば開発審査会の承諾を受け

て条例化することも可能である。したがって、市街化調整区域における本号の適用について

は、既存集落の計画的な整備等について都市計画区域マスタープラン等の内容を踏まえて条例

の制定を行う等地域の実情に沿った運用が可能であるが、条例制定に当たっては、対象とされ

る開発行為が「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市

街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当」なものであることが定型的に認められ

るものである必要があり、開発審査会の承諾の他、区域内に存する市町村の意向に十分配慮す

ることが望ましい。 

居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、居住調整地域に関して本号に基づく条例を

定める必要があるかについては、適切に判断することが望ましい。本号に基づく条例を定める

場合、立地適正化計画の内容を踏まえて地域の実情に沿った運用を行うことが可能となるが、

条例制定に当たっては、対象とされる特定開発行為が「開発区域の周辺における住宅地化を促

進するおそれがないと認められ、かつ、居住調整地域外において行うことが困難又は著しく不

適当」なものであることが定型的に認められるものである必要がある。 

なお、居住調整地域に係る条例は、必ずしも市街化調整区域に係る条例と同等の内容である

必要はないと考えられるが、居住調整地域に関する都市計画の決定を契機として市街化調整区

域に係る条例を見直すこととするか、市街化調整区域に係る条例と居住調整地域に係る条例と

で差異が生じることを許容するかについても、市町村が適切に判断すべきである。 

 ⑶ 条例で区域を指定する場合には、Ⅰ－６－８⑶と同様の措置を講ずることが望ましい。ま

た、商工行政との整合性の確保の観点から、関係部局と十分連絡調整を行うとともに、商工関

係者等住民からも幅広く意見を求めることが望ましい。 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内に

おいて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従

い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村）の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途

を限り定められたものを許可し得ることとしたものです。 

   本号は、第 14 号に該当する開発行為について、法施行以来の実務の積み重ねにより、開発

審査会で実質的な審議を経なくても定型的に処理することができるものについては、事前に条
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例で、区域、目的又は予定建築物等の用途を限定して定めれば、手続きの合理化、迅速化を図

れることから、開発審査会の議を経ずとも許可することができることとしたものです。 

また、開発審査会の審査基準として定められていない開発行為についても、開発区域の周辺

における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが

困難又は著しく不適当と認められるものについては条例化することが可能であると考えます。 

なお、本市においては、現時点で条例は制定されておりません。 

⑵ 条例の指定する区域等 

   条例で指定する区域には、災害のおそれのある区域（溢水、湛水、津波、高潮等により災害

の発生するおそれのある土地の区域、優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存す

べき土地の区域及びすぐれた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂

の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域）を含むことができません。 

   予定建築物の用途としては、分家住宅、既存集落内における自己用住宅、市街化調整区域内

における収用事業の代替建築物等が考えられます。 

   条例は、区域、目的、予定建築物等の用途の組合せで定められるが、開発審査会の基準に技

術基準等に関する特別な条件を設ける場合には、これらの条件についても条例に明示する必要

があります。 

 

13 既存権利の行使のための建築物等 

 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

⒀ 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張

された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供す

る第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有して

いた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して６月以内に国土交通省令で定める事

項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として

行う開発行為（政令で定める期間内に行うものに限る。） 

政令 

（区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる

期間） 

第 30 条  法第 34 条第 13 号（法第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）の政令で定め

る期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して５年とする。 

省令 

（既存の権利者の届出事項） 

第 28 条  法第 34 条第 13 号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの（自己の居住の用に

供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第１号に掲げるものを除く。）とす

る。 
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 ⑴ 届出をしようとする者の職業(法人にあつては、その業務の内容) 

 ⑵ 土地の所在、地番、地目及び地積 

 ⑶ 届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更

して市街化調整区域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有して

いた目的 

⑷ 届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合においては、当

該権利の種類及び内容 

 運用指針 

Ⅰ－６－10 第 13 号関係 

⑴ 本号は、区域区分若しくは居住調整地域に関する都市計画が決定された際又は市街化調整区

域若しくは居住調整地域が拡張された際の既存の権利者の行う一定の開発行為について、経過

的に許可しうることとしたものである。 

⑵「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用す

ることをいう趣旨であるので、当然自然人に限られることとなり、会社が従業員宿舎の建設の

ために行う開発行為、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅の建設のために行う開発

行為は、これに該当しないものと考えられる。 

⑶「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動

が行われることであり、また、文理上この場合は住宅を含まないので、分譲又は賃貸のための

住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しないことはもちろん、貸事務所、貸店舗

等も該当しない。これに対し、ホテル、旅館、結婚式場、中小企業等協同組合が設置する組合

員の事業に関する共同施設、企業の従業員のための福利厚生施設等は該当するものと考えられ

る。 

⑷ 開発行為を行うため農地法第５条の規定による許可を受けなければならない場合にあって

は、市街化調整区域又は居住調整地域となる前に当該許可を受けていることが望ましい。 

⑸ 本号の届出をした者の地位は、相続人その他の一般承継人に限り承継し得るものとして差し

支えない。 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

   本号は、都市計画の決定又は変更により新たに市街化調整区域若しくは居住調整地域になっ

た土地の区画に、以前から土地の所有権等を有していた者が行う自己の居住若しくは業務のよ

うに供する目的で行う開発行為については、いわば経過的な措置として５年間に限り認めよう

とするものです。 

 ⑵ 権利の取得（設定） 

   所有権以外の土地の利用に関する権利には、賃借権は該当しますが、抵当権、先取特権等土

地の経済的担保等を目的とした権利は含まれません。 

   権利の取得（設定）は、その土地が市街化調整区域若しくは居住調整地域に指定された日の

前になされていなければなりません。この場合、登記簿の記載、契約書、固定資産台帳等によ

って取得時期を判断しますので、口約束や予約では確実に取得したとは客観的に判断すること

ができません。 
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   また、農地法第５条の規定による許可を要する場合には、市街化調整区域若しくは居住調整

地域になる前に当該許可を受けていなければ、本号の開発許可を行うことはできません。なお、

当該許可を受ける前提でなされた仮登記又は仮契約だけでは、権利の取得の事実を認めること

はできません。 

⑶ 届出 

   届出は、許可権者に対し、その土地が市街化調整区域若しくは居住調整地域に指定された日

から６か月（その６か月に当たる日が土曜日、日曜日又は祝日にあたるときは、その直後の届

出受理機関の業務日）以内に、規則第 28 条で定める事項を記載した書面に土地の登記簿謄本、

付近見取り図、予定建築物の配置図等を添えて届け出なければなりません。 

 ⑷ 開発行為の目的 

  ア 自己の居住の用に供する建築物 

開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用する場合を指すため、主体は自然

人に限られます。 

  イ 自己の業務の用に供する建築物 

開発行為を施行する主体が自らが生産、販売等の経済活動を継続的に営む場合を指すため、

分譲又は賃貸業（貸家、貸店舗等）目的の開発行為は該当しません。 

 ⑸ 権利の承継 

   本号の届出者の地位の承継については、明文の規定はありませんが、法第 44 条との均衡か

ら届出者の相続人や合併後存続する法人などの一般承継人に限って承継することができます。

 この場合、承継できる地位は、開発許可を申請することができる権利のほか、引き続き建築

する権利が含まれます。 

   なお、既存権利による許可は、あくまでも届出を行った者が当該届出された目的に従って権

利を行使する場合についてのみ認められる特別の例外であり、高度の属人性を有するものであ

るため、本人が土地を売却する等して権利を放棄した場合は、取得した者は既存権利の行使を

することはできません。また、許可後に権利を譲渡した場合も、同様に、許可を受けた地位は

承継されません。 

 ⑹ 期間 

   当該開発行為は、市街化調整区域若しくは居住調整地域に指定された日から５年以内に完了

するものでなければなりません。なお、建築行為は、５年以内に限りません。 

 ⑺ 本号に該当する旨を証する図書 

      ① 届出受理証、届出書の写し等届出した事実を確認することができるもの 

   ② 自己の居住又は自己の業務の用に供する建築物等に係る開発行為である旨の念書 

   ③ 市街化調整区域若しくは居住調整地域に指定された日から５年以内に開発行為を完了す

る旨の念書 

   ④ 申請者の職業に関する書類（自己の居住の用に供する建築物の場合を除く。） 

   ⑤ 土地の登記簿謄本、公図の写し 
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14 市長があらかじめ開発審査会の議を経た開発行為 

法律 

第 34 条 略（p.120 参照） 

⒁ 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺におけ

る市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不

適当と認める開発行為 

運用指針 

Ⅰ－７ 法第 34 条第 14 号等関係 

Ⅰ－７―１ 市街化調整区域における法第 34 条第 14 号等の運用 

 法第 34 条第 14 号及び令第 36 条第１項第３号ホの規定の運用については、優良な農地等、優

れた自然環境を有する区域、災害の発生のおそれがある区域など保全することが適当な区域を除

き、都市計画区域マスタープランなど、まちづくりの将来像を示すマスタープランの内容を踏ま

えつつ、法第 34 条の趣旨に照らしながら、法の委任に基づく条例や審査基準の制定等を通じ

て、地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましい。第１号から第 13 号までに該当しない開

発行為については、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状

況、区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、必要があれば技術基準を適切に定めるなどし

て、当該開発行為又は建築行為の予定建築物等の用途（法及び建築基準法で定められている用途

地域等における定め方を参考にすることが望ましい。）目的、位置、規模等を個別具体的に検討

して、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく

不適当と認められる場合は、第 14 号に基づいて許可しても差し支えなく、地域の実情に沿った

円滑な制度の運用を図ることが望ましい。なお、平成 18 年の法改正前であれば、計画的な開発

であることから改正前の法第 34 条第 10 号イに基づいて許可を受けることが可能であったと考え

られる大規模な開発行為については、地区計画に定められた内容に適用して行われる場合に第 10

号に基づく許可を行うことが望ましく、原則として、本号に基づく許可を行うことは適切でない

ことに留意すること。 

  この趣旨を踏まえ、通常原則として許可して差し支えないものと考えられるものとして、次の

ような建築物の用に供する開発行為が考えられる。 

（１）分家住宅  

 ① 農家世帯の分家に伴う住宅等 

   市街化調整区域において自己の土地を所有しつつ継続して生活の本拠を有する農家世帯に 

 代表される世帯がその世帯の通常の分化発展の過程で必要とする住宅の確保のための開発行為

又は建築行為については、当該地域における土地利用上調和のとれた範囲内で行われる限り必

ずしも市街化の促進として取り扱うべきではなく、また当該市街化調整区域に土地を保有しな

がら別途市街化区域に求めさせることは適当でないとの観点から当該世帯の世帯構成員の生活

権を保障する趣旨であるので、許可対象となる土地、許可を受け得る者の範囲、新規の住宅確

保の必要性の判断等に当ってはこの趣旨を十分踏まえて取扱うことが望ましい。 

具体的運用に当っては次に掲げる事項に留意することが望ましい。 
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  イ 許可の対象となる土地については、当該区域区分に関する都市計画の決定前から引続いて

いわゆる本家たる世帯が保有している土地であることを原則とするが、当該区域区分に関す

る都市計画の決定後農振法に規定する農業振興地域内にある土地の交換分合により取得した

土地等についてはこれに含めて差し支えない。 

  ロ 許可は原則として既存集落又はその周辺の地域において行うこと。 

  ハ 許可を受け得る者の範囲については、その趣旨に沿う者であれば二、三男に限らず合理的

事情の存する世帯構成員一般として差し支えない。この場合における「合理的事情の存する

世帯構成員」とは、民法第 725 条に定める親族の範囲に該当する者であって原則として相続

又は贈与により当該土地の所有権等を取得するいわゆる本家の世帯構成員であったものであ

るので、いわゆる跡取りを含むほか、娘むこ予定者も世帯構成員であった娘と一体として認

められる者と差し支えない。 

    また、Ｕターン等に係る者の地域への定住を阻害する必要はなく、許可を受け得る者の範

囲については、従前同一の世帯構成員として同居の事実があれば足り、許可申請の時点にお

いて必ずしもいわゆる本家に同居している場合に限る必要はない。 

  ニ 許可に当っては、例えば、結婚その他独立して世帯を構成する合理的事情、勤務地、予建

築物の規模等の適正さ、過去における同様の申請の有無等に照らして必要性及び確実性を判

断するのが望ましく、分家住宅の名目であれば半ば自動的に許可するような運用は望ましく

ない。 

② 本家たる世帯が非農家の場合の分家住宅 

  いわゆる本家たる世帯が非農家の場合の分家住宅であっても市街化調整区域における既存集

落及びその周辺の地域に当該区域区分に関する都市計画の決定前から引続きその生活の本拠を

有しているいわゆる本家が当該区域区分に関する都市計画の決定前から保有していた土地にお

いて新たに世帯を分離する合理的事情が存する場合についてまで一律にこれを排除する趣旨で

はないので、農家の分家住宅に係る①に掲げる要件の判断を含め、個別具体的に判断してやむ

を得ないものと認められる場合には許可して差し支えない場合もあると考えられる。 

（２）収用対象事業の施行による移転又は除却 

① 市街化調整区域に存する建築物の代替建築物  

  市街化調整区域に存する建築物が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならな

い場合において、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で建築

される建築物については、適切な規模等のもので適切な位置に建築される限りそれ自体市街化

の促進として捉える必要はなく、また、従来より市街化調整区域に存していた建築物の移転先

を一律に市街化区域に求めさせることも著しく適切を欠くため、公共事業の円滑な執行及び被

収用者の生活権の保障と十分調和を図りながら具体的事務の運用に当たることが望ましい。 

  具体的運用に当っては次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

 イ 代替建築物の位置については、その用途及び地域の土地利用に照らして適切なものである

こと。 

 ロ 農用地区域内の土地等でないこと等地域の土地利用と調整のとれたものであること。 

 ハ 敷地が従前とほぼ同様の規模であり、予定建築物が周辺の土地利用及び環境と調和のとれ

たものであること。 
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② 市街化区域に存する建築物の代替建築物 

  市街化区域に存する建築物が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場

合において、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で市街化調

整区域に建築される建築物については、密集市街地等であることにより市街化区域内に適地を

確保することが困難である場合や、被収用者において従前から市街化調整区域に、代替予定地

としてではなく、①イからハまでに掲げる要件に鑑みて適切な土地を保有しておりあえて市街

化区域に求めさせる合理的事情に乏しい場合、許可権者との調整を踏まえ起業者において適切

な土地をあっせんする場合等やむを得ない場合は許可しても差し支えない。 

（３）社寺仏閣及び納骨堂 

  原則として当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関

連した施設を対象とするものとし、通常既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申

堂、地蔵堂等を構成する建築物を典型例とするが、その他の宗教活動上の施設（原則として宗

教法人の行う儀式、教化育成のための施設及びこれに付属する社務所、くり等規模、構造、設

計等がこれら宗教活動上の必要に照らしてふさわしいものとし、宿泊施設及び休憩施設は原則

として含まない。）であって当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布その

他に照らし、特に当該地域に立地する合理的事情の存するものを含むものと考えられる。 

（４）研究対象が市街化調整区域に存在すること等の理由により当該市街化調整区域に建設するこ

とがやむをえないと認められる研究施設 

（５）第１号から第 14 号までの規定により許可を受けた開発行為に係る事業所又は従前から当該

市街化調整区域に存する事業所において業務に従事する者の住宅、寮等で特に当該土地の区域

に建築することがやむを得ないと認められるもの 

  業務に従事する者の住宅、寮等については、工場等の立地と一体的に計画されたものであっ

て、当該住宅等が工場等と一体的に立地する場合又は既存集落内若しくは既存集落に隣接又は

近接する地域に立地する場合のいずれかであり、事業の操作方式、就業体制、雇用形態等を勘

案の上適切な規模を超えないものに限って認めることが望ましい。 

（６）土地区画整理事業の施行された土地の区域内における建築物 

（７）独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落であって当該都

市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度にある集落において

建築することがやむを得ないものと認められる次の①～④に掲げる建築物 

  具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

 「独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落」とは、地形、地

勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニテ

ィ、医療等の施設利用の一体的その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活

圏を構成していると認められ、かつ、相当数の建築物が連たんしている集落と考えられる。特

に社会生活に係る施設としては、当該集落に小・中学校、鉄道の駅若しくはバス停留所、日用

品店舗等、旧町村役場（現在の出張所を含む）、病院若しくは診療所等の施設が概ね存すること

を基準とすることが望ましい。 

  「当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度」とは、

当該集落に係る戸数密度（ｈａ当たり平均戸数）が当該市街化区域に係る計画戸数密度（将来
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人口密度から想定される戸数密度）とほぼ同程度にあるものであると考えられる。 

  上記要件を満たす集落のうち、当該都市計画区域に係る市街化区域における人口、産業の動

向、土地利用の状況等の市街化の動向、市街化区域からの距離等を勘案し、市街化を促進する

恐れがないと認めてあらかじめ都道府県知事等が指定した集落（以下「指定既存集落」とい

う。）における自己用住宅等を審査の対象とすることが望ましい。 

  指定既存集落の辺縁部における許可申請事案については、許可申請地の周辺の建築物の連た

んの程度、周辺の土地利用の一体性を勘案して当該許可申請地が当該集落の内にあるか否かを

判断することが望ましい。 

 ① 自己用住宅 

  イ 許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該

都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前から、申請に係る土地を保有していた（ 

  保有していた者からの相続により取得した場合を含む。）者又は当該指定既存集落に生活の

本拠を有する者であること。なお、収用対象事業による建築物の移転等の事情により当該区

域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張され

た後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者についても審査の対象として

差し支えないと考えられる。 

  ロ 原則として自己の居住の用に供する一戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構

造、設計等のものであること。 

  ハ 現在居住している住居については過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情がある場

合、停年、退職、卒業等の事情がある場合等社会通念に照らし新規に建築することがやむを

得ないと認められる場合であること。 

 ② 分家住宅 

   許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都

市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前から、指定既存集落に生活の本拠を有する

いわゆる本家の世帯構成員であることが望ましいが、収用対象事業による建築物の移転等の

事情により当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調

整区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者の世帯の世

帯構成員についても審査の対象として差し支えないと考えられる。また、（１）①ハ及びニ

並びに②に基づき運用することが望ましい。 

 ③ 小規模な工場等（原則として当該指定既存集落に、当該区域区分に関する都市計画が決定

され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前から生活の本拠を有する者

が設置するものに限る。） 

  イ 許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該

都市計画を変更し市街化調整区域が拡張される前から、指定既存集落に生活の本拠を有す

る者であること。なお、収用対象事業による建築物の移転等の事情により当該区域区分に

関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された後、

当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者の世帯の世帯構成員についても審

査の対象として差し支えないと考えられる。 

  ロ 工場、事務所又は店舗である建築物であって予定建築物が周辺における土地利用と調和
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のとれたものであること。  

  ハ 自己の生計を維持するために必要とする自己の業務の用に供する建築物であって、その

経営形態、運営管理上の観点から当該集落において建築することがやむを得ないと認めら  

られるものであること。 

④ 公営住宅（主として当該指定既存集落に居住する者を入居対象とする目的で建設されるも

の） 

  主として当該指定既存集落及びその周辺の地域に居住している者を入居の対象とすること

を目的として建設される公営住宅法第２条第２号に規定する公営住宅（都道府県、指定都市

等が建設するものを除く。）であって、その規模がその地域の入居対象者数を勘案して適切

であること。 

（８）地区集会所その他法第 29 条第１項第３号に規定する施設に準ずる施設である建築物 

  具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

  ① 地区集会所、集落青年館、公民館（社会教育法によるものを除く。）等準公益的な施 

設であること。 

  ② 町内会、自治会等の自治組織において運営され、適正な管理が行われているものであ 

ること。 

  ③ レジャ－的な施設その他他の目的の建築物と併用されるものでないこと。なお、農林漁 

業生活改善施設その他の制度的に当該施設の公益性が担保されているものについては、 

法第 34 条第１号に該当するものとして取り扱って差し支えないと考えられる。 

（９）既設建築物の建替 

  具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

  ① 従前の自己用住宅の敷地が著しく過少である場合等格段の事情がある場合を除き、従 

前の建築物の敷地の範囲内で行われるものであること。 

  ② 原則として従前の建築物と同一の用途であること。 

  ③ 規模、構造、設備等が従前のものに比較して過大でなく、かつ、周辺の土地利用の状 

況から見て適切なものであること。なお、建替後の床面積の合計が従前の建築物の床面 

積の１．５倍以下であるものについては、従前の構造及び用途がほぼ同一であれば、許 

可を要しない「改築」として取り扱って差し支えないと考えられる。 

（10）建築基準法第 39 条第１項の災害危険区域等に存する建築物の移転 

  具体的には、次のような建築物の移転が対象となるものと考えられる。 

  ① がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転 

  ② 地すべり等防止法第 24 条第３項の規定による協議を経た関連事業計画に基づく移転 

  ③ 土砂災害防止法第 26 条第１項の勧告に基づく移転 

  ④ 建築基準法第 10 条第１項の命令に基づく移転 

  ⑤ その他条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づく①から④までと同等と認められ 

る移転。この場合における取扱いについては、⑵の収用対象事業の施行による移転の場 

合と概ね同様のものとすることが望ましい。また、移転前の建築物が市街化区域に存し 

ていた場合にあっても同様の収用対象事業の施行による移転の場合に倣い、やむを得な 
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い事情を総合的に勘案して取扱うことが望ましい。 

（11）市街化調整区域における自然的土地利用と調和のとれたレクリエーションのための施設を構

成する建築物 

  次に掲げる建築物が対象と考えられる。 

 ① キャンプ場、スキー場等第二種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設であって地域

における土地利用上支障がないものの管理上又は利用上必要最小限不可欠である施設である

建築物で、次の各要件を満たすもの 

  イ 当該キャンプ場等の施設自体が周辺の環境等に適合し、かつ、地域の土地利用計画に整

合した内容のものであること。 

  ロ 管理棟、バンガロー等必要最小限の施設である建築物であって周辺の自然環境に調和し 

   た簡素なものであること。 

  ハ 用途の変更が容易なものでないこと。 

  二 自然公園法その他の法令に適合していること。 

 ② 第二種特定工作物の利用増進上宿泊機能が必要不可欠であり、かつ、周辺の状況等から判

断して当該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設である建築 

  物 

    第二種特定工作物である運動・レジャー施設の併設建築物に宿泊施設は含まれないが、次

の各要件を満たすものにあっては別途開発審査会の議を経た上で個別具体的に許可して差し

支えなしいと考えられる。 

イ 利用目的及び利用者の属性から宿泊機能が必要不可欠であること。 

   ロ 市街化区域等における宿泊施設によっては円滑な対応が困難であること。なお、第二種

特定工作物とりわけ運動・レジャー施設に管理上又は利用増進上併殺されるクラブハウス等

については、物理的及び機能的にみて社会通念上当該運動・レジャー施設に不可分一体のも

のとして併設されるものである限り、主として当該運動・レジャー施設の建設を目的とした

開発行為に包含されるものであるので、改めて当該クラブハウス等の建築を目的として開発

許可又は建築許可を行う必要はない。また、第二種特定工作物に該当しない１ha 未満の運動

・レジャー施設に同様の目的から併設建築物を伴う場合については、主として当該併設建築

物の建築を目的とした行為でないため、それ自体としては開発許可を要しないが、市街化調

整区域内にこれを設ける場合には別途法第 43 条の規定の適用があるので、その規模、設

計、配置、内容等に照らし実情に応じた取扱いをした差し支えない。 

（12） 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成１９年法律

第４０号）第１４条第２項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、同法第１１条第

２項第１号に規定する土地利用調整区域内において整備される同法第１３条第３項第１号に

規定する施設 

（13）特定流通業務施設 

   具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

  イ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（以下「物流総合効率化法」とい

う。）第５条第２項に規定する認定総合効率化計画に記載された物流総合効率化法第２条
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第３号に規定する特定流通業務施設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法第２

条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同法第６項の特別積合せ貨物運送に該

当しないものの用に供される施設又は倉庫業法第２条第２項に規定する倉庫業の用に供す

る同条第１項に規定する倉庫であること。 

  ロ 物流総合効率化法第４条第１０項に基づく都道府県知事からの意見聴取において、当該

特定流通業務施設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域

内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる旨の意見があった施設であるこ

と。 

②市街化調整区域における一般貨物自動車運送事業の用に供する施設の取り扱い 

   一般貨物自動車運送事業者が、市街化調整区域において特別積合せ貨物運送を行う事業

者等から既存の施設を賃借して営業所等を設置する場合に、本来、法第 43 条の許可等を

受ける必要があるにもかかわらず、当該許可等を受けていないまま、貨物自動車運送事

業法上の新規許可、事業計画変更認可等を受けている事例が見受けられたことから、運

輸担当部局が、一般貨物自動車運送事業の用に供する営業所等の設置に係る貨物自動車

運送事業法第３条の許可、第９条の認可等の申請を受理した場合、開発許可担当部局に

対し照会がなされる等の措置が講じられることとされているので、運輸担当部局と密接

に連絡をとられたい。 

（14）有料老人ホーム等  

① 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項に規定する有料老人ホームのう

ち、設置及び運営が国の定める基準等に適合する優良なものであって、その立地がやむを得

ないと認められるもの具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望まし

い。  

イ 「設置及び運営が国の定める基準等に適合する優良なもの」とは、当該有料老人ホーム

の設置及び運営が厚生労働省の策定する有料老人ホーム設置運営標準指導指針又は都道府

県が当該指針を参考に策定する指導指針等が適用される場合にあっては同基準に適合して

おり、かつ、住宅部局及び福祉部局と十分な連絡調整の上、安定的な経営確保が図られて

いることが確実と判断さるものであること。  

ロ 当該有料老人ホームに係る権利関係は利用権方式又は賃貸方式のものであることとし、

分譲方式のものは老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームには当たらないこ

とから認められないこと。  

ハ 「立地がやむを得ない」とは、当該有料老人ホームが市街化調整区域に立地する病院又

は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地する必要がある

のか、入居一時金及び利用料に関する国の基準等がある場合であって適正な料金設定のた

め不可避であるのかなど、施設の機能、運営上の観点から総合的に判断して市街化区域に

立地することが困難又は不適当であること。  

ニ 当該有料老人ホームの立地につき、その開発区域を管轄する市町村の福祉施策、都市計

画の観点から支障がないことについて、当該市町村長が承認を与えたものであること。  

② サービス付き高齢者向け住宅  

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。  



 - 176 -

イ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条第１項の規定

に基づき登録されたサービス付き高齢者向け住宅であって、介護、食事の提供、家事又は

健康管理のサービス（以下「介護等サービス」という。）が提供されるもの（以下「介護

等サービスが提供されるサービス付き高齢者向け住宅」という。）は、老人福祉法第２９

条第１項に規定する有料老人ホームに該当することから、①により取り扱うこと。  

ロ 高齢者に対する介護等サービスが提供される住戸以外の住戸については、原則的には市

街化調整区域の立地について例外的に認める事由がないことから、全戸が介護等サービス

が提供されるサービス付き高齢者向け住宅であることを原則とする。ただし、地域の実情

等により、一部が介護等サービスが提供されるサービス付き高齢者向け住宅であるものを

許可することも差し支えないこと。 

ハ 既存の有料老人ホームを高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項の規定に基

づきサービス付き高齢者向け住宅に登録することについては、当該有料老人ホームの規

模、設備又は提供されるサービス等が従前と同程度である場合は、都市計画法第４２条又

は第４３条の用途の変更には当たらないと考えられること。 

（15）介護老人保健施設 

   具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

① 介護老人保健施設については、各地域の要介護老人数等を踏まえて見込まれるその地域

の需要を考慮した規模のものでなければならず、他の地域からの利用を数多く想定した

大規模施設の設置は適切でないものとされていること等から、協力病院が近隣に所在す

る場合等介護老人保健施設を市街化調整区域に立地させることがやむを得ないと認めら

れる場合には許可して差し支えないこと。なお、介護老人保健施設のうち社会福祉法第

２条第３項に規定する第二種社会福祉事業の用に供せられるものについては（17）を参

照すること。 

 ② 介護老人保健施設担当部局との調整 

  ア 都道府県の介護老人保健施設担当部局においては、介護老人保健施設の開設許可手続を

支障なく進めるために、あらかじめ申請者から計画段階での事前協議を受付け、事前審査

を行うこととされているので、開発許可担当部局において介護老人保健施設担当部局と十

分な連絡調整を図るものとし、開発許可は介護老人保健施設の開設が確実に許可される見

込みであるものについて行うことが望ましい。この場合、介護老人保健施設担当部局にお

いて、介護老人保健施設の開設が確実に許可される見込みである旨の確認がなされること

となっているので、別記様式第１の確認書の提出を求めることが望ましい。なお、必要な

場合には開発許可担当部局から介護老人保健施設担当部局に対し、当該確認書を作成のう

え申請者に交付したことの事実関係について直接確認することも考えられる。 

（16）優良田園住宅 

   優良田園住宅の建設の促進に関する法律（以下「優良田園法」という。）による優良田園

住宅については、優良田園法第５条の規定により、法の規定による許可を求められたとき

は優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとされていることか

ら、次に掲げる事項に留意することが望ましい 
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 ① 開発許可基準及び建築許可基準への適合性を審査するに当たっては、手続きの迅速化に努

めること。 

 ② 優良田園法第４条に定める優良田園住宅建設計画（以下「建設計画」という。）の認定に

先立って優良田園住宅担当部局から協議を受けた場合には、認定を受けた建設計画に係る開

発許可又は建築許可の審査が円滑に行われるよう、建設計画に記載された内容から判断し  

て、開発許可基準又は建築許可基準に適合しないと判断される場合には必要な意見を述べる

こと。 

 ③ 建設計画の申請の段階において、当該建設計画に係る開発許可が具体的に固まっている場

合には、建設計画の審査と並行して開発許可の事前審査等の制度を積極的に活用する等によ

り、建設計画作成上の手戻りを防ぎ、申請者にとって過度の負担とならないよう努めるこ

と。 

 ④ 開発許可、特に大規模な開発に係る許可については、地域の実情に応じ、関係部局との横

断的調整組織を積極的に設置・活用して調整を図り、事前処理の一層の迅速化に努めるこ

と。 

⑤ 法第 32 条に基づく公共施設管理者の同意、協議手続については、当該市町村が自ら基本

方針の策定や建設計画の認定を行っていることに鑑み、手続の一層の迅速化が図られるよ

う、都道府県にあっては、適宜当該市町村と連絡をとる等可能な限り開発許可との同時並行

的な処理に努めること。 

 ⑥ 開発許可の審査に当たっては、地域の実情に応じ横断的調整組織等を活用して、提出部数

の軽減、同様の審査資料に係る様式の統一等提出書類の一層の簡素化に努めること。 

 ⑦ 開発許可の迅速な運用に資する観点からは、建設計画に基づいて行われる開発行為を審査

会の提案基準とすることや、建設計画に係る土地の区域について法第 34 条第 11 号又は同条

第第 12 号の区域として指定を行うことも考えられること。 

（17）社会福祉施設 

   社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設又は更生保護事業法第 2条第

1項に規定する更生保護事業の用に供する施設（以下「社会福祉施設」という。）であっ

て、設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、その位置、規模等からみて周辺の

市街化を促進するおそれが無いと認められ、かつ、当該開発区域を所管する地方公共団体

の福祉施策の観点から支障がないことについて、関係部局と調整がとれたもののうち、以

下の①から③までのいずれかに該当するものであること。 

  ① 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該許可に係る社

会福祉施設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要がある場

合。 

  ② 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合 

  ③ 当該施設が提供するサービスの特性から、例えば、当該開発区域周辺の優れた自然環境

が必要と認められる場合など、当該開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要である場

合 

    なお、社会福祉施設の開発許可については、開発許可担当部局と社会福祉施設担当部局

とが十分な連絡調整を図ることが望ましい。 
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（18）医療施設関係 

   医療法第 1条の 5第 1項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条

第１項に規定する助産所であって、設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なもの

であり、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、か

つ、当該開発区域を所轄する地方公共団体の医療施策の観点から支障がないことについ

て、関係部局と調整がとれたもののうち、以下の①から③までにいずれかに該当するもの

であること。 

  ① 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手段の確保のため、当該開発 

   区域周辺の交通基盤等の活用が必要と認められる場合 

   ② 当該医療施設の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた自然環境その他の療養環境 

    が必要と認められる場合 

   ③ 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域に移転する場合 

   なお、医療施設に係る開発許可については、開発担当部局と医療施設担当部局とが十分な 

   連絡調整を図ることが望ましい。 

（19）学校関係 

    その設置目的から、主として開発区域の居住者以外の利用を想定している学校のうち、教

育環境確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要であることなどから、市街

化調整区域に立地させることがやむを得ないと認められるものであり、その位置、規模等

から見て周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を含む文

教施策の観点から支障がないことについて、関係部局と調整がとれたもの。 

    なお、学校に係る開発許可については、開発許可担当部局と文教施設担当部局とが十分な

連絡調整を図ることが望ましい。 

(20)  例えば、次のような事例についても、やむを得ない事情が認められ、周辺の土地利用に

支障を及ぼさない限り、法第 29 条又は第 43 条の規定による許可が相当か否かの審査の対象

として差し支えない。 

   ① 既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の設置 

   ② 既存の住宅の増築のためやむを得ない場合の敷地拡大 

   ③ 法に基づく許可を受けて建築された後相当期間適正に利用された建築物のやむを得ない

事情による用途変更 

     具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

イ 適正利用の相当期間については、１０年程度を目安とすることが考えられるが、一

律に期間の経過のみで判断することは、硬直的な運用となるおそれがあるため、留意

する必要があること。 

ロ また、用途変更の事情については、当該建築物の所有者の死亡、破産、遠方への転

居など、社会通念上当該建築物を従前の用途に供しないことにやむを得ない事情があ

るかどうかを判断すること。 

 

⑴ 本号の趣旨 
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  第 14 号は、第１号から第 13 号までのいずれの規定にも該当しない開発行為で、個別的具体的

に目的、位置等を総合的に検討し、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市

街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものについては、開発審査会

の議を経て許可し得ることとしたものです。 

   通常、本号に該当するものについては、次に掲げるものがあります。 

 

⑵ 該当要件 

① 分家住宅 

  ア 一般的事項 

 従来より市街化調整区域内において、自己の土地を保有しつつ継続して生活の本拠を有す

る農家世帯に代表される世帯（非農家世帯も含む。）が、その世帯の通常の分化発展の過程

で必要とする住宅の確保のための開発行為又は建築行為については、当該地域における土地

利用上調和のとれた範囲内で行われる限り必ずしも市街化の促進として取り扱うべきではな

く、また当該市街化調整区域内に土地を保有しながら別途市街化区域に土地を求めさせる合

理的理由が少なく、当該世帯の世帯構成員の生活権を保障する観点から許可し得ることとし

たものです。 

  イ 該当要件 

(ｱ)申請者に関する要件 

    ａ いわゆる本家の世帯構成員であるか、又はあった者（贈与者の尊属でない民法第 725

条に定める親族の範囲に該当するもの。ただし、受贈しうる配偶者は単独で申請者とな

ることはできない。）であり、原則として相続又は贈与により当該土地の所有権等を取

得する者であること。 

    ｂ 住宅等を所有しておらず、結婚等の合理的事情により、新規に住宅を確保して独立し

た世帯を構成する必要があり、建築後入居し、継続して居住することが確実であること。 

      申請人の住所が県外等の遠隔地である場合には、申請地に転居することが特に確実で

ある理由及び根拠が要求されること。 

    ｃ 同居する家族がいること。なお、家族には、結婚予定者も含めても差し支えないが、

結婚することが確実であること。 

   (ｲ)土地に関する要件 

    ａ いわゆる本家世帯が、当該市街化調整区域決定の日の前日までに取得し、所有してい

る土地であること。ただし、当該市街化調整区域決定の日以後に取得した土地であって

も、当該市街化調整区域決定の日の前日までに所有していた住宅の建築が可能な土地を

収用対象事業の施行のために提供し、その代替地として取得した土地であるか、若しく

は農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）の規定による農用地区域

内にある当該市街化調整区域決定の日の前日までに所有していた住宅の建築が不可能な

土地との交換分合若しくは交換により取得した土地であること。 

    ｂ 原則として、周辺が宅地化された地域内に存している土地であること。 

    ｃ 敷地面積は、原則として 500 ㎡以内であること。ただし、土地の形状等により建築物

が配置できないなどやむを得ない場合にはこの限りではない。通常開発区域と建築物の



 - 180 -

敷地は一致することとして取り扱いますが、建築基準法第 43 条の接道要件を満たすた

めに公共施設の道路として位置付ける場合には、開発区域から道路区域を除いた土地の

区域（建築物の敷地）で取り扱います。なお、この場合には、分筆等により建築物の敷

地を明確に区別する必要があります。 

    ｄ 建築基準法第 42 条に規定する道路に接続している土地であること。ただし、当該開

発行為において、公共施設としての位置付けをした道路を整備する場合はこの限りでは

ない。 

   (ｳ)本家に関する要件 

    ａ 申請者に当該土地を贈与等できる者は、原則として当該市街化調整区域決定の日以前

から引き続き市街化調整区域に生活の本拠を有する世帯の構成員であり、下記条件を全

て満たす者であること。 

・本家の世帯構成員として生まれ育ち、分家住宅の許可申請日まで継続して２０年以上居 

住していること。 

・本家から別居していた期間がある場合には、その期間中に分家住宅の該当要件イ(ア)ｂ

等の分家をしたとみなされる行為がなく、短期間で本家に戻ることが明確であったこと。 

・現在、本家が市街化区域にある場合は、当該場所が昭和 45 年 10 月 15 日の時点で市街

化調整区域であり、その時点から現在まで継続して本家がその場所に存する場合に限

る。       

    ｂ 市街化区域内に贈与等できる住宅の建築が可能な土地（既に建築物等が存している土

地及び住宅地としては不適当な土地以外の土地）を有していないこと。 

      なお、市街化区域内に有する土地が既に第三者への借地又はアパート等の用に供する

土地として既に建築物が建築されており、かつ、申請者が入居できないことが明らかで

ある場合も、贈与等できる住宅の建築が可能な土地を有していないとみなすことができ

るものとする。 

   (ｴ)建築物に関する要件 

    ａ 建築物の用途は、申請者の自己用住宅の用に供するものであること。 

    ｂ 建築物の規模は、延べ面積が 280 ㎡以内、附属建築物である車庫については床面積が

45 ㎡以内とし、物置等のその他の附属建築物については一用途につき床面積が 30 ㎡以

内であること。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 分家に関する申立書・土地贈与（使用貸借）承諾書（※印鑑証明書） 

   (ｲ) 申請者と贈与（使用貸借）者との親族関係を証する書類（※戸籍謄本） 

   (ｳ) 家族を有することを証する書類（※住民票等） 

     ただし、結婚予定者の場合は婚約証明書（媒酌人印鑑証明書） 

(ｴ) 申請者は、住宅等及び建築可能な土地等を所有していないことを証する書類（※資産証

明書等） 

   (ｵ) 申請者が、現在借家していることを証明する書類（※大家からの借家証明書等） 

   (ｶ) いわゆる本家たる贈与（使用貸借）者（世帯）は、市街化調整区域決定の日以前から当

該地域に生活の本拠を有していたことを証する書類（※住民票等） 
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   (ｷ) いわゆる本家たる贈与（使用貸借）者（世帯）は、市街化区域内に贈与することができ

る土地を所有していないことを証する書類（※固定資産税名寄帳等） 

   (ｸ) いわゆる本家（世帯）が所有する土地の所在を示す図面（縮尺１/2,500 又は 

１/10,000） 

   (ｹ) いわゆる本家たる贈与（使用貸借）者（世帯）は、市街化調整区域決定の日以前から引

き続き所有している土地であることを証する書類（※土地登記簿謄本等） 

   (ｺ) 住宅事情申立書 

(ｻ) 土地選定理由書 

(ｼ) 農業振興地域除外地を証明する書類 

(ｽ) 自己用専用住宅以外に使用しない旨の申立書 

                            ※３ケ月以内のもの 

 

② 収用対象事業の施行による移転 

  ア 一般的事項 

 土地収用法第３条各号に規定する事業の施行により、市街化調整区域に存する建築物が移

転又は除却しなければならない場合において、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同

一の用途、規模及び構造で建築される建築物については、適切な規模等のもので適切な位置

に建築される限りそれ自体市街化の促進として捉える必要はなく、また、従来より市街化調

整区域に存していた建築物の移転先を一律に市街化区域に求めさせることも著しく適切を欠

くことから、公共事業の円滑な執行及び被収用者の生活権を保障する観点から許可し得るこ

ととしたものです。 

    なお、収用対象建築物が市街化区域に存する場合を全面的に排除するものではありません

が、この場合は、市街化調整区域に求めざるを得ない合理的客観的理由を慎重に審査し、や

むを得ないと認められる場合に限られます。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 当該収用対象事業の施行が確実であること。 

   (ｲ) 移転対象となる建築物が不適法な建築物でないこと。 

   (ｳ) 建築物の全部又は一部を除却又は移転しなければならないこと。 

   (ｴ) 移転先は、原則として同一行政区域又は都市計画区域内の移転であること。 

(ｵ) 市街化調整区域内に存する移転対象となる借家の借家人が、当該市街化調整区域に移転

先を確保するため自己用建築物を建築する場合にあっては、次のすべての要件に該当す

ること。 

    ａ 生活権及び営業権等の見地から、当該日常生活圏において従前と同様の権利関係を維

持する必要があり、市街化区域に移転したのでは権利関係の継続が不可能であること。 

    ｂ 当該日常生活圏においては、従前と同様の借家が存しないこと。 

    ｃ 当該収用対象建築物の所有者（貸主）が、当該収用対象事業の施行により市街化調整

区域内への建築物の移転をしない場合であること。 

   (ｶ) 地域の土地利用と調和のとれた開発であり、予定建築物についても周辺の環境と調和の

とれたものであること。 
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   (ｷ) 敷地面積及び予定建築物の延べ面積が、原則として従前と同規模であること。ただし、

やむを得ない理由があるときは、次の表に掲げる面積の範囲内であること。 

なお、当該開発行為において、公共施設としての位置付けをした道路を整備する部分に

ついては、敷地面積に算入しない。 

また、居住用建築物の附属建築物である車庫については床面積が 45 ㎡以内とし、物置

等のその他の附属建築物については一用途につき床面積が 30 ㎡以内であること。 

用途 居住用 その他 

敷地

面積 

移転前 500 ㎡以内 500 ㎡超 250 ㎡以内 1,000 ㎡以内 2,000 ㎡以内 2,000 ㎡超 

移転後 500 ㎡以内 従前と同じ 500 ㎡以内 10 割増以内 1,000 ㎡増以内 ５割増以内 

延べ

面積 

移転前 280 ㎡以内 280 ㎡超 すべて 

移転後 280 ㎡以内 従前と同じ ５割増以内 

   (ｸ )当該建築物の用途が同一であり、構造が著しく異ならないこと。 

     なお、用途については、併用住宅であったものを移転後やむを得ない理由により当該業

務を継続せず専用住宅とする場合、又は社会通念上、通常併設されると認められる移転対

象建築物の管理上及び利用上必要不可欠な建築物を移転先において建築する場合はこの限

りでない。 

   (ｹ) 市街化区域から市街化調整区域に移転を認める場合は、市街化区域に代替建築物を建築

することが可能な土地を所有しておらず、かつ、次のいずれかに該当すること。 

    ａ 密集市街地等により市街化区域内に適地を確保することが困難である場合 

    ｂ 申請者において、従前から代替予定地としてではなく、市街化調整区域内に周辺の地

域の土地利用と調和のとれた適切な土地を所有しており、市街化区域には土地を所有し

ておらず、移転先をあえて市街化区域に求めさせる合理的事情に乏しい場合 

    ｃ 起業者において、事前に許可権者と協議を行い、了承を得て被収用者に適当な土地を

代替地としてあっせんし、起業者、土地取得者及び土地譲渡者間での三者契約により土

地を取得する場合 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 起業者が発行する公共事業による建築物等移転証明書 

   (ｲ) 事業実施計画平面図（縮尺 1/1,000 以上） 

   (ｳ) 移転前後の位置を表示した図面（縮尺 1/1,000 以上） 

   (ｴ) 移転対象物件の従前地における配置図（縮尺 1/1,000 以上） 

   (ｵ) 移転前後対照表 

(ｶ) 敷地、予定建築物の規模が同程度を超える場合は、その理由書 

(ｷ) 土地選定理由書 

(ｸ) 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

 ③ 社寺、仏閣、納骨堂等 

  ア 一般的事項 

 当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施

設を対象とするものとし、通常既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地

蔵堂等を構成する建築物を典型例とするが、その他の宗教活動上の施設（原則として宗教法
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人の行う儀式、教化育成のための施設及びこれに付属する社務所、くり等規模、構造、設計

等がこれら宗教活動上の必要に照らしてふさわしいものとし、宿泊施設及び休憩施設は原則

として含まない。）であって当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布そ

の他に照らし、特に当該地域に立地する合理的事情の存するものを含むものと考えられる施

設は、許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 当該市街化調整区域を中心とした地域社会の住民の日常の宗教的生活に関連した施設で

あること。 

   (ｲ) 申請者は、宗教法人法第４条に定める宗教法人であること。 

   (ｳ) 当該地域の周辺に相当数の信者が居住していること。 

   (ｴ) 宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設及びこれらに付属する社務所、庫裡等（規

模、構造、設計等は、宗教活動上の必要に照らしてふさわしいもの）であり、宿泊施設及

び休憩施設（手洗所、便所等を除く。）は含まないこと。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 宗教法人であることを証する書類（※法人登記簿謄本） 

   (ｲ) 檀家、氏子等信者の分布を表示した図面（縮尺１/2,500 又は１/10,000） 

   (ｳ) 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

                                   ※３ケ月以内のもの 

宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号） 

 （宗教団体の定義） 

第２条 この法律において、「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者

を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 

 ⑴ 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 

 ⑵ 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類す

る団体 

 （境内建物及び境内地の定義） 

第３条 この法律において「境内建物」とは、第１号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目

的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第２号から第

７号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土

地をいう。 

 ⑴ 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務

院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物（附属

の建物及び工作物を含む。） 

 ⑵ 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地（立木竹その他建物及び工作物以外の定着

物を含む。以下この条において同じ。） 

 ⑶ 参道として用いられる土地 

 ⑷ 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地（神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含 

む。） 

 ⑸ 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地 
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 ⑹ 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地 

 ⑺ 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地 

 （法人格） 

第４条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。 

２ この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。 

 

④ 既存事業所に従事する者の住宅、寮等 

  ア 一般的事項 

 第１号から第 13 号までの規定により許可を受けた開発行為に係る事業所又は従前から市

街化調整区域内に存する事業所において業務に従事する者の住宅、寮等で、事務事業の性質

上及び管理上、特に当該土地の区域に建築することがやむを得ないと認められるものは、許

可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 昼夜交替制で 24 時間操業である等の事務事業の性質上、事業所と従業員の住宅、寮等

が至近距離にあることが必要不可欠であり、市街化区域に設置したのでは、事業の遂行に

支障をきたす事情が存すること。 

   (ｲ) 申請地は事業所に近隣接していること。 

   (ｳ) 住宅、寮等の規模が、現に当該施設を利用しなければならない従業員等の人数等からみ

て過大でないこと。 

   (ｴ) 既存事業所が法 34 条 14 号の規定により許可を受けた者である場合は、事業所の立地と

一体的に計画されたものであって、適切な規模を超えないものであること。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 住宅、寮等を必要とする旨の申立書 

   (ｲ) 事業所と申請地の位置を表示した図面（縮尺１/2,500） 

(ｳ) 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

⑤ 地区集会所等（法第 29 条第１項第３号に規定する施設に準ずる施設） 

  ア 一般的事項 

 地区集会所、集落青年館、社会教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に規定する公民館等に準

じた公益的施設の建築を目的として行う開発行為は、許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 当該施設は、社会教育法第 20 条の規定による公民館等に準じた公益施設であって、原

則として本市の助成を受けて建設するものであること。 

   (ｲ) 利用対象者は、当該地区の住民であること。 

   (ｳ) 管理運営規定の定めるところにより、町内会、自治会等の自治組織において運営され、

適正な維持管理が行われるものであること。 

   (ｴ) 当該施設は、その対象とする利用者の利便を考慮した位置に設置されるものであること。 
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   (ｵ) 当該施設の規模は、利用対象戸数に応じたものとして、次表の要件に合致するものであ

ること。 

なお、当該開発行為において、公共施設としての位置づけをした道路を整備する場合は、

敷地面積に算入しない。 

利用対象者 敷地面積 延べ面積 

50 戸未満 300 ㎡以内 100 ㎡以内 

50 戸以上 1,000 ㎡以内 300 ㎡以内 

   (ｶ) レジャー的施設やその他の目的の施設と併用されるものでないこと。 

なお、農林漁業生活改善施設その他の制度的に当該施設の公益性が担保されているもの

については、法第 34 条第１号に該当するものとして取り扱うこととします。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 地区集会所建設事業計画書 

   (ｲ) 集会所の管理運営規定 

   (ｳ) 市町村が補助する旨を証する書類 

   (ｴ) 利用対象者の分布を表示した図面（縮尺１/2,500） 

   (ｵ) 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

⑥ 敷地の拡張 

  ア 一般的事項 

 既存建築物の建て替えにおいて、やむを得ない理由により既存敷地に隣接する土地に敷地

を拡張し、当該土地と一体として利用する場合に行う開発行為は、許可し得ることとしたも

のです。ただし、拡張する土地の面積が 30 ㎡以内の場合は、許可が不要となります。 

    なお、市街化区域にある建築物が、隣接する市街化調整区域の決定の日以前から存してい

る場合、敷地拡張を当該市街化調整区域に行うことに合理的な理由があるときには該当する

ものとします。 

    また、附属建築物を建築するために敷地を拡張しようとする際に、既存敷地の周囲に建築

物が連たんしている等やむを得ない理由により既存敷地に隣接して拡張することができない

場合には、必要最小限の範囲で、近接した土地において行う開発行為も該当します。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 既存の敷地が狭隘である等、敷地を拡張するのにやむを得ない事情があること。 

   (ｲ) 事業用施設にあっては、主として事業活動の効率化又は質的改善を目的とするものであ

ること。 

   (ｳ) 不適法な建築物でないこと。 

   (ｴ) 周辺の土地利用と調和が図られるとともに、将来の計画的な市街地形成上も支障となら

ないものであり、当該地域に想定される用途地域等に適合するものであること。 

   (ｵ) 拡張後の予定建築物の延べ面積は、居住用建築物については 280 ㎡以内、附属建築

物である車庫については 45 ㎡以内とし、物置等のその他の附属建築物については一用

途につき 30 ㎡以内であること。また、その他の建築物については過大でないこととし

ているが、原則として次の表に掲げる規模以内であること。 
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用途 居住用 その他 

拡張前 280 ㎡以内 280 ㎡超 すべて 

拡張後 280 ㎡以内 不許可 ５割増以内 

   (ｶ)  拡張後の敷地面積は、次の表に掲げる規模以内であること。 

用途 居住用 その他 

拡張前 500 ㎡以内 500 ㎡超 250 ㎡以内 1,000 ㎡以内 2,000 ㎡以内 2,000 ㎡超 

拡張後 500 ㎡以内 不可※ 500 ㎡以内 10 割増以内 1,000 ㎡増以内 ５割増以内 

※一般住宅で、拡張後の敷地面積が 500 ㎡を超える場合においては、上記イ(ア)から

(オ)の該当条件に加えて、下記条件に全て合致する場合にのみ敷地を拡張することが

できる。 

(1) 建築基準法上の接道義務を満たしておらず、その原因が建築主、建築物所有

者及び使用者等の責めによらず、敷地を拡張するやむを得ない事情があること。 

(2) 拡張する敷地は、既存敷地を接道させるために必要となる最小限の面積とす

る。ただし、分割することにより、狭小もしくは不整形で利用が困難な土地が生

じる場合には、その部分を拡張する敷地に含めることができる。 

ウ 添付書類 

   (ｱ)拡張前後の敷地の範囲を表示した図面（縮尺 1/1,000 以上） 

   (ｲ)敷地を拡張しなければならない理由書 

   (ｳ)拡張前後対照表 

(ｴ) 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

 ⑦ 有料老人ホーム 

  ア 一般的事項 

 老人福祉法第 29 条第１項に規定する有料老人ホームのうち、当該施設の設置及び運営が

国の定める基準に適合する優良なものであって、その立地がやむを得ないと認められるもの

については、許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 当該有料老人ホームの設置及び運営が厚生労働省の策定する「有料老人ホーム設置運営

標準指導指針」における基準に適合していること。 

(ｲ) 「福島県有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合するものであること。 

   (ｳ) 当該有料老人ホームに係る権利関係は、利用権方式又は賃貸方式のものであることとし、

分譲方式のものは認めないこと。 

   (ｴ) 次のいずれかに該当すること。 

a 市街化調整区域に立地する病院又は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護施設機能

と密接に連携しつつ立地する必要がある場合、入居一時金及び利用料に関する国の基準

に従い適正な料金設定がなされている場合等施設の機能、運営上の観点から市街化区域

に立地することが困難又は不適当であること。なお、密接な連携とは、連携を図る医療

施設等が、既に市街化調整区域に存在し、かつ、その施設との距離が 2ｋｍ以内である

こと、及び既存の医療施設の運営者が、新たに申請する有料老人ホームの運営者と同一

もしくは同一とみなせることをいう。 
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b 当該有料老人ホームの全てが特定施設入居者生活介護施設に該当する場合は、温泉等の

既存地域資源を利用する、もしくは、平成 18 年以前から建築用地を継続して所有してい

る等、その場に立地する特段の理由があること。 

   (ｵ) 当該有料老人ホームの立地につき、その開発区域を管轄する市町村の福祉施策、都市計

画の観点から支障がないことについて、当該市町村長が承認を与えたものであること。な

お、申請する施設の全てが特定施設入居者生活介護施設に該当する場合は、市長から承認

を受けたものとみなす。 

   (ｶ)地域の特性、経済社会の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、市街化区

域と市街化調整区域に係る区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、当該開発行為又は

建築行為の目的、位置、規模等を個別具体的に検討し、有料老人ホーム担当部局と十分な

連絡調整の上、安定的な経営確保が図られていることが確実なものであること。 

 ウ 添付書類 

   (ｱ) 厚生労働省が策定した「有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合している旨の証明 

(ｲ) 「福島県有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合している旨の証明 

   (ｳ) 管理運営規定 

   (ｴ) 市町村長が承認した旨の証明 

   (ｵ) 市街化区域に立地することが困難又は不適当である旨の理由書 

   (ｶ) 事業計画書 

   (ｷ) 土地の登記簿謄本、公図の写し等     

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号） 

 （届出等） 

第 29 条 有料老人ホーム（老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は

その他日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令でさだめるもの（以下「介護等」という。）

の供与（他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含む。）をす

る事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その

他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、あらか

じめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なけれ

ばならない。 

⑴ 施設の名称及び設置予定地 

 ⑵ 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

 ⑶ 条例、定款その他の基本約款 

 ⑷ 事業開始の予定年月日 

 ⑸ 施設の管理者の氏名及び住所 

 ⑹ 施設において供与される介護等の内容 

 ⑺ その他厚生労働省令で定める事項 

２～12 略 

 

⑧ 既存集落内における自己用住宅 

  ア 一般的事項 
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 地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、

コミュニティ、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体

的な日常生活圏を構成していると認められる集落であって、相当数（おおむね 50 戸以上）

の建築物が連たんしている集落（以下「既存集落」という。）内において行われるやむを得

ない理由により建築する自己用住宅については、周辺の土地利用に支障を及ぼさないもので

ある場合に、許可し得ることとしたものです。 

    自然的条件については、河川、山林、高速道路等により、明確に市街化区域と日常生活圏

が分断されているか否かにより判断し、社会的条件については、同一の字、町内会組織、学

区等の生活圏単位のほか、日常生活に関連する次に掲げる施設の利用形態の共通性等にも照

らして総合的に判断します。 

    ・日用品店舗、サービス店舗等の生活利便施設 

    ・公園、地区集会所、郵便局等の公益的施設 

    ・鉄道、バス、道路等の利用交通施設 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 当該既存集落は、独立して一体的な日常生活圏を構成していることについて、おおむ

ね 50 戸以上の建築物（附属建築物を除く。）が連たんしていること。 

   (ｲ) 当該既存集落内で自己用住宅を建築するものであること。 

   (ｳ) 申請人が、当該申請地を市街化調整区域の指定以前から所有（所有していた者から当該

決定後に相続により所有した土地を含む。）していたこと。また、市街化調整区域の指定

以前から引き続き当該既存集落内に生活の本拠を有する世帯の構成員であること。 

   (ｴ) 現に自己の住居を所有していない、又は現に居住している住宅が狭小、立退き等の事情

により自己用住宅を建築する合理的な理由があること。 

   (ｵ) 敷地面積は、原則として 500 ㎡以内であること。なお、当該開発行為において、公共施

設としての位置づけをした道路を整備する部分については、敷地面積に算入しない。 

   (ｶ) 予定建築物は、自己の居住の用に供するための一戸の専用住宅であり、これにふさわし

い規模、構造、設計等で延べ面積は 280 ㎡以内、附属建築物である車庫については床面積

が 45 ㎡以内とし、物置等のその他の附属建築物については床面積が 30 ㎡以内であること。 

  ウ 添付書類 

(ｱ) 申請人が、市街化調整区域の指定以前から当該土地を所有していたことを証する書類

（※土地登記簿謄本等） 

(ｲ) 申請人が、線引き以前より継続して居住している世帯の構成員である旨を証する書類

（※住民票等） 

(ｳ) 申請者が、市街化区域内に土地を所有していないことを証する書類（※固定資産税名寄

帳） 

(ｴ) 申請者が、住宅を所有していないことを証する書類（※資産証明書等） 

(ｵ) 建築しようとする事情に係る申立書 

(ｶ) 既存集落の範囲及び主要な公共、公益施設の配置を表示した図面 

                                  ※３ケ月以内のもの 
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⑨ 大規模既存集落内における自己用住宅等 

  ア 一般的事項 

 独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落であって当該

都市計画区域内に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度にある集落に

おいて、あらかじめ知事又は市長が指定した集落（以下「大規模既存集落」という。）内に

おいて建築することがやむを得ないものと認められる次に掲げる建築物の用に供する開発行

為は、許可し得ることとしたものです。 

    ａ 自己用住宅 

    ｂ 分家住宅 

    ｃ 小規模な工場等（原則として当該大規模既存集落に、当該市街化調整区域に関する都

市計画が決定され又は当該都市計画を変更してその区域が拡張される前から生活の本拠

を有する者が設置するものに限る。） 

    ｄ 公営住宅（主として当該大規模既存集落に居住するものを入居対象とする目的で建設

されるものに限る。） 

  イ 大規模既存集落の指定要件 

下記の要件を満たす集落のうち、当該都市計画区域に係る市街化区域における人口、産業

の動向、土地利用の状況等の市街化の動向、市街化区域からの距離等を勘案し、市街化を促

進するおそれがないと認めてあらかじめ知事及び市長が指定した集落内における開発行為が

該当します。 

なお、大規模既存集落の指定は、字程度の地区名で行われ、おおむねの区域を 2,500 分の

１の図面に仮置の線で表示することとなり、原則として集落の区域は当該線の内側というこ

とになりますが、線の縁辺部については、集落内から宅地的土地利用が連続した土地であり、

申請地に優良農地を含まず、戸数密度が、申請地を含む半径 100ｍの円形の区域内又は主要

道路に沿った３ha の矩形の区域内において７戸/ha 以上である場合には、集落内と同様に扱

います。 

(ｱ) 独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落 

地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利

便、コミュニティ、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らして独立

して一体的な日常生活圏を構成していると認められ、かつ、相当数の建築物が連たんして

いる集落と考えられ、特に社会生活に係る施設としては、当該集落に小･中学校、鉄道の

駅若しくはバス停留所、日用品店舗等、行政センター、病院若しくは診療所等の施設がお

おむね存することを基準としております。 

(ｲ) 当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度 

当該集落に係る戸数密度（ha 当たり平均戸数）が当該市街化区域に係る計画戸数密度

（将来人口密度から想定される戸数密度）とほぼ同程度と判断します。 

  ウ 指定されている大規模既存集落 

   (ｱ) 熱海町安子島地区 

   (ｲ) 逢瀬町河内地区 

   (ｳ) 逢瀬町多田野地区 
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   (ｴ) 日和田町高倉地区 

エ 該当要件 

   (ｱ)自己用住宅 

ａ 申請者については、市街化調整区域の指定以前から当該大規模既存集落内に生活の本

拠を有する世帯の構成員であること。なお、収用対象事業の施行に伴う建築物の移転等

により市街化調整区域の指定以後、当該大規模既存集落内に生活の本拠を有することと

なった世帯の構成員も対象とすることができます。 

⒜ 生活の本拠を有すること。 

事実上の生活を営んでいるということであり、現に居住している場合に限ります。

また、住民票が当該大規模既存集落内に存しない場合でも、事実上の生活の場として

居住しているものは該当します。 

⒝ 事実上の生活の本拠を有していること。 

住民税の納付証明及び当該大規模既存集落内に線引き以前より生活の本拠を有する

複数の住民からの証明等により総合的に判断するものとします。 

     ⒞ 線引き以前から、又は収用対象事業の施行に伴う移転によって以降、当該大規模既

存集落内に生活の本拠を有すること。 

申請時現在まで継続して生活の本拠を有することを含みますが、被災等やむを得な

い理由により一時的に生活の本拠を変更した者については、変更期間が短期間であり、

従前の同一世帯の構成員が、当該大規模既存集落内に引き続き生活の本拠を有してい

ればよいものとします。 

ｂ 建築物ついては、前述⑧既存集落内における自己用住宅の該当要件(ｴ)～(ｶ)に合致す

るものであること。 

   (ｲ)分家住宅 

ａ 申請者については、市街化調整区域の指定以前から当該大規模既存集落内に生活の本

拠を有するいわゆる本家の世帯構成員であること。なお、収用対象事業の施行に伴う建

築物の移転等により市街化調整区域の指定以後、当該大規模既存集落内に生活の本拠を

有することとなった者の世帯構成員についても対象とすることができます。 

ｂ 建築物については、前述①分家住宅の(ア)申請者に関する要件、(イ)土地に関する要

件のｃ及びｄ、(ウ)本家に関する要件のｂ及び(エ)建築物に関する要件に合致するもの

であること。 

   (ｳ)小規模な工場等 

 ａ 申請者については、市街化調整区域の指定以前から当該大規模既存集落内に生活の本

拠を有する世帯の構成員として生まれ育った者であること。なお、収用対象事業の施行

に伴う建築物の移転等により市街化調整区域の指定以後、当該大規模既存集落内に生活

の本拠を有することとなった者も対象とすることができます。 

    ｂ 工場、事務所、店舗又は運動･レジャー施設である建築物であって、予定建築物が周

辺における土地利用と調和のとれたものであること。 



 - 191 -

ｃ 申請者が、定年、退職等やむを得ない事情により自己の生計を維持するために必要と

する自己の業務の用に供する建築物で、その経営形態、運営管理上の観点から当該大規

模既存集落内において建築することがやむを得ないと認められるものであること。 

ｄ 敷地面積が 1,000 ㎡以内、予定建築物の延べ面積が 500 ㎡以内であり、周辺における

土地利用と調和のとれたものであること。 

   (ｴ)公営住宅 

    ａ 申請者については、主として当該大規模既存集落及びその周辺の地域に居住している

者を入居の対象とすることを目的として建設される公営住宅法第２条第２号に規定する

公営住宅（福島県及び郡山市が建設するものを除く。）であって、その規模がその地域

の入居対象者数を勘案して適切なものであること。 

  エ 添付書類 

   (ｱ)大規模既存集落内にある申請地を表示した図面 

   (ｲ)公営住宅以外については、申請者が市街化調整区域の指定以前から当該大規模既存集落

内に生活の本拠を有するいわゆる本家の世帯構成員であること（※住民票等） 

(ｳ)自己用住宅については、前述⑧既存集落内における添付書類の(ｲ)から(ｵ)までに掲げる

もの 

   (ｴ)分家住宅については、前述①分家住宅の添付書類（(ｶ)、(ｹ)を除く。）に掲げるもの 

   (ｵ)小規模な工場等については、新規に事業を営む理由書 

   (ｶ)公営住宅については、入居対象者の範囲を記した計画書 

                               ※３ケ月以内のもの 

 

⑩ 指定沿道等における大規模流通業務施設 

  ア 一般的事項 

    あらかじめ知事又は市長が「大規模流通業務区域」として指定する４車線以上の国道、都

道府県道等の沿道又は高速自動車国道等のインターチェンジ周辺であって、現在及び将来の

土地利用上からも支障とならない区域において立地することがやむを得ないと認められる大

規模な流通業務施設の建設を目的とする開発行為については、許可し得ることとしたもので

す。 

なお、市街化調整区域における一般貨物自動車運送事業の用に供する施設については、一

般貨物自動車運送事業者が、市街化調整区域において特別積み合わせ貨物運送を行う事業者

から既存の施設を賃借して営業所等を設置する場合に、本来、法第 43 条の許可等を受ける

必要があるにもかかわらず、当該許可等を受けないまま貨物自動車運送事業法上の新規許可、

事業変更認可等を受けている事例が見受けられますが、運輸担当部局が、一般貨物自動車運

送事業の用に供する営業所等の設置に係る貨物自動車運送事業法第３条の許可、第９条の認

可等の申請を受理した場合、開発許可担当部局に対し照会がなされる等の措置が講じられる

こととされていますので、運輸担当部局と密接な連絡をとる必要があります。 

  イ 大規模流通業務施設の指定要件 

(ｱ)４車線以上の国道、都道府県道等 

４車線以上の市町村道も含まれます。 
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(ｲ)高速自動車国道等 

道路整備特別措置法により料金徴収が認められている一般国道、都道府県道及び市町村

道を含みます。 

(ｳ)インターチェンジ周辺 

地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、市街化区

域と市街化調整区域に係る区域区分の態様、交通の状況等の事情を総合的に勘案して判断

されるものであること。 

(ｴ)現在及び将来の土地利用上支障がない。 

当該区域に優良農地が含まれないこと及び将来において住居系の土地利用が想定されて

いないこと等により判断すること。 

  ウ 指定されている大規模流通業務地区 

   県道郡山停車場線東側沿線（安積町笹川地区） 

エ 該当要件 

   (ｱ) 申請地は、知事の指定に係る国道、県道等から直接進入できるよう、それらの道路に

接して計画されていること。 

   (ｲ) 次のいずれかに該当する大規模な流通業務施設であること。 

    ａ 貨物自動車運送事業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第

６項に規定する特別積み合わせ貨物運送に該当しないものの用に併される施設で、地方

運輸局長等が積載重量５t以上の大型自動車がおおむね１日平均延べ 20 回以上発着する

と認定するもの 

    ｂ 倉庫業法第２条第２項に規定する倉庫業の用に供する同法第２条第１項に規定する倉

庫で、地方運輸局長等が積載重量５t以上の大型自動車がおおむね１日平均延べ 20 回以

上発着すると認定するもの 

   (ｳ) 当該施設の立地に当たって営業範囲を含む都市計画区域の市街化区域に工業系の用途

がないか、あっても同地域内に適地がないと認められるもの、又は当該施設を市街化区域

内に立地した場合、周辺地域の交通の安全に支障を来たし若しくは交通機能を阻害し又は

居住環境を悪化させると認められるものであること。 

   (ｴ) 当該施設は、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の

状況、市街化区域と市街化調整区域に係る区域区分の態様、交通の状況、地域における物

流の特性等に即して相当と判断され、また、その事業計画に照らして適切な規模のもので

あること。 

  オ 添付書類 

   ① 指定区域内に申請地がある旨を表示した図面 

   ② 市街化区域に適地がないことを説明する書類 

   ③ 土地の登記簿謄本、公図の写し等 
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貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号） 

 （定義） 

第２条 略 

 （一般貨物自動車運送事業の許可） 

第３条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければな

らない。 

第９条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更（第３項に規定するものを除く。）をしよ

うとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 

２ 第６条の規定は、前項の認可について準用する。 

３ 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更を

するときは、あらかじめその旨を国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更を 

したときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。 

倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号） 

 （定義） 

第２条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅

失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供

するものをいう。 

２ この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管（保護預かりその他の他の

営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預かりその他の比較的短期間に限り行われる保管

であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第６条第１項第４号の基準に

適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令

で定めるものを除く。）を行う営業をいう。 

３ この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人（事業として又は

事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。）の物

品の保管の用に供する倉庫をいう。 

４ この法律で「倉庫証券」とは、預証券及び質入証券又は倉荷証券をいう。 

 （登録） 

第３条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 

 

 ⑪ 介護老人保健施設 

ア 一般的事項 

  介護保険法第８条第 28 項に定める介護老人保健施設で、社会福祉法第２条第３項第 10 号

に規定する第２種社会福祉事業の用に供せられるもの以外の施設の建築を目的とする開発行

為については、本市の土地利用計画と整合性が図られ、計画的な市街地形成に際して支障と

ならないものについて許可し得ることとしたものです。 

    なお、介護保険法に係る開設許可がなされなければ、施設の設置はできないこととなりま

すので、開発審査会に附議する前に開発許可権者と介護老人保健施設担当部局とが事前に十

分な連絡調整を図る必要があります。 

イ 該当要件 
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   (ｱ)介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

（平成 11 年３月 31 日厚生省令第 40 号）第 30 条第 1項に規定する協力病院が近隣に存す

ること。 

   (ｲ)立地予定地域の需要に応じた規模であり、他の地域からの利用を数多く想定した大規模

なものでないこと。 

   (ｳ)近接する市街化区域に適地が存在しない等、当該市街化調整区域に立地するやむを得な

い理由があること。 

   (ｴ)将来の本市の土地利用計画に整合し、周辺の環境に悪影響を及ぼさないものであって、

計画的な市街化を図る上で支障とならないこと。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ)申請地及びそれに近接する協力病院の位置を表示した図面 

   (ｲ)立地を予定している地域の要介護老人数等を踏まえて見込まれるその地域の需要を考慮

した規模であることを明示した事業計画書等 

   (ｳ)市街化区域に適地がないことを説明する書類 

   (ｴ)周辺の土地利用計画と調和が図られ、かつ、将来の計画的な市街地形成に際して支障と

ならない旨の意見書 

   (ｵ)土地の登記簿謄本、公図の写し等 

市街化調整区域において一定の要件の下に建設が認められている介護老人保健施設 

施設名 根拠法令 施設の概要 設置者 設置要件 監督規定 

介護老人保健施

設 

介護保険法 

第８条 

第 28 項 

要介護者に対し、施設サービス計

画に基づいて、看護、医学的管理

の下における介護及び機能訓練そ

の他必要な医療並びに日常生活上

の世話を行うことを目的とする施

設 

都道府県 

医療法人 

社会福祉

法人 

その他厚

生労働大

臣が定め

るもの 

許可 

（ 都 道 府 県

知事） 

・報告徴収 

（厚生労働大臣、

都道府県知事・

市長） 

・設備の使用制限 

・管理者の変更命

令 

・改善命令 

・許可取消 

（都道府県知事） 

 

介護保険法（平成９年法律第 123 号） 

 （定義） 

第７条 略 

第８条  

１～27 略 

28 この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の

維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者

（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要

介護者」という。）に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医療的管理の下における介護

及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第

九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介

護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医療的
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管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 

29 略 

 （開設許可） 

第 94 条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道

府県知事の許可を受けなければならない。 

２～６ 略 

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号） 

 （定義） 

第２条 略 

２ 略 

３ 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 

⑽ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定す

る介護老人保健施設を利用させる事業 

４ 略 

 

⑫ 既存の権利を期限内に行使できなかった者に係る自己用住宅 

  ア 一般的事項 

    法第 34 条第 13 号の規定に基づく既存の権利の届出に係るもので、期限内に権利を行使す

ることができなかったことにつきやむを得ない理由がある場合に、自己用住宅の建築に限っ

て許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

(ｱ)法第 34 条第 13 号の規定による既存の権利の届出を行い、届出の目的が自己の居住の用

に 供する住宅の建築であって、既存の権利を期限内に行使できなかったことについてや

むを得ない理由が存する者の申請に係るものであること。 

   (ｲ)届出をした者が居住するための住宅を建築するものであること。 

   (ｳ)既に宅地化がなされている区域内に存する土地であること。 

   (ｴ)申請者が、現に住宅を所有していない者であること。 

   (ｵ)敷地面積は、法第 34 条第 13 号の規定による既存の権利の届出をした面積以下であるこ

と。ただし、その面積が 500 ㎡を超えるときは、500 ㎡以内であること。 

   (ｶ)建築物の規模は、延べ面積が 280 ㎡以内、附属建築物である車庫については床面積が 45

㎡以内とし、物置等のその他の附属建築物については床面積が 30 ㎡以内であること。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 既存の権利を期限内に行使できなかった旨の理由書 

   (ｲ) 申請者が住宅を所有していないことを証する書類（※資産証明書等） 

   (ｳ) 既存の権利の届出の受理証の写し 

      (ｴ) 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

                               ※３ケ月以内のもの 

 

⑬ 研究対象が市街化調整区域である研究施設 
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  ア 一般的事項 

 市街化調整区域内に建設しなければ、研究対象の特性等により目的を達し得ない研究施設

については、許可し得ることとしたものです。 

 

 ⑭ 土地区画整理事業施行後の土地における建築物 

  ア 一般的事項 

    市街化調整区域内で行われる土地区画整理事業は、知事があらかじめ開発審査会に諮って

承認を得たものですから、事業完了後に二次的に行われる造成工事や土地区画の変更につい

ては、当該事業計画と整合し、計画的な開発に支障とならないものに限って、許可し得るこ

ととしたものです。 

  イ 添付書類 

    換地処分を了した旨を証する書類（換地処分通知書） 

 

⑮ 災害危険区域等に存する建築物の移転 

  ア 一般的事項 

 建築基準法第 39 条第１項の規定に基づく災害危険区域に指定した区域内に存する建築物

等で、行政庁の勧告命令等に基づき移転する場合は、収用対象事業施行に伴う移転に準じて

取り扱うこととし、一定の要件を満たすものについては、許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 次のいずれかに該当する移転であること。 

    ａ がけ地近接危険住宅の移転事業として行う移転 

    ｂ 地すべり防止法第 24 条第３項の規定による承認を受けた関連事業計画に基づく移転 

    ｃ 土砂災害防止法第 25 条第１項の勧告に基づく移転 

    ｄ 建築基準法第 10 条第１項の命令に基づく移転 

e  その他条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づくａからｅまでと同等と認められ

る移転 

   (ｲ) 前記②収用対象事業の施行による移転に係る該当要件中(ｲ)及び(ｴ)から(ｹ)までに該当

するものであること。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 事業施行者の発行する証明書又は行政庁の発した勧告書、命令書等の写し 

   (ｲ) 移転前後の位置を表示した図面 

   (ｳ) 移転対象物件の従前地における配置図 

   (ｴ) 移転前後対照表 

   (ｵ)  土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号） 

（関連事業計画） 

第 24 条 都道府県知事は、地すべりによる被害を除却し、又は軽減するため必要があると認める

ときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲
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げる事項を記載した計画（以下「関連事業計画」という。）の概要を作成し、地すべり防止区域

の存する市町村の長にこれを提示して、当該市町村における関連事業計画を作成するよう勧告す

ることができる。 

 ⑴ 家屋その他の施設若しくは工作物の移転若しくは除却又は除却される家屋その他の施設若し

くは工作物に代る家屋その他の施設若しくは工作物の建設に関すること。 

 ⑵ 農地の整備又は保全に関すること。 

 ⑶ 農道、かんがい排水施設又はため池の整備に関すること。 

 ⑷ 前３号に掲げる事項に直接関連して地すべり防止区域外において特に必要とされるこれらの

号に掲げる事項 

２ 前項の勧告に応じて関連事業計画を作成しようとするときは、市町村長は、主務省令で定める

ところにより、あらかじめ当該計画に係る事項について利害関係を有する者又はこれらの者の組

織する団体の意見をきかなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 関連事業計画を作成し、又は変更したときは、市町村長は、主務省令で定めるところにより、

その内容を公表しなければならない。 

（立退の指示） 

第 25 条 都道府県知事又はその命を受けた職員は、地すべりにより著しい危険が切迫していると

認められるときは、必要と認める区域内の居住者に対し避難のために立ち退くべきことを指示す

ることができる。この場合においては、都道府県知事又はその命じた職員は、直ちに、当該区域

を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号） 

 （土地の保全等） 

第９条 急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、その土地の維持管理につ

いては、当該急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければな

らない。 

２ 急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、当該

急傾斜地の崩壊による被害を除却し、又は軽減するために必要な措置を講ずるように努めなけれ

ばならない。 

３ 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するため

に必要があると認める場合においては、当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又

は占有者、その土地内において制限行為を行つた者、当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるお

それのある者等に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行、その他の必要な措置をとることを勧告す

ることができる。 

 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

 （保安上危険な建築物等に対する措置） 

第 10 条 特定行政庁は、第６条第１項第１号に揚げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、

構造又は建築設備（いずれも第３条第２項の規定により第２章の規定又はこれに基づく命令若し

くは条例の規定の適用を受けないものに限る。）について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そ

のまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める

場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期
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間をつけて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他

保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。 

２ 略 

 （災害危険区域） 

第 39 条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域

として指定することができる。 

２ 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制

限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号） 

 （移転等の勧告） 

第 26 条 都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には特別警戒区域内に存する居室を

有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認め

るときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他土砂災害を

防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その

勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

 

⑯ 自然的土地利用と調和のとれたレクリエーション施設 

  ア 一般的事項 

 市街化調整区域における自然的土地利用と調和のとれたレクリエーションのための施設は、

許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

    次のいずれかに該当するものであること。 

   (ｱ) 「自然休養村整備事業」を推進するに当たって必要最小限不可欠な施設である建築物

で、当該事業の趣旨に沿った適切な内容のもの 

   (ｲ) キャンプ場、スキー場等第二種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設であって、

地域における土地利用上又は土地利用計画上支障がないものの管理上又は利用上必要最小

限不可欠な施設である建築物で次の各要件を満たすもの 

ａ 当該キャンプ場等の施設自体が周辺の環境等に適合し、かつ、地域の土地利用計画に

整合した内容のものであること。 

ｂ 管理棟、バンガロー等必要最小限の施設である建築物であって、周辺の自然環境に調

和した簡素なものであること。 

ｃ 用途の変更が容易なものでないこと。 

ｄ 自然公園法その他の法令に適合していること。 

(ｳ) 第二種特定工作物の利用増進上宿泊機能が必要不可欠であり、かつ、周辺の状況等か

ら判断して当該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設であ

る建築物。 
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 第二種特定工作物である運動・レジャー施設の併設建築物に宿泊施設は含まれませんが、

次の各要件を満たすものについては該当します。 

    ａ 利用目的及び利用者の属性から宿泊機能が必要不可欠であること。 

    ｂ 市街化区域等における宿泊施設によっては円滑な対応が困難であること。 

なお、第二種特定工作物である運動･レジャー施設に管理上又は利用増進上併設され

るクラブハウス等については、物理的及び機能的にみて社会通念上当該運動・レジャー

施設に不可分一体のものとして併設されるものである限り、主として当該運動・レジャ

ー施設の建設を目的とした開発行為に包含されるものであるので、改めて当該クラブハ

ウス等の建築を目的として開発許可又は建築許可を行う必要はありません。 

また、第二種特定工作物に該当しない１ha 未満の運動･レジャー施設に同様の目的か

ら併設建築物を伴う場合については、主として当該併設建築物の建築を目的とした行為

でないため、それ自体としては開発許可を要しないが、市街化調整区域内にこれを設け

る場合には別途法第 43 条の規定が適用されるので、その規模、設計、配置、内容等に

照らし実情に応じた取り扱いをすることになっています。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) レクリエーション施設の用途等を記載した事業計画書等 

   (ｲ) 建築物の配置を表示した図面 

   (ｳ) 当該開発区域を管轄する市町村の観光施策等、さらには都市計画の観点から支障がな

いと判断できる書類 

   (ｴ) 宿泊施設を建設する場合は、周辺の状況及び当該施設の必要性等を説明する書類 

   (ｵ) 自然休養村整備事業による場合は、当該事業の施行を証する書類 

   (ｶ)  イ(ｲ)に該当するものは、その旨を説明する書類 

      (ｷ)  土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

⑰ 地域未来投資促進法により整備される施設 

  ア 一般的事項 

    地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19 年法律

第 40 号）第４条第１項に規定する基本計画及び第 11 条第１項に規定する土地利用調整計画

に基づき、同法第 13 条第１項に規定する地域経済牽引事業計画を作成した上で、同法第 13

条第３項第１号に規定する施設については、許可し得ることとしたものです。 

 

⑱ ゴルフ練習場 

 ア 一般的事項 

    市街化調整区域内において打席が建築物であるゴルフの打ち放し練習場の建築のための開

発行為は、その規模、形状、植栽等からみて市街化区域において行うことが困難又は著しい

不適当と認められるものについては、許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 市街化区域内に立地するのに必要な適地が存しないこと。 
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   (ｲ) 周辺の環境上の配慮が十分講じられていること。なお、この場合の環境上の配慮は、

ゴルフ練習場の照明装置、打球音のほか利用者による発生交通等に対する影響に対応でき

るような土地利用計画でなければならないこと。 

   (ｳ) 当該ゴルフ練習場に併設されるクラブハウスについては、必要最小限度のものでなけ

ればならず、練習場利用者以外を対象としたものでないこと。 

   (ｴ) 用途変更がなされないよう当該ゴルフ練習場の経営が維持される規模、資金計画が整

っていること。 

   (ｵ) 土地所有者等の周辺住民との調整が十分なされており、当該開発行為の内容に同意を

していること。 

ウ 添付書類 

   (ｱ) 事業計画書 

   (ｲ) 経営維持のための資金計画書 

   (ｳ) 市街化区域内に立地するのに必要な適地がない旨の申立書（申請者（会社及び個人）

の名寄帳等） 

   (ｴ) 周辺の土地利用計画と調和が図られ、かつ将来の計画的な市街地形成に際して支障と

ならない旨の書類 

   (ｵ) 周辺の環境に配慮した内容の図面及び書類 

(ｶ) 土地所有者等の周辺住民との調整が図られ、当該開発行為の内容に同意をしている旨

を示す書類 

(ｷ)  土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

⑲ 既存の権利の届出ができなかった者の自己用住宅 

  ア 一般的事項 

 法第 34 条第 13 号の規定に基づく既存の権利の届出ができなかった者に係る自己用住宅の

建築を目的とした開発行為で、やむを得ない理由により既存の権利の届出ができなかったも

のについて許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

(ｱ)土地に関する要件 

    ａ 市街化調整区域決定の日前に、自己が自ら居住する住宅を建築する目的で所有してい

た土地であること。 

    ｂ 住宅の敷地の面積は、ａの所有していた面積以内（所有していた土地が 500 ㎡を超え

るときは、500 ㎡以内）であること。 

    ｃ 農業振興地域の整備に関する法律第 17 条の規定による農用地区域内にある農地及び

採草放牧地以外の土地（当該土地が農地又は採草放牧地である場合には、農地法第４条

第１項の規定による転用許可が受けられる見込みがあること。）であること。 

    ｄ 建築基準法第 42 条の規定する道路に接続している土地であること。 

   (ｲ) 建築物の用途に関する要件 

    ａ 建築物の用途は、当該土地所有者が自ら居住するための住宅であること。 
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    ｂ 建築物の規模は、延べ面積が 280 ㎡以内とし、附属建築物である物置については床面

積が 30 ㎡以内、車庫については床面積が 45 ㎡以内であること。 

   (ｳ) 申請人に関する要件 

    ａ 現に住宅を所有していない者であること。 

ｂ 現に借地又は借家住まいをしており、かつ、住宅困窮度が高い者であること。 

    ｃ 都市計画法第 34 条第 13 号の規定による「既存の権利」の届出ができなかったことに

ついてやむを得ない理由を有している者であること。 

   (ｴ) その他の要件 

    ａ 市街化区域で建築することが困難であること。 

    ｂ 法第 33 条又は令第 36 条第１項第１号の規定に適合する見込みのあること。 

ウ 添付書類 

   (ｱ) 既存の権利を期限内に届出ができなかった旨の理由書 

   (ｲ) 申請者が住宅を所有していないことを証する書類（資産証明書等） 

      (ｳ)  土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

 ⑳ 農林漁業体験民宿施設 

  ア 一般的事項 

   農林漁業を営む者が、自ら居住する住宅の空き部屋等を活用して小規模な農家民宿を営む 

  ために兼用住宅へ都市計画法第 43 条の用途変更する場合で、申請の内容が次の各項に該当

す 

  るものは許可し得ることとしたものです。 

イ 該当要件 

   (ｱ)用途変更の対象となる建築物は、農林漁業を営む者が自ら居住する住宅であること。 

   (ｲ)申請者が「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」（平成６年法

律第 46 号）第２条第５項に規定する農林漁業体験民宿業を営もうとする者である旨、郡

山市農業政策課が確認していること。 

   (ｳ)用途変更後の建築物の用途は、簡易宿所（旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第２条第

４項に規定する簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。）と従前の用途を兼ねるもので

あること。 

   (ｴ)客室に用途を変更する延べ床面積は 33 ㎡未満であること。 

   (ｵ)農家民宿とすることができる建築物は、３階建て以下の建築物であること 

   (ｶ)客室を設けることができる階は、建築基準法の規定による避難階とその直上又は直下の

階までとすること。 

   (ｷ)客室が避難階に存する場合は、客室から廊下等を経て屋外の安全な場所に避難できるこ

と。 

   (ｸ)客室が避難階に存しない場合は、客室から廊下及び階段を経て屋外の安全な場所に避難

できること。ただし、客室を有する階の床面積が 100 ㎡を越える建築物には、客室から避

難階に通じる２以上の階段をもうけること。 

   (ｹ)用途変更に伴う改築は、都市計画法施行令第 35 条第２号に該当するものとし、原則とし

て外観の変更は行わないこと。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 事業計画書 

   (ｲ) 耕作証明書※ 

   (ｳ) 住民票※ 

   (ｴ) 土地、家屋名寄帳※ 
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      (ｵ)  土地の登記簿謄本、公図の写し等※ 

                               ※３ケ月以内のもの 

 

㉑ 社会福祉施設、医療施設及び学校等の公益的施設 

１ 社会福祉施設 

  ア 一般的事項 

社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設（以下「社会福祉施設」とい

う｡）であって、申請の内容が次の各号に該当するものは許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

  (ｱ) 次のいずれかに該当すること。 

 ａ 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該許可に係る社

会福祉施設のそれぞれが持つ機能とが密接に連携しつつ、立地又は運用することが必要で

あると認められる場合。なお、密接な連携とは、連携を図る医療施設等が、既に市街化調

整区域に存在し、かつ、その施設との距離が 2ｋｍ以内であること、及び既存の医療施設

の運営者が、新たに申請する施設の運営者と同一もしくは同一とみなせることをいう。 

ｂ 当該施設を利用する者の安全等を確保するため、立地場所に配慮する必要であると認め

られる場合。 

ｃ 当該施設の全てが郡山市で公募する介護施設に該当し、提供するサービスの特性から、

例えば、当該開発区域周辺の優れた自然環境が必要と認められる場合など、当該開発区域

周辺の資源、環境等の活用が必要であると認められる場合。既存の温泉を利用する等、そ

の場に立地する特段の理由があること。 

ｄ 待機児童対策として、郡山市の公募により整備される認可保育所である場合。なお、市

街化区域内の既存保育所を移転する場合は、該当しません。 

(ｲ)設置及び運営が、国の定める基準に適合するものであること。 

(ｳ)福島県及び郡山市の福祉施策の観点から支障がないことについて、関係部局との調整がと

れたものであること。 

(ｴ)当該開発区域の位置及び規模等から見て周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市

街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合。 

(ｵ)申請地が農地にあっては、農地転用の許可が得られる見込みであること。また、申請地が

農業振興区域内にある場合は、農業振興地域整備計画の変更（農振除外）される見込みで

あること。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 事業計画書 

   (ｲ) 設置及び運営が厚生労働省の定める基準に適合していることを証する書類 

   (ｳ) 市の福祉施策の観点から支障がないことについて、担当部局との協議が完了している

ことを証する書類 

   (ｴ) 市街化区域に適地がないことを説明する書類 

   (ｵ) その他、施設開設のために必要な、関係部局との協議完了資料等 

   (ｶ)  土地の登記簿謄本、公図の写し等 

２ 医療施設 

  ア 一般的事項 

医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項

に規定する助産所であって、申請の内容が次の各号に該当するものは許可し得ることとしたもの

です。 

  イ 該当要件 

   (ｱ) 次のいずれかに該当すること。 



 - 203 -

ａ 救急医療の充実が求められている地域において、患者等の搬送手段の確保のため、当該開

発区域の周辺の交通基盤等の活用が必要であると認められる場合。 

ｂ 当該医療施設の入院患者等にとって、当該開発区域周辺の優れた自然環境その他の医療環

境が必要であると認められる場合。 

ｃ 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域に移転する場合。 

   (ｲ)設置及び運営が、国の定める基準に適合するものであること。 

 (ｳ)福島県及び郡山市の医療施策の観点から支障がないことについて、関係部局との調整がと

れたものであること。 

 (ｴ)当該開発区域の位置及び規模等から見て周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市

街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 事業計画書 

   (ｲ) 開設者の有する、当該医療行為に必要な免許証（裏書がある場合は裏面の写しも必

要）等の写し 

   (ｳ) 市の医療施策の観点から支障がないことについて、担当部局との協議が完了している

ことを証する書類 

   (ｴ)  土地の登記簿謄本、公図の写し等 

(ｵ)  その他、施設開設のために必要な、関係部局との協議完了資料等 

 

３ 学校等 

  ア 一般的事項 

学校教育法第１条に規定する学校、同法第 124 条に規定する専修学校又は同法第 134 条に

規定する各種学校（以下「学校等」という｡）であって、その設置目的から、主として当該

開発区域の周辺の居住者以外の利用を想定している学校等については、申請の内容が次の各

号に該当するものは許可し得ることとしたものです。 

  イ 該当要件 

 (ｱ) 教育環境確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要であると認められ

る場合。 

 (ｲ)当該開発区域を含む文教施策の観点から支障がないことについて、関係部局との調整

がとれたものであること。 

 (ｳ) 当該開発区域の位置及び規模等から見て周辺の市街化を促進するおそれがなく、か

つ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 事業計画書 

   (ｲ) 市の文教施策の観点から支障がないことについて、担当部局との協議が完了している

ことを証する書類 

   (ｳ) 市街化区域に適地がないことを説明する書類 

(ｴ) 土地の登記簿謄本、公図の写し等 

(ｵ)  その他、施設開設のために必要な、関係部局との協議完了資料等 

 

  ㉒ 農産物直売所 

  ア 一般的事項 

   市街化調整区域において生産される農産物等を直接販売するための施設（以下「農産物直

売所」という。）であって、申請の内容が次の各号に該当するものは、許可し得ることとし

たものです。 
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  イ 該当要件 

   (ｱ) 申請者は、開発区域周辺の市街化調整区域内において農業を営む者、農地所有適格法人、

農業者で組織する団体であり、市街化区域内に土地を有していないこと。ただし、現に建

築物が存する敷地及び用途地域による建築物の用途制限により、「農産物直売所」が建築

できない土地についてはこの限りでない。 

   (ｲ) 申請者が、当該「農産物直売所」を所有し自ら営むもの。 

   (ｳ) 販売するものは、自ら生産する農産物又はこれらを原料として製造若しくは加工された

もの（以下「製造・加工品」という。）であり、自ら生産する農産物の割合が、「製造・加

工品」より量的又は金額的に多いこと。 

   (ｴ) 敷地面積は、500 ㎡以下とする。ただし、駐車場の確保等で特に必要と認められる場合

にあっては、1,000 ㎡を上限とする。 

   (ｵ) 延床面積の合計は 200 ㎡以下とし、管理施設の床面積は全体の 1/2 以下であること。 

   (ｶ) 予定建築物は、平屋建てとし、高さは原則として 10ｍ以下とする。 

   (ｷ) 開発区域は、幅員６ｍ以上の国道、県道、市道に接していること。 

   (ｸ) 申請者は、「農産物直売所」の営業を止めた場合は、速やかに建築物を除却すること。 

  ウ 添付書類 

   (ｱ) 事業計画書 

   (ｲ) 耕作証明書 

   (ｳ) 生産地との関係及び取扱量に関する調書 

      (ｴ)  土地の登記簿謄本、公図の写し等 

 

㉓ 既存建築物の用途変更 

 ア 一般事項 

   市街化調整区域における居住の用に供する建築物の使用主体の変更や工場等の業務用施設

の第５章第１節３(1)から(3)までに該当しない内容への用途変更で、相当期間継続して適法

に使用された後に行う場合又はやむを得ない理由により行う場合については、許可し得るこ

ととしたものです。 

該当要件や添付書類については第５章第２節３(2)ウを御確認下さい。 

 

 

㉔ 激甚災害により被災した建築物の移転 

ア 一般事項 

激甚災害により被災した建築物において移転せざるを得ない事由が明らかな場合、これに

代わるものとして従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で建築される建築物については、従

前の位置に建築を求めることが困難または著しく不適当と認められる場合に限り、被災した

者の生活または事業を保障す る観点から市街化調整区域への移転を許可し得ることとした

ものです。 

 

イ 該当要件 

被災した建築物を含む建築敷地内の建築物すべての機能について移転するもので、申請の

内容が次の各項に該当するものとします。 

   １ 移転対象建築物が、激甚災害により、全壊、大規模半壊、中規模半壊もしくは半壊とな

る浸水または土砂被害を受けた旨を確認できる罹災証明書が郡山市から発行されているこ

と。 
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２ 移転対象建築物は、市街化調整区域内にある適法な建築物であること。 

３ 申請者は、被災日から申請日まで対象建築物を所有している者に限る。 

４ 移転した際に、対象建築物及び付属建築物は全て除却し、それ以降、当該敷地は建築物

の敷地として使用しないこと。 

   ５ 移転先建築物及びその敷地が、郡山市開発審査会基準第２号のうち、６に該当すること。 

   ６ 移転先の区域に、ハザードマップにおける被災想定エリアが含まれないこと。ただし、

災害を防止するための防災対策を実施し、安全性が確保されると認められる区域は除く。 

   ７ 移転先は、被災時に農業振興地域内の農用地ではない区域、もしくは、50 メートル以内

に 3戸以上の住宅が連たんしている区域から選定すること。 

   ８ 都市計画法第 29 条、第 42 条、第 43 条の許可申請は、被災日から５年以内に行うこと。 

    

ウ 添付書類 

  （ア）郡山市発行のり災証明書 

  （イ）移転前後の位置を表示した図面 

  （ウ）移転対象物件の移転前後における図面（配置図、平面図、立面図、建物求積図、敷地求

積図） 

  （エ）激甚災害で被災し、移転先に移転せざるを得ない理由書 

  （オ）被災日以前から、自己居住用住宅または自己業務用の建築物を所有していることが確認

できる資料（建物全部事項証明書、住民票、法人登記簿謄本等） 

  （カ）申請敷地及び予定建築物の規模が従前と同程度を超える場合はその理由書 

  （キ）申請者（住宅の場合は同居するものを含む）が、移転できる土地を市街化区域内に所有

していないことを確認できる書類（世帯全員の住民票及び土地家屋名寄帳等） 

  （ク）移転先がハザードマップの被災想定エリアに含まれていないことがわかる資料 

  （ケ）移転先の条件を確認できる書類（土地全部事項証明書等） 

   

１５ 開発許可の特例 

法律 

第 34 条の 2 国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村、都道府県、指定都市等若しく 

は事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務 

 組合若しくは港務局若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団体である地 

 方開発事業団（以下「都道府県等」という。）が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内に 

 おける開発行為（第 29 条第１項各号に掲げる開発行為を除く。）又は都市計画区域及び準都 

 市計画区域外の区域内における開発行為（同条第２項の政令で定める規模未満の開発行為及び同 

 項各号に掲げる開発行為を除く。）については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事と 

 の協議が成立することをもつて、開発許可があつたものとみなす。  

２ 第 32 条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等について、第 41 条の規定

は都道府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第 47 条の規定は同項の協議が成立し

たときについて準用する。 

運用指針 
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Ⅰ－８ 法第 34 条の２関係（開発許可の特例） 

本条に基づく協議については、開発許可制度の趣旨を踏まえ、法第３３条及び第３４条の基準 

にかんがみて行うことが望ましい。また、協議が成立した開発行為については、許可を受けたも

のと同様の規定（工事完了の検査等）が適用される。なお、法第３４条の２第１項に定める者の

ほか、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本下水道

事業団、土地開発公社（都道府県等が設立したものに限る。）、独立行政法人空港周辺整備機構

及び地方住宅供給公社（都道府県等が設立したものに限る。）については法第３４条の２第１項

の国又は都道府県等とみなされて、都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可を

受けたものとみなされることとされている。 

 

 

 ⑴ 本号の趣旨 

  国、県、事務処理市町村又は県、若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務

組合等若しくは県若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団が行う都市計画区域

内における開発行為（第 29 条第１項各号に掲げる開発行為を除く。）又は都市計画区域外の区

域内における開発行為（同条第２項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開

発行為を除く。）については、協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなしま

す。 

 

⑵ 国又は都道府県等とみなされる者 

 ①独立行政法人空港周辺整備機構 

 ②独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

 ③独立行政法人都市再生機構 

 ④地方住宅供給公社 

 ⑤土地開発公社 

 ⑥日本下水道事業団 

 

⑶ 協議の成立 

  本条は、協議の成立をもって開発許可があったものとみなす規定であり、他の開発事業者が

開発行為を行う場合と同様に法第 33 条、法第 34 条の基準に適合することが求められます。 

協議成立後は開発許可を受けたものと同様、工事完了検査（法第 36 条）、完了公告がある

までの建築制限（法第 37 条）、開発行為の廃止届（法第 38 条）等の規定が適用されます。 

  また、本条第２項では、協議を行う際の開発許可の手続きを準用する規定であり、公共施設

管理者の同意等（法第 32 条）、建築物形態制限（法第 41 条）、開発登録簿の調製（法第 47

条）の規定が適用されます。 
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 第３節 他法令による開発許可の特例等 

 

１ 市民農園整備促進法による特例 

 

市民農園整備促進法（平成２年法律第 44 号） 

 （都市計画法の特例） 

第 12 条 認定開設者が認定計画に従って整備する市民農園施設のうち休憩施設である建築物（建

築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下この条におい

て同じ。）その他の市民農園の適正かつ有効な利用を確保するための建築物で政令で定めるもの

（次項において「認定市民農園建築物」という。）の建築（建築基準法第２条第 13 号に規定する

建築をいう。）の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更であって市街化調整区域（都市計

画法第７条第１項の規定による市街化調整区域ををいう。次項において同じ。）に係るもの（都

市計画法第 34 条各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。）は、都市計画法第 34 条の規定

の適用については、同条第 14 号に掲げる開発行為とみなす。 

２ 都道府県知事又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項の指定都市、同

法第 252 条の 22 第１項の中核市若しくは同法第 252 条の 26 の３第１項の特例市の長は、市街化

調整区域のうち都市計画法第 29 条第１項の規定による許可を受けた同法第４条第 13 項に規定す

る開発区域以外の区域内において、認定市民農園建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しく

はその用途を変更して認定市民農園建築物とすることについて、同法第 43 条第１項の規定によ

る許可の申請があった場合において、当該申請に係る認定市民農園建築物の新築、改築又は用途

の変更が同条第２項の政令で定める許可の基準のうち同法第 33 条に規定する開発許可の基準の

例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。 

市民農園整備促進法施行令（平成２年政令第 272 号） 

 （都市計画法の特例の対象となる建築物） 

第５条 法第 12 条第１項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 休憩施設である建築物 

 ⑵ 農作業の講習の用に供する建築物 

 ⑶ 簡易宿泊施設（専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。）である建築物 

 ⑷ 管理事務所その他の管理施設である建築物 

 

 

  市民農園区域（市町村指定）内において、市民農園の開設について市町村の認定を受けた者が、

整備運営計画に従って建築する次の対象施設については、立地基準の審査を了したものとみなさ

れ、技術基準の審査のみによって許可することとなります。 

 ⑴ 休憩施設 

   農作業の合間に休憩するための施設で、休憩室のほか手洗場、便所等を含みます。 

 ⑵ 農作業の講習施設 

   利用者に対し農作業の講習を行う施設で、講習室、植物展示室、資料閲覧室、教材室等を含

みます。 
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 ⑶ 簡易宿泊施設 

   市街地から離れた地域において、滞在型の利用が予想される市民農園に設置される宿泊者の

食堂、風呂場、便所等宿泊者にとって必要不可欠な施設を備えたものであって、周辺の環境と

調和した専ら宿泊の用に供される簡素なものです。 

 ⑷ 管理施設 

   市民農園の円滑な利用を維持増進するための施設であり、管理事務所、管理人詰所、管理用

具置場、ごみ処理場等です。 

 

２ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律による特例 

 

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成４年法律第 76

号） 

 （開発許可等の特例） 

第 31 条 基本計画において、第６条第２項各号に掲げる事項及び同条３項に規定する事項のほ

か、国土交通省令で定めるところにより、市街化調整区域（都市計画法第７条第１項に規定する

市街化調整区域をいう。第４項において同じ。）に存する拠点地区内の土地において実施される

ことが適当と認められる開発行為（同法第４条第 12 項に規定する開発行為をいう。以下同じ。）

又は建築行為等（建築物（同条第 10 号に規定する建築物をいう。次項において同じ。）の新築、

改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物（同条第 11 項に規定する第一種特定工作物をい

う。次項において同じ。）の新設をいう。以下同じ。）に関する事項を併せて定めることができ

る。 

２ 基本計画において、前項に規定する事項から定められた場合には、都道府県知事は、当該開発

行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定

工作物の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、か

つ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときには、当該開発行

為又は建築行為等に関する事項を含めて当該基本計画に同意するものとする。 

３ 前項の規定により基本計画が同意された場合において、開発行為に関する当該同意基本計画の

内容に即して行われる開発行為（都市計画法第 34 条各号に掲げるものを除く。）は、同条並びに

土地区画整理事業法第９条第２項、第 21 条第２項及び第 51 条の９第２項の規定の適用について

は、都市計画法第 34 条第 14 号に掲げる開発行為とみなす。 

４ 都道府県知事は、第２項の規定により基本計画が同意された場合においては、市街化調整区域

のうち都市計画法第 29 条第１項の規定による許可を受けた同法第４条第 13 項に規定する開発区

域以外の区域内において建築行為等に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる建築行為

等について、同法第 43 条第１項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係

る建築行為等が同条第２項の政令で定める許可の基準のうち同法第 33 条に規定する開発許可の

基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。 
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  地方拠点都市地域の関係市町村の定めた基本計画が知事の承認を受けた場合には、当該基本計

画に即して行われる開発行為又は建築行為等については、立地基準の審査を了したものとみなさ

れ、技術基準の審査のみによって許可することとなります。 

 

３ 幹線道路の沿道整備に関する法律による特例 

 

幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和 55 年法律第 34 号） 

 （開発許可の特例） 

第 10 条の７ 第 10 条の４第の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画（指定都市等

以外の市町村が定めたものにあつては、第 10 条の２第４項の同意を得たものに限る。次項にお

いて同じ。）に定められた事項に従って行われる都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為

（同法第 34 条各号に掲げるものを除く。）は、同法第 34 条の規定の適用については、同条第 14

号に掲げる開発行為とみなす。 

２ 都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第 29 条第１項の規定

による許可を受けた同法第４条第 13 項に規定する開発区域以外の区域内において、第 10 条の４

第１項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項に従つて行われ

る建築行為等（建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は同法第４条第 11 項に規定する第一

種特定工作物の新設をいう。以下この項において同じ。）について、同法第 43 条第１項の規定に

よる許可の申請があつた場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第２項の政令で定める

許可の基準のうち同法第 33 条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合す

るときは、その許可をしなければならない。 

  市町村が定めた沿道整備権利移転等促進計画に即して行われる開発行為又は建築行為等につい

ては、立地基準の審査を了したものとみなされ、技術基準の審査のみによって許可することとな

ります。 

 

４ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律による特例 

 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40 号） 

 （市街化調整区域内における開発行為の許可の特例） 

第 28 条 第５条第３項第４号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第８項の

認定を受けた場合には、その記載された事項の内容に即して行われる開発行為（都市計画法第 34

条各号に掲げるものを除く。）は、同法第 34 条第 14 号に掲げる開発行為とみなす。 

２ 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第 29 条

第１項の規定による許可を受けた開発区域（同法第４条第 13 項に規定する開発区域をいう。）以

外の区域内において認定歴史的風致維持向上計画に記載された第５条第３項第４号に掲げる事項

の内容に即して行われる建築行為について、同法第 43 条第１項の許可の申請があった場合にお

いて、当該申請に係る建築行為が同条第２項の政令で定める許可の基準のうち同法第 33 条に規

定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければな

らない。 
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  市町村が定め、国土交通大臣が認定した歴史的風致維持向上計画に即して行われる開発行為又

は建築行為等については、立地基準に係る審査は了したものとみなされ、技術基準の審査のみに

よって許可することとなります。 

 

５ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関

する法律による特例 

 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す

る法律（平成 22 年法律第 67 号） 

 （都市計画法の特例） 

第 14 条 市街化調整区域において認定総合化事業計画に従って行われる開発行為（都市計画法第

34 条各号に掲げるものを除く。）は、同条の規定の適用については、同条第 14 号に掲げる開発行

為とみなす。 

２ 都道府県知事は、市街化調整区域のうち都市計画法第 29 条第１項の規定による許可を受けた

同法第４条第 13 項に規定する開発区域以外の区域内において認定総合化事業計画に従って行わ

れる建築行為等について、同法第 43 条第１項の規定による許可の申請があった場合において、

当該申請に係る建築行為等が同条第２項の政令で定める許可の基準のうち同法第 33 条の規定す

る開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならな

い。 

  農林漁業者等が総合事業化計画に記載する農林水産物等の販売施設に係る開発行為又は建築行

為について開発許可権者の同意を得たもので、当該総合事業化計画について農林水産大臣が認定

した場合には、当該計画に即して行われる開発行為又は建築行為等については、立地基準の審査

を了したものとみなされ、技術基準の審査のみによって許可することとなります。 

 

６ 地域再生法による特例 

 

地域再生法（平成 17 年法律第 24 号） 

 （開発許可等の特例） 

第 17 条の 12 市街化調整区域内において第 17 条の７第１項の規定により作成された地域再生土地

利用計画に記載された整備誘導施設の建築の用に供する目的で行われる開発行為（都市計画法第

34 条各号に掲げるものを除く。）は、同法第 34 条の規定の適用については、同条第 14 号に掲げ

る開発行為とみなす。 

２ 都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第 29 条第１項の規定

による許可を受けた同法第４条第 13 項に規定する開発区域以外の区域内において第 17 条の７第

１項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設に係る建築行為等

について、同法第 43 条第１項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る

建築行為等が同条第２項の政令で定める許可の基準のうち同法第 33 条に規定する開発許可の基

準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。 
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  地域再生計画に係る内閣総理大臣の認定を受けた市町村が作成する地域再生土地利用計画に、

開発許可権者の同意を得て記載された整備誘導施設に係る開発行為又は建築行為については、立

地基準の審査を了したものとみなされ、技術基準の審査のみによって許可することとなります。 

 

７ 優良田園住宅の建設の促進に関する法律による配慮規定 

 

優良田園住宅の建設に関する法律（平成 10 年法律第 41 号） 

 （優良田園住宅の建設の促進についての配慮） 

第５条 国の行政機関又は地方公共団体の長は、前条第１項の認定を受けた優良田園住宅建設計画 

（同条第６項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に従って土地を認定

に係る優良田園住宅の用に供するため農地法（昭和 27 年法律第 229 号）、都市計画法（昭和 43

年法律第 100 号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該優良田

園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

  当該規定は、市街化調整区域における開発行為の特例を定めたものではありませんが、事務手

続等が円滑に進むよう適切な配慮を求めたものです。 

  市街化調整区域における優良田園住宅の建設については、地区計画を定めることが望ましいと

されていることから、当該地区計画に定められた内容に適合する開発行為については、法第 34

条第 10 号に合致することとなります。 

 


